
議案第 ６号

城里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について

城里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成17年城里町条例第179号）の一部を

改正する条例を別紙のとおり定める。

令和６年 ３月 ５日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和６年 月 日
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令和６年城里町条例第 号

城里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

城里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成17年城里町条例第179号）の一部を

次のように改正する。

第９条第２項中「ごみ袋」の次に「等」を加える。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議案第 ６号 説明資料

城里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表

改 正 後 現 行

第１条～第８条 （略） 第１条～第８条 （略）

（排出の方法） （排出の方法）

第９条 （略） 第９条 （略）

２ 前項の規定により搬出するときは，町で定めるごみ袋等を使用しな

ければならない。

２ 前項の規定により搬出するときは，町で定めるごみ袋を使用しなけ

ればならない。

第10条～第20条 （略） 第10条～第12条 （略）

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

-
 
1
 
-



議案第　７号 
 
 
 

城里町消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例等の一部を 
改正する条例について 

 
城里町消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例等の一部を改正する条例

を別紙のとおり定める。 
 
 
 
 
 

令和６年　３月　５日　提　出 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　城里町長　上遠野　　修 
 
 
 
 
 

令和６年　　月　　日 
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令和６年城里町条例第　号　 

 

城里町消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例等の一部を改正する 

条例 

城里町消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例（平成17年城里町条例第154

号）の一部を次のように改正する。 

　　条２条を次のように改める。 

　第２条　団員の定数「590人」を「440人」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、令和６年４月1日から施行する。
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議案第７号　説明資料 

城里町消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例　新旧対照表 

 
 
 
 
 

 改　正　後 現　　　行

 第１条　（略） 第１条　（略）

 （定員） （定員）

 第２条　団員の定数は，440人とする。 第２条　団員の定数は，590人とする。

 第３条～第16条　（略） 第３条～第16条　（略）

 附　則

 　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

-
 
1
 
-



議案第　８号

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙

のとおり定める。

令和６年 ３月 ５日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和６年 月 日
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令和６年城里町条例第 号

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

（城里町監査委員条例の一部を改正する条例）

第１条 城里町監査委員条例（平成17年条例第23号）の一部を次のように改正する。

第７条中「第243条の２の２第３項」を「第243条の２の８第３項」に改める。

（城里町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例）

第２条 城里町下水道事業の設置等に関する条例（平成17年城里町条例第23号）の一部

を次のように改正する。

第５条中「第243条の２の２第８項」を「第243条の２の８第８項」に改める。

（城里町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例）

第３条 城里町水道事業の設置等に関する条例（平成17年城里町条例第148号）の一

部を次のように改正する。

第６条中「第243条の２の２第８項」を「第243条の２の８第８項」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議案第　８号 説明資料

城里町監査委員条例の一部を改正する条例 新旧対照表（第１条関係）

改 正 後 現 行

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略）

（職員の賠償責任の監査等） （職員の賠償責任の監査等）

第７条 監査委員は，法第243条の２の８第３項及び第８項の規定により

町長から監査又は意見を求められたときは，20日以内に監査結果報告

書又は意見書を提出しなければならない。ただし，特別の事由がある

と認めるときは，この限りでない。

第７条 監査委員は，法第243条の２の２第３項及び第８項の規定により

町長から監査又は意見を求められたときは，20日以内に監査結果報告

書又は意見書を提出しなければならない。ただし，特別の事由がある

と認めるときは，この限りでない。

（以下略） （以下略）

-
 
1
 
-



城里町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（第２条関係）

改 正 後 現 行

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略）

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除）

第５条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）

第243条の２の８第８項の規定により下水道事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

第５条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）

第243条の２の２第８項の規定により下水道事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

（以下略） （以下略）

-
 
2
 
-



城里町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（第３条関係）

改 正 後 現 行

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略）

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除）

第６条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）

第243条の２の８第８項の規定により水道事業の業務に従事する職員

の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は，

当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

第６条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）

第243条の２の２第８項の規定により水道事業の業務に従事する職員

の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は，

当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

（以下略） （以下略）

-
 
3
 
-



議案第　９号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり定める。

令和６年 ３月 ５日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和６年 月 日
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令和６年城里町条例第 号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

（城里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例）

第１条 城里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例（平成30年条例第22号）の一部を次のように改正する。

第２条第３項中「法41条第１項」を「法第41条第１項」に改め、同条第４項中「地

域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括支援センター」という。）」を加え

る。

第３条第２項中「利用者の数が35」を「利用者の数（当該指定居宅介護支援事業者

が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け，又は法第115条の23第３項の規定に

より地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受け

て，当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第58条第１項に規定

する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第13条第26号において同じ。）を行う

場合にあっては，当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所に

おける指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項におい

て同じ。）が44」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 前項の規定にかかわらず，指定居宅介護支援事業所が，公益社団法人国民健康保

険中央会（昭和34年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立され

た法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サー

ビス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共

有等のための情報処理システムを利用し，かつ，事務職員を配置している場合にお

ける第１項に規定する員数の基準は，利用者の数が49又はその端数を増すごとに１

とする。

第４条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。

第５条第２項中「開始に際し，あらかじめ，」の次に「利用者又はその家族に対し，」

を加え、「，前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービ

ス計画の総数のうちに訪問介護，通所介護，福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以

下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス

計画の数が占める割合，前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅

サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占め

る割合」を削り、同条第８項を同条第９項とし、同条第７項各号列記以外の部分中「第

４項」を「第５項」に改め、同項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」に改め、

同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項第１号」を「第５項第１号」に改め、

同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「第７項」を「第

８項」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次

の１項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あらかじめ，

利用者又はその家族に対し，前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護，通所介護，福祉用具貸与及び地

域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置

づけられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護
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支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ご

との回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事

業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い，理解を得るよう努め

なければならない。

第14条第２号の次に次のように加える。

(2)の2 指定居宅介護支援の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用

者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第14条第14号中「情報」の次に「の提供」を加え、「主治の医師若しくは歯科医師

又は薬剤師」を「主治の医師等又は薬剤師」に改め、同条第15号ア中「利用者の居宅

を訪問し，」を削り、同号に次のように加える。

ウ アの規定による面接は，利用者の居宅を訪問することによって行うこと。た

だし，次のいずれにも該当する場合であって，少なくとも２月に１回，利用者

の居宅を訪問し，利用者に面接するときは，利用者の居宅を訪問しない月にお

いては，テレビ電話装置等を活用して，利用者に面接することができるものと

する。

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて，文書により利用

者の同意を得ていること。

(イ) サービス担当者会議等において，次に掲げる事項について主治の医師，

担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができるこ

と。

ｃ 介護支援専門員が，テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握

できない情報について，担当者から提供を受けること。

第14条第20号の２中「届出なければ」を「届け出なければ」に改め、同条第29号中

「基づき，」の次に「地域包括支援センターの設置者である」を加える。

第21条中「指定居宅介護」を「指定居宅介護支援」に改める。

第23条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」

を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者は，原則として，重要事項をウエブサイトに掲載しなけ

ればならない。

第30条第２項中「５年間」を「２年間」に改め、同項第５号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第14条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第31条中「法46条第２項」を「法第46条第２項」に改める。

第32条第１項中「第31条」を「前条」に改める。
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（城里町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例）

第２条 城里町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成27年条例第16号）の一部を次のよ

うに改正する。

第３条第３項中「法第８条の２第18項」を「法第８条の２第16項」に改める。

第４条中「地域包括支援センターの設置者である」を追加し、「（以下「指定介護

予防支援事業所」という。）」を削り、同条に次の１項を加える。

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は，当該指定に係る事業

所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専

門員を置かなければならない。

第５条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下「指

定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前項に規定する」を「地

域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置

く」に改め、同条に次の２項を加える。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定により

置く管理者は，介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の66第１

号イ(3)に規定する主任介護支援支援専門員（以下この項において「主任介護支援

専門員」という。）でなければならない。ただし，主任介護支援専門員の確保が著

しく困難である等やむを得ない理由がある場合については，介護支援専門員（主任

介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管理者とすることができる。

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，次に

掲げる場合は，この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従

事する場合

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防支援

事業所の管理に支障がない場合に限る。）

第６条第２項中「開始に際し，あらかじめ，」の次に「利用者又はその家族に対し，」

を加え、同条第３項中「指定介護予防支援事業」を「指定介護予防支援事業者」に改

め、「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者

の場合にあっては，介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。）」を加え、

同条第４項中「第６項」を「第７項」に改める。

第11条中「又は利用者若しくは」を「及び利用者又は」に改める。

第12条に次の２項を加える。

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は，前項の利用料のほか，

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護

予防支援を行う場合には，それに要した交通費の支払を利用者から受けることがで

きる。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は，前項に規定する費用

の額に係るサービスの提供に当たっては，あらかじめ､利用者又はその家族に対し，

当該サービスの内容及び費用について説明を行い，利用者の同意を得なければなら

ない。

第13条中「指定介護予防支援について」の次に「前条第１項の」を加える。
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第14条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指

定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中「（平成11年厚生省令第36号）」を削

り、同条第４号中「規定」の次に「（第32条第28号の規定を除く）」を加える。

第15条第１項中「市町村」を「町」に、「第54条の２項９号」を「第54条の２第９

項」に、「（同項に規定する指定介護予防サービスをいう。第26条第５項において同

じ。」を「（同条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう。第27条第５項にお

いて同じ。」に、「第26条第５号」を「第27条第５項」に改め、同条第２項中「市町

村」を「町」に改める。

第20条第４項中「相当職員」を「担当職員」に改める。

第20条の２第１項中「必要措置」を「必要な措置」に改める。

第22条の２第１号中「その他」を「その他の」に改める。

第23条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」

を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定介護予防支援事業者は，原則として，重要事項をウエブサイトに掲載しなけ

ればならない。

第27条第３項中「市が行う」を「町が行う」に、「市町村」を「町」に改め、同条

第４項中「市町村」を「町」に、「市に」を「町に」に改め、同条第５項中「法第53

条第１項に規定する」及び「法第54条の２第１項に規定する」を削る。

第28条第１項中「市町村」を「町」に改める。

第28条の２第２号及び第３号中「指定介護予防支援事業」を「指定介護予防支援事

業所」に改める。

第30条第２項第２号エ中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規

定する市」を「の規定による町」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に

次の１号を加える。

(3) 第32条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（第32条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」という。）の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第32条第２号の次に次の２号を加える。

(2)の2 指定介護予防支援の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行って

はならない。

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者

の 心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第32条第11号の２中「介護予防訪問看護計画」を「介護予防訪問看護計画書」に、

「男」を「の」に改め、同条第15号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並び

に利用者の状況に著しい変化があったときは，利用者の居宅を訪問し」を削除し、同

号イ中「月」の次に「（ただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に

面接する月を除く。）」を加え、「という」を「をいう」に改め、同号に次のように

加える。

エ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。た

だし，次のいずれにも該当する場合であって，サービスの提供を開始する月の

翌月から起算し３月ごとの期間（以下この号において単に「期間」という。）
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について，少なくとも連続する２期間に１回，利用者の居宅を訪問し，面接す

るときは，利用者の居宅を訪問しない期間において，テレビ電話装置等を活用

して，利用者に面接することができる。

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて，文書により利用

者の同意を得ていること。

(イ) サービス担当者会議等において，次に掲げる事項について主治の医師，

担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通を行うことができること。

ｃ 担当職員が，テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できな

い情報について，担当者から提供を受けること。

オ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があった

ときは，利用者の居宅を訪問し，利用者に面接すること。

第32条に次の１号を加える。

(28) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は，法第115条の30

の２第１項の規定により市町村長から情報の提供を求められた場合には，その求

めに応じなければならない。

第35条第１項中「第34条」を「前条」に、「第32条」を「前条」に改め、同条第２

項中「想定されている」を「想定される」に改める。

（城里町指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例）

第３条 城里町指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成25年条例第6号）の一部を次のように改正する。

目次中「共生型地域密着型通所介護」を「共生型地域密着型サービス」に改める。

第１条中「第78条の２の２第２項の規定による共生型居宅サービスの事業及び第78

条の４第３項」を「第78条の２第１項及び第４項第１号の規定に基づき指定地域密着

型サービス事業者の指定に関し必要な事項を定めるとともに，法第78条の２の２第１

項各号並びに第78条の４第１項及び第２項」に，「基づき，」を「基づき」に改める。

第２条の見出しを「（定義）」に改め，同条第１項第６号中「共生型地域密着サー

ビス」を「共生型地域密着型サービス」に改め，同項第７号を削り、同条第２項中「で

指定する」を「の」に、「について，法第78条の２第４項第１号に規定する条例で定

める者は，法人又は病床を有する診療所を開設している者（複合サービス（看護小規

模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定の申請に限る。）とする。」を「に関し，

法第78条の２第１項の規定により条例で定める定員は，29人以下とする。」に改め、

同条に次の１項を加える。

３ 法第42条の２第１項本文の指定密着型サービス事業者の指定に関し，法第78条の

２第４項第１号の規定により条例で定める者は，法人又は病床を有する診療所を開

設している者（複合型サービス（介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。

以下「施行規則」という。）第17条の12に規定する小規模多機能型居宅介護に限る。）

に係る指定の申請に限る。）とする。

第５条第１号中「介護保険法」及び「（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」

という。）」を削る。

第６条第２項ただし書中「又は指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運

営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」とい
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う。）第５条第２項のサービス提供責任者」を削り、同条第５項中「併設されている」

を「ある」に改め、同項第１号中「第６条第４項第１号」を「第47条第４項第１号」

に改め、同項第２号中「第６条第４項第２号」を「第47条第４項第２号」に改め、同

項第３号中「第６条第４項第３号」を、「第47条第４項第３号」に改め、同項第４号

中「第６条第４項第４号」を「第47条第４項第４号」に改め、同項第５号中「第６条

第４項第５号」を「第47条第４項第５号」に、「第65条」を「第65条第１項」に、「第

82条第６項第１号」を「第82条第６項」に改め、同項第６号中「第６条第４項第６号」

を「第47条第４項第６号」に改め、「第２号」を削り、同項第７号中「第６条第４項

第７号」を「第47条第４項第７号」に改め、「第３号」を削り、同項第８号中「第６

条第４項第８号」を「第47条第４項第８号」に改め、同項第11号を削り、同項第12号

を第11号とする。同条第６項ただし書中「当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所」を「当該指定定期巡回・随時対応型訪問看護事業所」に改め、同条第12項中「の

規定に相当する法第74条第１項及び第２項の規定に基づく茨城県の条例（以下「県基

準条例」という。）の規定」を削る。

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第14条中「（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚

生省令第38号）第13条第９号」を「（城里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準等を定める条例（平成30年城里町条例第22号。以下「指定居宅介護支

援等基準条例」という。）第14条第９号」に改める。

第16条中「介護保険法」を削る。

第23条第２項中「行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」

に改める。

第24条中第９号を第11号とし、第８号を第10号とし、第７号の次に次の２号を加え

る。

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身

体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）

を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第32条第２項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」を「，指定夜間対

応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に，「定期巡回サービス，随時対応

サービス又は随時訪問サービス」を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改め

る。

第34条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に改め、同条

に次の１項を加える。

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，原則として，重要事項をウエ

ブサイトに掲載しなければならない。

第39条第１項ただし書中「「利用者」」を「「利用者等」」に改める。

第40条第２項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」を「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」に改める。

第42条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改める。
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第47条第１項第１号及び第３号中「専ら」を削り、同条第３項ただし書中「当該夜

間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改め、同条第

５項中「提供の」を「提供に」に改め、同項ただし書及び同条第６項中「当該夜間対

応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改める。

第48条ただし書中「同一敷地内の」を削る。

第51条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号

の次に次の２号を加える。

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行

ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第58条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規

定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定

する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。

(3) 第51第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第59条の３第３項中「第２項」を「前項」に改め、同条第８項中「市町村」を「町」

に改める。

第59条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第59条の５第４項中「第１項の」を「第１項に掲げる」に改め、同条第５項中「第

20第１項第３号」を「第59条の３第１項第３号」に改める。

第59条の９第４号中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着型通所介護従

業者」に改め、同条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の

２号を加える。

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を

行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第59条の10第５項中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着型通所介護従

業者」に改める。

第59条の16第２項各号中「又は」を「及び」に改める。

第59条の18第１項中「市町村」を「町」に改める。

第59条の19第２項各号列記以外の部分中「その」を「，その」に改め、同項第６号

中「第34条第２項」を「第59条の17第２項」に改め、同号を同項第７号とし、同項第

５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４

号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号

中「に規定する市町村」を「の規定による町」に改め、同号を同項第４号とし、同項

第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第59条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
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第３章の２中「第５節 共生型地域密着型通所介護に関する基準」を「第５節 共

生型地域密着型サービスに関する基準」に改める。

第59条の20の２の見出し中「共生型地域密着型通所介護」を「共生型地域密着型サ

ービス」に改め、同条中「重症心身障害者」を「重症心身障害児」に改め、同条第１

号中「指定放課後デイサービス」を「指定放課後等デイサービス」に改める。

第59条の20の３中「及び第59条の２」を「，第59条の２」に、「，第59条の５第４

項並びに第４節」を「及び第59条の５第４項並びに前節」に、「運営規定」を「運営

規程」に、「運営規定（第59条の12に規定する運営規定」を「運営規程（第59条の12

に規程する重要事項に関する規程」に、「「指定地域密着型通所介護従業者」」を「「地

域密着型通所介護従業者」」に、「第59条の17第４項中「第59条の５指定地域密着型

通所介護」とあるのは「第59条の５第４項の指定地域密着型通所介護」と，第59条の

19第２項中「次条」とあるのは「第59条の20の３」と，同項第５号中「前条第２項」

とあるのは「前条第２項」と，同項第６号中「第59条の17第２項」とあるのは「第59

条の17第２項」」を「第59条の19第２項第２号中「次条において準用する第20条第２

項」とあるのは「第20条第２項」と，同項第３号中「次条において準用する第28条」

とあるのは「第28条」と同項第４号中「次条において準用する第38条第２項」とある

のは「第38条第２項」」に改める。

第59条の21中「第40条の９」を「第59条の31」に改める。

第59条の24第１項中「指定療養通所介護事業（新設）所」を「指定療養通所介護事

業所」に改め、同項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第59条の26第４項中「当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った」を削る。

第59条の27第２項中「第３条の７第２項」を「第９条第２項」に改める。

第59条の30中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第

２号の次に次の２号を加える。

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行っては

ならない。

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第59条の32第３項中「第40条の13第１項」を「第59条の35第１項」に改める。

第59条の33第５項中「定療養通所介護事業所の管理者」を「指定療養通所介護事業

所」に改める。

第59条の34中「（以下この節において「運営規程」という。）」を削る。

第59条の37第２項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に

規定する市町村」を「の規定による町」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号

の次に次の１号を加える。

(4) 第40条の８第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第62条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第63条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第３項の次に次の１項を加える。

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第１項

に掲げる設備を利用し，夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護
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以外のサービスを提供する場合に限る。）には，当該サービスの内容を当該サービ

スの提供の開始前に町長に届け出るものとする。

第65条第１項中「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉」を「ユニット型指定密

着型介護老人福祉施設」に、「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉」を「ユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設」に、「共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護」を「共用型指定認知症対応型通所介護」に、「12以下」を「12人以下」に改め、

同条第２項中「介護保険施設をいう。以下同じ。）若しくは」の次に「健康保険法等

の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第26条の規定による改正前の法第48条

第１項第３号に規定する」を加える。

第66条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第69条第２項中「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」を「共用型指定認知症

対応型通所介護事業者」に改める。

第70条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を

行ってはならない。

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第71条第１項中「及び次条」を削る。

第79条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号を同

項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項

第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

(3) 第51条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第80条中「「第63第４項」」を「「第63条第４項」」に改める。

第82条第６項を次のように改める。

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各項に定める人員に関する基準を満たす

小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，同表の中欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いているときは，同表の右欄に掲げる当該小規模多機

能型居宅介護従業者は，同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

(1) 当該指定小規

模多機能型居宅介

護事業所に中欄に

掲げる施設等のい

ずれかが併設され

ている場合

指定認知症対応型共同生活介護事業所，指定

地域密着型特定施設，指定地域密着型介護老

人福祉施設，指定介護老人福祉施設，介護老

人保健施設，指定介護療養型医療施設（医療

法（昭和23年法律第205号）第7条第2項第4号

に規定する療養病床を有する診療所であるも

のに限る。）又は介護医療院

介護職員

(2) 当該指定小規

模多機能型居宅介

護事業所の同一敷

地内に中欄に掲げ

る施設等のいずれ

かがある場合

(1)の項中欄に掲げる施設等，指定居宅サービ

スの事業を行う事業所，指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所，指定地域密着型

通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介

護事業所

看 護師 又

は 准看 護

師
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第82条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者」に，「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」に，「以下この章において同じ」を「以下同じ」に改め，同条第８項中「複

合型 サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め，同条第10

項ただし書中「第６項各号」を「第６項の表(1)の項中欄」に改める。

第83条第１項ただし書中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条

第６項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が，指

定夜間対応型訪問介護事業者，指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を

併せて受け，一体的な運営を行っている場合には，これらの事業に係る職務を含む。）

に従事することができるものとする。」を「他の事業，施設等の職務に従事すること

ができるものとする。」に改め、同条第３項中「第112条」の次に「，第192条第３項」

を加える。

第85条第１項中「25人」を「29人」に改め，同条第２項第１号中「15人」の次に「登

録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，登録定員に応

じて，次の表に定める利用定員，」を加え，同号に次の表を加える。

第91条第２項中「行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」

に改める。

第92条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加え

る。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならない。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，

その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。

第92条に次の１号を加える。

(10) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所における業務の効率化，介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資

する取組の促進を図るため，当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利

用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催しなければならない。

第93条第２項中「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成26年茨城県条例第56号）第16条各号」を「指定居宅介護支援等基準条例

第14条各号」に改める。

第101条第２項中「通いサービス」の次に「及び宿泊サービス」を加える。

登録定員 利用定員

26人又は27人 16人

28人 17人

29人 18人

- 11 -



第107条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改める。

第108条中「第59条の17第１項中「６月」とあるのは「２月」と，「地域密着型通

所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」と，」を「第59条の17第１項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と，「６月」

とあるのは「２月」と，」に改める。

第110条第１項ただし書中「すべて」を「全て」に改め、「ときは，」の次に「夜

間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき従業者

の員数は」を加え、同条第４項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」に改め、同条第７項ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第９項中「当該指定認知症対応

型共同生活介護事業所」の次に「以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であっ

て当該指定認知症対応型共同生活介護事業所」を加え、同条第11項中「第９項」を「第

10項」に改め、同条に次の１項を加える。

12 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第130条第１項第２号アの規

定の適用については，当該規定中「１」とあるのは，「0.9」とする。

(1) 第149条において準用する第92条第10号に規定する委員会において，利用者の

安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関

する次に掲げる事項について必要な検討を行い，及び当該事項の実施を定期的に

確認していること。

ア 利用者の安全及びケアの質の確保

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

ウ 緊急時の体制整備

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において「介

護機器」という。）の定期的な点検

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修

(2) 介護機器を複数種類活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、

地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組

による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められ

ること。

第111条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規

模多機能型居宅介護事業所若しくは指定複合型サービス事業所」を削る。

第121条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サービス」

に改め、同条ただし書中「これらの事業所，施設等が同一敷地内にあること等により」

を削る。

第125条に次の５項を加える。

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，前項の規定に基づき協力医療機関を定

めるに当たっては，次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなけ

ればならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において，医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を，常時確保していること。
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(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合に

おいて，診療を行う体制を，常時確保していること。

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，１年に１回以上，協力医療機関との間

で，利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名

称等を，当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に

届け出なければならない。

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成10 年法律第114号）第６条第17項に規定する第２種協定

指定医療機関（以下「第２種協定指定医療機関」という。）との間で，新興感染症

（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８項に規定する指定

感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応

を取り決めるように努めなければならない。

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，協力医療機関が第２種協定指定医療機

関である場合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならない。

８ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者が協力医療機関その他の医療機

関に入院した後に，当該利用者の病状が軽快し，退院が可能となった場合において

は，再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることがで

きるように努めなければならない。

第126条の見出し中「居宅介護支援事業者」を「支援居宅介護支援事業者」に改め

る。

第127条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改める。

第128条中「第101条」を「第102条」に改める。

第130条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条第９項及び第10項中「指

定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。

第131条ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所」に改める。

第138条第６項中「指定地域密着型特定入所者生活介護事業者」を「指定地域密着

型特定施設入居者生活介護事業者」に改め、同項第１号及び第３号中「介護従業者」

を「介護職員」に改める。

第147条に次の５項を加える。

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前項の規定に基づき協力医療

機関を定めるに当たっては，次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を，常時確保していること。

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，１年に１回以上，協力医療機

関との間で，利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療

機関の名称等を，当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を

行った市町村長に届け出なければならない。

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，第二種協定指定医療機関との

間で，新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
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６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，協力医療機関が第二種協定指

定医療機関である場合においては，当該第二種協定指定医療機関との間で，新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

７ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者が協力医療機関その他

の医療機関に入院した後に，当該利用者の病状が軽快し，退院が可能となった場合

においては，再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができる

ように努めなければならない。

第148条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改める。

第149条中「及び第99条」を「，第92条第10号及び第99条」に、「第59の17第１項」

を「第59条の17第１項」に改める。

第150条第１項中「法第８条第21項」を「法第８条22項」に改める。

第151条第４項中「第８条第１項」を「第８項第１号」に改め、同条第８項第１号

中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加え、

同条第12項中「指定介護予防サービス等基準」を「指定介護予防サービス等の事業の

人員､設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）」に改め、同条第13項中「事

業所の生活相談員，栄養士若しくは管理栄養士」を「事業所の生活相談員，栄養士」

に改め、同条第15項及び第16項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所」に改め、同条に次の１項を加える。

17 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は，サテライト型居住

施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって，当該サテライト

型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては，指定地域密着型

介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合

計数を基礎として算出しなければならない。この場合において，介護支援専門員の

数は，同号の規定にかかわらず，１以上（入所者の数が100又はその端数を増すご

とに１を標準とする。）とする。

第152条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和23年法律第205号）」を、「指定

介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。

第157条第６項第１号及び第３号中「介護従業者」を「介護職員」に改める。

第165条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て，当該医師及び当

該協力医療機関」を加える。

第166条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第167条第５号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改め

る。

第172条第１項中「入院治療を必要とする入所者のために，あらかじめ，協力病院

を定めておかなければならない。」を「入所者の病状の急変等に備えるため，あらか

じめ，次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療

機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。」に改め、同項に

次の各号を加える。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合におい

て診療を行う体制を，常時確保していること。
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(3) 入所者の病状が急変した場合等において，当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い，入院を要す

ると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

第172条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，１年に１回以上，協力医療機関との間で，

入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療機関の名称等

を，当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った市町村長に届け出な

ければならない。

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，第２種協定指定医療機関との間で，新興感

染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，協力医療機関が第２種協定指定医療機関で

ある場合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に，当該入所者の病状が軽快し，退院が可能となった場合においては，

再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるよ

うに努めなければならない。

第176条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同項７号中「第34条第２項」を「第59条の17第２項」に改める。

第177条中「第40の２第１号」を「第40条の２第１号」に改める。

第180条第１項第３号中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介

護老人福祉施設」を加える。

第182条第８項第１号及び第３号中「介護従業者」を「介護職員」に改める。

第187条に次の１項を加える。

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は，ユニット型施設の管理

等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

第189条中「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」を「地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護」に改める。

第191条第１項中「指定地域密着型介護予防サービス基準」を「指定地域密着型介

護予防サービス基準条例」に、「サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の登録」を「サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者」に改

め、同条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とし、同条第13項中「に規定」を「の

規定」に改め、同条第14項中「第60条第１項第１号イの規定に相当する県基準条例の

規定に規定」を「第60条第１項第１号イに規定」に、「相当する県基準条例の規定に

より同条第１項第１号イ及び第２号の規定に相当する県基準条例の規定」を「より同

条第１項第１号イ及び第２号」に改める。

第192条第１項ただし書中「同一敷地内にある他の事業所，施設等若しくは当該指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等の

職務に従事することができるものとする。」を「他の事業所，施設等の職務に従事す

ることができるものとする。」に改め、同条第３項中「前項」を「第１項」に改める。

第193条中「指定地域密着型サービスの人員，設備及び運営に関する基準（平成18

年厚生労働省令第34号）の」を削る。

第194条第２項第２号中「サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」

を「サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。
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第197条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において，又はサ

ービスの拠点に通わせ，若しくは短期間宿泊させ，日常生活上の世話及び機能訓練並

びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同条中第11号を第12号とし、第

７号から第10号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るた

め，次に掲げる措置を講じなければならない。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，

その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

第200条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」

に改める。

第201条第２項中「５年」を「２年」に改め、同項第３号及び第６号から第９号ま

での規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。

第202条中「定期巡回・随時対応型訪問看護従業者」を「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」に改める。

第203条第１項中「これに」を「これらの」に、「想定されている」を「想定され

る」に、「第202条」を「前条」に改め、「含む。）」の次に「，第115条第１項，第

136条第１項及び第155条第１項（第189条において準用する場合を含む。）」を加え

る。

（城里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例）

第４条 城里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例（平成25年条例第5号）の一部を次のように改正する。

第１条中「という。）」の次に「第115条の12第２項第１号の規定に基づき指定地

域密着型介護予防サービス事業者の指定に関し必要な事項を定めるとともに，法」を

加え，「基づき，」を「基づき」に改める。

第２条の見出しを「定義等」を「定義」に改め、同条第１項第１号中「第８条の２

第14項」を「第８条の２第12項」に改め、同条第２項を削り、同条の次に次の１条を

加える。

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定）

第２条の２ 法第54条の２第１項本文の指定地域密着型介護予防サービス事業者の

指定に関し，法第115条の12第２項第１号の規定により条例で定める者は，法人と

する。

第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第７条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第３項の次に次の１項を加える。

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

が第１項に掲げる設備を利用し，夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には，当該サービスの

内容を当該サービスの提供の開始前に町長に届け出るものとする。
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第８条第１項中「第44条第６項第２号」を「第44条第６項」に、「第44条第６項第

３号」を「第44条第６項」に改める。

第９条第１項中「指定地域密着型サービス基準」を「指定地域密着型サービス基準

条例」に、「入所者」を「入居者」に、「当り」を「当たり」に改め、同条第２項中

「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83

号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第

26条の規定による改正前の法第48条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施

設をいう。第44条第６項第４号において同じ。）」を「健康保険法等の一部を改正す

る法律（平成18年法律第83号）第26条の規定による改正前の法第48条第１項第３号に

規定する指定介護療養型医療施設」に改める。

第10条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第16条中「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37

号）第30条第９号」を「城里町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並び

に指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成27年城里町条例第

16号、以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第32条第９号」に改める。

第31条第２項第１号中「その他」を「その他の」に改め、同項第３号中「感染症」

の次に「の予防」を加える。

第32条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」とい

う。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」

を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，原則として，重要事項をウエブサ

イトに掲載しなければならない

第37条に次の１項を加える。

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，第７条第４項の単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場

合は，第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

第39条中第１項及び第２項を削り，第３項を第１項とし，同項の次に次の２項を加

える。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，前項の報告，評価，要望，助言等

についての記録を作成するとともに，当該記録を公表しなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当たっては，地

域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ら

なければならない。

第39条に次の１項を加える。

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認

知症対応型通所介護を提供する場合には，当該建物に居住する利用者以外の者に対

しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならな

い。

第40条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規

定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定
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する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。

(3) 第42条第11号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間，その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

第40条第２項に次の１号を加える。

(7) 前条第２項の規定による報告，評価，要望，助言等の記録

第42条第３号中「当該計画」を「当該介護予防サービス計画」に改め、同条第14号

中「第12号」を「第14号」に改め、同号を同条第16号とし、同条中第10号から第13号

までを２号ずつ繰り下げ、第９号の次に次の２号を加える。

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては，当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的

拘束等を行ってはならない。

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第44条第６項を次のように改める。

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各項に定める人員に関する基準を満たす

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，同表の中欄に掲げる施設等の

人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは，同表の右欄に掲げる当該介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者は，同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事

することができる。

第44条第10項中「第８条の２第18項」を「第８条の２第16項」に改め，同項ただし

書中「第６項各号」を「第６項の表(1)の項中欄」に改める。

第45条第１項ただし書中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する前条第６項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項に規定す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。）の職務（当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者（同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。）が，

指定夜間対応型訪問介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第47条第１項に規

定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。），指定訪問介護事業者（指定居宅サ

(1) 当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介

護事業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが

併設されている場合

指定認知症対応型共同生活介護事業所，

指定地域密着型特定施設，指定地域密着

型介護老人福祉施設，指定介護老人福祉

施設，介護老人保健施設，指定介護療養

型医療施設（医療法（昭和23年法律第205

号）第7条第2項第4号に規定する療養病

床を有する診療所であるものに限る。）

又は介護医療院

介護職員

(2) 当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介

護事業所の同一敷地内

に中欄に掲げる施設等

のいずれかがある場合

(1)の項中欄に掲げる施設等，指定居宅

サービスの事業を行う事業所，指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所，

指定地域密着型通所介護事業所又は指

定認知症対応型通所介護事業所

看護師又は

准看護師
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ービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下

「指定居宅サービス等基準」という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者

をいう。）又は指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第60条第１項に規定す

る指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，一体的な運営を行

っている場合には，これらの事業に係る職務を含む。）に従事することができるもの

とする。」を「他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。」に

改め、同条第２項中「第192条第１項本文」を「第192条第１項」に改め、同条第３項

中「指定複合型サービス事業所」の次に「（指定地域密着型サービス基準条例第193

条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を加え、「（介

護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36条。以下「施行規則」という。）第22条の

23第１項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）」を削る。

第47条第１項中「25人」を「29人」に改め，同条第２項第１号中「15人（」の次に

「登録定員が25人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，

登録定員に応じて，次の表に定める利用定員。」を加え，同号に次の表を加える。

第53条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図るた

め，次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに，

その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。

第62条を削る。

第63条中「第44条第６項各号」を「第44条第６項」に改め、同条を第62条とする。

第64条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同項第８号中「第62条第２項に規定する」を「次条において準用する第39条第

１項の規定による」に改め、同条を第63条とする。

第65条中「第28条及び」を「第28条，第28条の２及び」に、「第39条第３項」を「第

39条第１項」に改め、同条を第64条とする

第66条第２項中「行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」

に改め、第３章第５節中同条を第65条とする。

第67条第２号中「城里町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指

定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成27年城里町条例第16

号）」を「指定介護予防支援等基準条例」に、「同条例」を「指定介護予防支援等基

準条例」に改め、同条を第66条とする。

第68条に次の１項を加える。

登録定員 利用定員

26人又は27人 16人

28人 17人

29人 18人
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４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所における業務の効率化，介護サービスの質の向上その他の生産性

の向上に資する取組の促進を図るため，当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）を定期的に開催しなければならない。

第68条を第67条とし、第69条を第68条とする。

第４章第１節中第70条を第69条とする。

第71条第９項中「当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護の」を「当該指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して当該指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の」に改め、同条第11項中「第９項」を「第10項」に改め、第４章第２節

中同条を第70条とする。

第72条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模

多機能型居宅介護事業所」を削り、同条を第71条とする。

第73条を第72条とする。

第４章第３節中第74条を第73条とする。

第４章第４節中第75条を第74条とし、第76条を第75条とし、第77条を第76条とする。

第78条第３項第１号中「施策」を「対策」に改め、同項第３号中「授業者」を「従

業者」に改め、同条を第77条とする。

第79条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サービス」

に改め、同条ただし書中「これらの事業所，施設等が同一敷地内にあること等により」

を削り、同条を第78条とする。

第80条を第79条とし、第81条を第80条とし、第82条を第81条とする。

第83条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加え

る。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，前項の規定に基づき協力医療

機関を定めるに当たっては，次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う

体制を，常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を，常時確保していること。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，１年に１回以上，協力医療機

関との間で，利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに，協力医療

機関の名称等を，当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を

行った市町村長に届け出なければならない。

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第１項に規定する第

２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との

間で，新興感染症（同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症，同条第８

項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において

同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，協力医療機関が第２種協定指

定医療機関である場合においては，当該第２種協定指定医療機関との間で，新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
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６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者が協力医療機関その他

の医療機関に入院した後に，当該利用者の病状が軽快し，退院が可能となった場合

においては，再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入

所させることができるように務めなければならない。

第83条を第82条とし、第84条を第83条とする。

第85条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同項第７号中「第62条第２項」を「第39条第２項」に改め、同条を第84条とす

る。

第86条中「第39条（第37条第４項及び第39条第５項を除く。）まで，」を「第39条

まで，（第37条第４項及び第39条第５項を除く。）」に改め、「規程」と，」の次に

「同項，第28条の２第２項，第31条第２項第１号及び第３号，第32条第１項並びに第

37条の２第１号及び第３号中」を加え、「第39条第３項」を「第39条第１項」に、「「介

護従業者」と，」を「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」

と，」に改め、同条を第85条とする。

第87条第２項第２号中「第39条第３項」を「第39条第１項」に改め、第４章第５節

中同条を第86条とする。

第88条を第87条とし、第89条を第88条とし、第90条を第89条とする。

第91条第１項中「その他有体物」を「その他の有体物」に改め、第５章中同条を第

90条とする。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議案第　９号 説明資料

城里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 新旧対照表（第１条関係）

改 正 後 現 行

第１条 （略） 第１条 （略）

（基本方針） （基本方針）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定居宅介護支援事業者（法第46条第１項に規定する指定居宅介護

支援事業者をいう。以下同じ。）は，指定居宅介護支援の提供に当た

っては，利用者の意思及び人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，

利用者に提供される指定居宅サービス等（法第８条第24項に規定する

指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の指

定居宅サービス事業者（法第41条第１項に規定する指定居宅サービス

事業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏ることのないよう，公正中

立に行われなければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者（法第46条第１項に規定する指定居宅介護

支援事業者をいう。以下同じ。）は，指定居宅介護支援の提供に当た

っては，利用者の意思及び人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，

利用者に提供される指定居宅サービス等（法第８条第24項に規定する

指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の指

定居宅サービス事業者（法41条第１項に規定する指定居宅サービス事

業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏ることのないよう，公正中立

に行われなければならない。

４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営に当たっては，市町村，法

第115条の46第１項に規定する地域包括支援センター（以下「地域包括

支援センター」という。），老人福祉法（昭和38年法律第133号）第2

0条の７の２に規定する老人介護支援センター，他の指定居宅介護支援

事業者，指定介護予防支援事業者（法第58条第１項に規定する指定介

護予防支援事業者をいう。以下同じ。），介護保険施設，障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第1

23号）第51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等

との連携に努めなければならない。

４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営に当たっては，市町村，法

第115条の46第１項に規定する地域包括支援センター，老人福祉法（昭

和38年法律第133号）第20条の７の２に規定する老人介護支援センタ

ー，他の指定居宅介護支援事業者，指定介護予防支援事業者（法第58

条第１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。），

介護保険施設，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号に規定する

指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

５・６ （略） ５・６ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 前項に規定する員数の基準は，利用者の数（当該指定居宅介護支援

事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け,又は法第115条

の23第３項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介

護予防支援事業者から委託を受けて,当該指定居宅介護支援事業所に

２ 前項に規定する員数の基準は，利用者の数が35又はその端数を増す

ごとに１とする。

-
 
1
 
-



おいて指定介護予防支援（法第58条第１項に規定する指定介護予防支

援をいう。以下この項及び第13条第26号において同じ。）を行う場合

にあっては,当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当

該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた

数を加えた数。次項において同じ。）が44又はその端数を増すごとに

１とする。

３ 前項の規定にかかわらず,指定居宅介護支援事業所が,公益社団法人

国民健康保険中央会（昭和34年１月１日に社団法人国民健康保険中央

会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定

居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子

計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処

理システムを利用し,かつ,事務職員を配置している場合における第１

項に規定する員数の基準は,利用者の数が49又はその端数を増すごと

に１とする。

（追加）

（管理者） （管理者）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項に規定する管理者は，専らその職務に従事する者でなければ

ならない。ただし，次に掲げる場合は，この限りでない。

３ 第１項に規定する管理者は，専らその職務に従事する者でなければ

ならない。ただし，次に掲げる場合は，この限りでない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居

宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（そ

の管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限

る。）

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，

あらかじめ，利用者又はその家族に対し,居宅サービス計画が第２条に

規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり，

利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること

ができること等につき説明を行い，理解を得なければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，

あらかじめ，居宅サービス計画が第２条に規定する基本方針及び利用

者の希望に基づき作成されるものであり，利用者は複数の指定居宅サ

ービス事業者等を紹介するよう求めることができること，前６月間に

当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の

-
 
2
 
-



総数のうちに訪問介護，通所介護，福祉用具貸与及び地域密着型通所

介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置

付けられた居宅サービス計画の数が占める割合，前６月間に当該指定

居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付け

られた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者

又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める

割合等につき説明を行い，理解を得なければならない。

３ 指定居宅介護支援事業者は,指定居宅介護支援の提供の開始に際し,

あらかじめ,利用者又はその家族に対し,前６月間に当該指定居宅介護

支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問

介護,通所介護,福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項に

おいて「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置づけられた居宅サー

ビス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業

所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等

ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着

型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を

行い,理解を得るよう努めなければならない。

（追加）

４ （略） ３ （略）

５ 指定居宅介護支援事業者は，利用申込者又はその家族からの申出が

あった場合には，第１項の規定による文書の交付に代えて，第８項で

定めるところにより，当該利用申込者又はその家族の承諾を得て，当

該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。

この場合において，当該指定居宅介護支援事業者は，当該文書を交付

したものとみなす。

４ 指定居宅介護支援事業者は，利用申込者又はその家族からの申出が

あった場合には，第１項の規定による文書の交付に代えて，第７項で

定めるところにより，当該利用申込者又はその家族の承諾を得て，当

該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。

この場合において，当該指定居宅介護支援事業者は，当該文書を交付

したものとみなす。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

６ （略） ５ （略）

７ 第５項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定居宅介護支援事業

者の使用に係る電子計算機と，利用申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定居宅介護支援事業

者の使用に係る電子計算機と，利用申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
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８ 指定居宅介護支援事業者は，第５項の規定により第１項に規定する

重要事項を提供しようとするときは，あらかじめ，当該利用申込者又

はその家族に対し，その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容

を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

７ 指定居宅介護支援事業者は，第４項の規定により第１項に規定する

重要事項を提供しようとするときは，あらかじめ，当該利用申込者又

はその家族に対し，その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容

を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第５項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使

用するもの

(1) 第４項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使

用するもの

(2) （略） (2) （略）

９ （略） ８ （略）

第６条～第13条 （略） 第６条～第13条 （略）

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） （指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

第14条 指定居宅介護支援の方針は，第２条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものと

する。

第14条 指定居宅介護支援の方針は，第２条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものと

する。

(1) （略） (1) （略）

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨

とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，

理解しやすいように説明を行う。

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨

とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，

理解しやすいように説明を行う。

(2)の2 指定居宅介護支援の提供に当たっては,当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体

的拘束等」という。）を行ってはならない。

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。

（追加）

(3)～(13) （略） (3)～(13) （略）

(14) 介護支援専門員は，指定居宅サービス事業者等から利用者に係

る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは，利用者の服

薬状況，口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報
くう

のうち必要と認めるものを，利用者の同意を得て主治の医師等又は

薬剤師に提供するものとする。

(14) 介護支援専門員は，指定居宅サービス事業者等から利用者に係

る情報を受けたときその他必要と認めるときは，利用者の服薬状況，

口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必
くう

要と認めるものを，利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医

師又は薬剤師に提供するものとする。
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(15) 介護支援専門員は，前号に規定する実施状況の把握（以下「モ

ニタリング」という。）に当たっては，利用者及びその家族，指定

居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし，特段の事

情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。

(15) 介護支援専門員は，前号に規定する実施状況の把握（以下「モ

ニタリング」という。）に当たっては，利用者及びその家族，指定

居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし，特段の事

情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。

ア 少なくとも１月に１回,利用者に面接すること。 ア 少なくとも１月に１回,利用者の居宅を訪問し，利用者に面接す

ること。

イ 少なくとも１月に１回，モニタリングの結果を記録すること。 イ 少なくとも１月に１回，モニタリングの結果を記録すること。

ウ アの規定による面接は,利用者の居宅を訪問することによって

行うこと。ただし,次のいずれにも該当する場合であって,少なく

とも２月に１回,利用者の居宅を訪問し,利用者に面接するとき

は,利用者の居宅を訪問しない月においては,テレビ電話装置等を

活用して,利用者に面接することができるものとする。

（追加）

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて,文書

により利用者の同意を得ていること。

（追加）

(イ) サービス担当者会議等において,次に掲げる事項について主

治の意思,担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うこと

ができること。

ｃ 介護支援専門員が,テレビ電話装置等を活用したモニタリ

ングでは把握できない情報について,担当者から提供を受

けること。

（追加）

(16)～(20) （略） (16)～(20) （略）

(20)の2 介護支援専門員は，その勤務する指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サー

ビス等に係る居宅介護サービス費，特例居宅介護サービス費，地域

密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費（以下こ

の号において「サービス費」という。）の総額が法第43条第２項に

規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及

び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める

割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって，かつ，

(20)の2 介護支援専門員は，その勤務する指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サー

ビス等に係る居宅介護サービス費，特例居宅介護サービス費，地域

密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費（以下こ

の号において「サービス費」という。）の総額が法第43条第２項に

規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及

び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める

割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって，かつ，
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市町村からの求めがあった場合には，当該指定居宅介護支援事業所

の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し，当該居宅サービス計

画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに，当該居宅サービ

ス計画を市町村に届け出なければならない。

市町村からの求めがあった場合には，当該指定居宅介護支援事業所

の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し，当該居宅サービス計

画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに，当該居宅サービ

ス計画を市町村に届出なければならない。

(21)～(28) （略） (21)～(28) （略）

(29) 指定居宅介護支援事業者は，法第115条の23第３項の規定に基づ

き，地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては，その業

務量等を勘案し，当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護

支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。

(29) 指定居宅介護支援事業者は，法第115条の23第３項の規定に基づ

き，指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を

受けるに当たっては，その業務量等を勘案し，当該指定居宅介護支

援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配

慮しなければならない。

(30) （略） (30) （略）

第15条～第20条の２ （略） 第15条～第20条の２ （略）

（設備及び備品等） （設備及び備品等）

第21条 指定居宅介護支援事業者は，事業を行うために必要な広さの区

画を有するとともに，指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品

等を備えなければならない。

第21条 指定居宅介護支援事業者は，事業を行うために必要な広さの区

画を有するとともに，指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を

備えなければならない。

第22条・第22条の２ （略） 第22条・第22条の２ （略）

（掲示） （掲示）

第23条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所の見やす

い場所に，運営規程の概要，介護支援専門員の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この

条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。

第23条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所の見やす

い場所に，運営規程の概要，介護支援専門員の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しな

ければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は，重要事項を記載した書面を当該指定居

宅介護支援事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に

閲覧させることにより，前項の規定による掲示に代えることができる。

２ 指定居宅介護支援事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を

当該指定居宅介護支援事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより，同項の規定による掲示に代えるこ

とができる。

３ 指定居宅介護支援事業者は,原則として,重要事項をウエブサイトに

掲載しなければならない。

（追加）

第24条～第29条 （略） 第24条～第29条 （略）

（記録の整備） （記録の整備）
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第30条 （略） 第30条 （略）

２ 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，その完結の日から２年間

保存しなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間

保存しなければならない。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 第14条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間,そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

（追加）

(4) 第17条の規定による市町村への通知に係る記録 (3) 第17条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 第27条第２項の規定による苦情の内容等の記録 (4) 第27条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 第28条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(5) 第28条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録

（準用） （準用）

第31条 前３章（第27条第６項及び第７項を除く。）の規定は，基準該

当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において，第５条

第１項中「第19条」とあるのは「第31条において準用する第19条」と，

第11条第１項中「指定居宅介護支援（法第46条第４項の規定に基づき

居宅介護サービス計画費（法第46条第２項に規定する居宅介護サービ

ス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者に支払

われる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当居宅介護支

援」と，「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第47条第３

項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものと

する。

第31条 前３章（第27条第６項及び第７項を除く。）の規定は，基準該

当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において，第５条

第１項中「第19条」とあるのは「第31条において準用する第19条」と，

第11条第１項中「指定居宅介護支援（法第46条第４項の規定に基づき

居宅介護サービス計画費（法46条第２項に規定する居宅介護サービス

計画費をいう。以下同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者に支払わ

れる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当居宅介護支援」

と，「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第47条第３項に

規定する特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第32条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる

者は，作成，保存その他これらに類するもののうち，この条例の規定

において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本そ

の他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行う

ことが規定されている又は想定されるもの（第８条（前条において準

用する場合を含む。）及び第14条第27号（前条において準用する場合

を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については，書面に

第32条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる

者は，作成，保存その他これらに類するもののうち，この条例の規定

において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本そ

の他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行う

ことが規定されている又は想定されるもの（第８条（第31条において

準用する場合を含む。）及び第14条第27号（第31条において準用する

場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については，書
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代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ

り行うことができる。

面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。

２ （略） ２ （略）

（以下略） （以下略）
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城里町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 新旧対照表（第２条関係）

改 正 後 現 行

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供に当たっては，

利用者の意思及び人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，利用者

に提供される指定介護予防サービス等（法第８条の２第16項に規定す

る指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特

定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事

業者（以下「介護予防サービス事業者等」という。）に不当に偏する

ことのないよう，公正中立に行わなければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供に当たっては，

利用者の意思及び人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，利用者

に提供される指定介護予防サービス等（法第８条の２第18項に規定す

る指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特

定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事

業者（以下「介護予防サービス事業者等」という。）に不当に偏する

ことのないよう，公正中立に行わなければならない。

４～６ （略） ４～６ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第４条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

は，当該指定に係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の

提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知

識を有する職員（以下「担当職員」という。）を置かなければならな

い。

第４条 指定介護予防支援事業者は，当該指定に係る事業所（以下「指

定介護予防支援事業所」という。）ごとに１以上の員数の指定介護予

防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に

関する知識を有する職員（以下「担当職員」という。）を置かなけれ

ばならない。

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は,当該指

定に係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当た

る必要な数の介護支援専門員を置かなければならない。

（追加）

（管理者） （管理者）

第５条 指定介護予防支援事業者は，当該指定に係る事業所（以下「指

定介護予防支援事業所」という。）ごとに常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。

第５条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援事業所ごとに常

勤の管理者を置かなければならない。

２ 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前

項の規定により置く管理者は，専らその職務に従事する者でなければ

２ 前項に規定する管理者は，専らその職務に従事する者でなければな

らない。ただし，指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は，
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ならない。ただし，指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合

は，当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し，又は当該指定

介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事するこ

とができるものとする。

当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し，又は当該指定介護

予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することが

できるものとする。

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の

規定により置く管理者は,介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第3

6号）第140条の66第１号イ(3)に規定する主任介護支援支援専門員（以

下この項において「主任介護支援専門員」という。）でなければなら

ない。ただし,主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを

得ない理由がある場合については,介護支援専門員（主任介護支援専門

員を除く。）を第１項に規定する管理者とすることができる。

（追加）

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門

員の職務に従事する場合

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介

護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）

（追加）

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供の開始に際し，

あらかじめ，利用者又はその家族に対し,介護予防サービス計画が第３

条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであ

り，利用者は複数の指定介護予防サービス事業者（法第53条第１項に

規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介

するよう求めることができる。こと等につき説明を行い，理解を得な

ければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供の開始に際し，

あらかじめ，介護予防サービス計画が第３条に規定する基本方針及び

利用者の希望に基づき作成されるものであり，利用者は複数の指定介

護予防サービス事業者（法第53条第１項に規定する指定介護予防サー

ビス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介するよう求めることができ

る。こと等につき説明を行い，理解を得なければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援の提供の開始に際し，

あらかじめ，利用者又はその家族に対し，利用者について，病院又は

診療所に入院する必要が生じた場合には，担当職員（指定居宅介護支

援事業者である指定介護予防支援事業者の場合にあっては,介護支援

専門員。以下この章及び次章において同じ。）の氏名及び連絡先を当

３ 指定介護予防支援事業は，指定介護予防支援の提供の開始に際し，

あらかじめ，利用者又はその家族に対し，利用者について，病院又は

診療所に入院する必要が生じた場合には，担当職員の氏名及び連絡先

を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
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該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

４ 指定介護予防支援事業者は，利用申込者又はその家族から申出があ

った場合には，第１項の規定による文書の交付に代えて，第７項に定

めるところにより，当該利用申込者又はその家族の承諾を得て，当該

文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの（以下この条

において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において，当該指定介護予防支援事業者は，当該文書を交付し

たものとみなす。

４ 指定介護予防支援事業者は，利用申込者又はその家族から申出があ

った場合には，第１項の規定による文書の交付に代えて，第６項に定

めるところにより，当該利用申込者又はその家族の承諾を得て，当該

文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの（以下この条

において「電磁的方法」という。）により提供することができる。こ

の場合において，当該指定介護予防支援事業者は，当該文書を交付し

たものとみなす。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

５～８ （略） ５～８ （略）

第７条～第10条 （略） 第７条～第10条 （略）

（身分を証する書類の携行） （身分を証する書類の携行）

第11条 指定介護予防支援事業者は，当該指定介護予防支援事業所の担

当職員に身分を証する書類を携行させ，初回訪問時及び利用者又はそ

の家族から求められたときは，これを提示すべき旨を指導しなければ

ならない。

第11条 指定介護予防支援事業者は，当該指定介護予防支援事業所の担

当職員に身分を証する書類を携行させ，初回訪問時又は利用者若しく

はその家族から求められたときは，これを提示すべき旨を指導しなけ

ればならない。

（利用料等の受領） （利用料等の受領）

第12条 （略） 第12条 （略）

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は,前項の

利用料のほか,利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域

の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には,それに要した交

通費の支払を利用者から受けることができる。

（追加）

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は,前項に

規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ､利

用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明

を行い,利用者の同意を得なければならない。

（追加）

（保険給付の請求のための証明書の交付） （保険給付の請求のための証明書の交付）

第13条 指定介護予防支援事業者は，提供した指定介護予防支援につい

て前条第１項の利用料の支払を受けた場合には，当該利用料の額等を記

第13条 指定介護予防支援事業者は，提供した指定介護予防支援につい

て利用料の支払を受けた場合には，当該利用料の額等を記載した指定
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載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しなければな

らない。

介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託）

第14条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

は，法第115条の23第３項の規定により指定介護予防支援の一部を委託

する場合には，次に掲げる事項を遵守しなければならない。

第 14条 指定介護予防支援事業者は，法第 115 条の 23 第３項の規定に

より指定介護予防支援の一部を委託する場合には，次に掲げる事項を遵

守しなければならない。

(1) 委託に当たっては，中立性及び公正性の確保を図るため地域包括

支援センター運営協議会（介護保険法施行規則第140条の66第１号ロ

(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。）の議を経

なければならないこと。

(1) 委託に当たっては，中立性及び公正性の確保を図るため地域包括

支援センター運営協議会（介護保険法施行規則（平成11年厚生省令

第36号）第140条の66第１号ロ(2)に規定する地域包括支援センター

運営協議会をいう。）の議を経なければならないこと。

(2)～(3) （略） (2)～(3) （略）

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し，指定介護予防支援の業務

を実施する介護支援専門員が，第３条，この章及び次章の規定（第 32 条

第 28 号の規定を除く）を遵守するよう措置させなければならないこと。

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し，指定介護予防支援の業務

を実施する介護支援専門員が，第３条，この章及び次章の規定を遵守す

るよう措置させなければならないこと。

（法定代理受領サービスに係る報告） （法定代理受領サービスに係る報告）

第15条 指定介護予防支援事業者は，毎月，町（法第53条第７項及び第5

4条の２第９項において読み替えて準用する法第41条第10項の規定に

より法第53条第６項及び第54条の２第８項の規定による審査及び支払

いに関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和33

年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をい

う。以下同じ。）に委託している場合にあたっては，当該国民健康保

険団体連合会）に対し，介護予防サービス計画において位置付けられ

ている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービス（法第53

条第４項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定

介護予防サービス事業者（同条第１項に規定する指定介護予防サービ

ス事業者という。以下同じ。）に支払われる場合の当該介護予防サー

ビス費に係る指定介護予防サービス（同条第１項に規定する指定介護

予防サービスをいう。第27条第５項において同じ。）及び法第54条の

２第６項の規定により地域密着型介護予防サービス費が利用者に代わ

り当該指定地域密着型介護予防サービス事業者（同条第１項に規定す

る指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。）に支払われる場

第15条 指定介護予防支援事業者は，毎月，市町村（法第53条第７項及

び第54条の２項９号において読み替えて準用する法第41条第10項の規

定により法第53条第６項及び第54条の２第８項の規定による審査及び

支払いに関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会

をいう。以下同じ。）に委託している場合にあたっては，当該国民健

康保険団体連合会）に対し，介護予防サービス計画において位置付け

られている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービス（法

第53条第４項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該

指定介護予防サービス事業者（同条第１項に規定する指定介護予防サ

ービス事業者という。以下同じ。）に支払われる場合の当該介護予防

サービス費に係る指定介護予防サービス（同項に規定する指定介護予

防サービスをいう。第26条第５項において同じ。）及び法第54条の２

第６項の規定により地域密着型介護予防サービス費が利用者に代わり

当該指定地域密着型介護予防サービス事業者（同条第１項に規定する

指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。）に支払われる場合
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合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予

防サービス（同項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。

第27条第５項において同じ。）をいう。）として位置付けたものに関

する情報を記載した文書を提出しなければならない。

の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防

サービス（同項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。

第26条第５号において同じ。）をいう。）として位置付けたものに関

する情報を記載した文書を提出しなければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は，介護予防サービス計画に位置付けられ

ている基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支

給に係る事務に必要な情報を記載した文書を，町（当該事務を国民健

康保険団体連合会に委託している場合にあたっては，当該国民健康保

険団体連合会）に対して提出しなければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は，介護予防サービス計画に位置付けられ

ている基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支

給に係る事務に必要な情報を記載した文書を，市町村（当該事務を国

民健康保険団体連合会に委託している場合にあたっては，当該国民健

康保険団体連合会）に対して提出しなければならない。

第16条～第19条 （略） 第16条～第19条 （略）

（勤務体制の確保） （勤務体制の確保）

第20条 （略） 第20条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定介護予防支援事業者は，適切な指定介護予防支援の提供を確保

する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。

４ 指定介護予防支援事業者は，適切な指定介護予防支援の提供を確保

する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り相当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。

（業務継続計画の策定等） （業務継続計画の策定等）

第20条の２ 指定介護予防支援事業者は，感染症や非常災害の発生時に

おいて，利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施する

ための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。

第20条の２ 指定介護予防支援事業者は，感染症や非常災害の発生時に

おいて，利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施する

ための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要

措置を講じなければならない。

２・３ （略） ２・３ （略）

第21条・第22条 （略） 第21条・第22条 （略）

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） （感染症の予防及びまん延の防止のための措置）

第22条の２ 指定介護予防支援事業者は，当該指定介護予防支援事業所

において感染症が発生し，又はまん延しないように，次の各号に掲げ

る措置を講じなければならない。

第22条の２ 指定介護予防支援事業者は，当該指定介護予防支援事業所

において感染症が発生し，又はまん延しないように，次の各号に掲げ

る措置を講じなければならない。

-
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(1) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情

報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行う

ことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，担当職員に周知徹底を図ること。

(1) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うこ

とができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとと

もに，その結果について，担当職員に周知徹底を図ること。

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

（掲示） （掲示）

第23条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援事業所の見やす

い場所に，運営規程の概要，担当職員の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条にお

いて単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。

第23条 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援事業所の見やす

い場所に，運営規程の概要，担当職員の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければ

ならない。

２ 指定介護予防支援事業者は，重要事項を記載した書面を当該指定介

護予防支援事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に

閲覧させることにより，前項の規定による掲示に代えることができる。

２ 指定介護予防支援事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を

当該指定介護予防支援事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより，同項の規定による掲示に代えるこ

とができる。

３ 指定介護予防支援事業者は,原則として,重要事項をウエブサイトに

掲載しなければならない。

（追加）

第24条～第26条 （略） 第24条～第26条 （略）

（苦情処理） （苦情処理）

第27条 （略） 第27条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定介護予防支援事業者は，自ら提供した指定介護予防支援に関し，

法第23条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示

の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ，及び利用者から

の苦情に関して町が行う調査に協力するとともに，町から指導又は助

言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は，自ら提供した指定介護予防支援に関し，

法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示

の求め又は市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ，及び利用者

からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに，市町村か

ら指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従って

必要な改善を行わなければならない。

４ 指定介護予防支援事業者は，町からの求めがあった場合には，前項

の改善の内容を町に報告しなければならない。

４ 指定介護予防支援事業者は，市町村からの求めがあった場合には，

前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

５ 指定介護予防支援事業者は，自らが介護予防サービス計画に位置付 ５ 指定介護予防支援事業者は，自らが介護予防サービス計画に位置付
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けた指定介護予防サービス又は指定地域密着型介護予防サービスに対

する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して，利用者に対

し必要な援助を行わなければならない。

けた法第53条第１項に規定する指定介護予防サービス又は法第54条の

２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに対する苦情の

国民健康保険団体連合会への申立てに関して，利用者に対し必要な援

助を行わなければならない。

６・７ （略） ６・７ （略）

（事故発生時の対応） （事故発生時の対応）

第28条 指定介護予防支援事業者は，利用者に対する指定介護予防支援

の提供により事故が発生した場合には，速やかに町，利用者の家族等

に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。

第28条 指定介護予防支援事業者は，利用者に対する指定介護予防支援

の提供により事故が発生した場合には，速やかに市町村，利用者の家

族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。

２・３ （略） ２・３ （略）

（虐待の防止） （虐待の防止）

第28条の２ 指定介護予防支援事業者は，虐待の発生又はその再発を防

止するため，次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

第28条の２ 指定介護予防支援事業者は，虐待の発生又はその再発を防

止するため，次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針

を整備すること。

(2) 当該指定介護予防支援事業における虐待の防止のための指針を

整備すること。

(3) 当該指定介護予防支援事業所において，担当職員に対し，虐待の

防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 当該指定介護予防支援事業において，担当職員に対し，虐待の防

止のための研修を定期的に実施すること。

(4) （略） (4) （略）

（会計の区分） （会計の区分）

第29条 （略） 第29条 （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第30条 （略） 第30条 （略）

２ 指定介護予防支援事業者は，利用者に対する指定介護予防支援の提

供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存し

なければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は，利用者に対する指定介護予防支援の提

供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存し

なければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台

帳

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台

帳
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ア～ウ（略） ア～ウ（略）

エ 第32条第14号の規定による評価の結果の記録 エ 第32条第14号に規定する評価の結果の記録

オ（略） オ（略）

(3) 第32条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（第32条第２号の２及び第２号の３において「身体

的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

（追加）

(4) 第17条の規定による町への通知に係る記録 (3) 第17条に規定する市への通知に係る記録

(5) 第27条第２項の規定による苦情の内容等の記録 (4) 第27条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 第28条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(5) 第28条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録

（指定介護予防支援の基本取扱方針） （指定介護予防支援の基本取扱方針）

第31条 （略） 第31条 （略）

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介護予防支援の具体的取扱方針）

第32条 指定介護予防支援の方針は，第３条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものと

する。

第32条 指定介護予防支援の方針は，第３条に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものと

する。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(2)の2 指定介護予防支援の提供に当たっては,当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き,身体的拘束等を行ってはならない。

（追加）

(2)の3 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。

（追加）

(3)～(11) （略） (3)～(11) （略）

(11)の2 担当職員は，介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予

防サービス事業者等に対して，介護予防訪問看護計画書（指定介護

予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基

(11)の2 担当職員は，介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予

防サービス事業者等に対して，介護予防訪問看護計画（指定介護予

防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援男方法に関する基準

（平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基

-
 
1
6
 
-



準」という。）第76条第２号に規定する介護予防訪問看護計画書を

いう。次号において同じ。）等指定介護予防サービス等基準におい

て位置付けられている計画の提出を求めるものとする。

準」という。）第76条第２号に規定する介護予防訪問看護計画書を

いう。次号において同じ。）等指定介護予防サービス等基準におい

て位置付けられている計画の提出を求めるものとする。

(12)～(14)の2 （略） (12)～(14)の2 （略）

(15) 担当職員は，第13号に規定する実施状況の把握（以下「モニタ

リング」という。）に当たっては，利用者及びその家族，指定介護

予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし，特段の事

情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。

(15) 担当職員は，第13号に規定する実施状況の把握（以下「モニタ

リング」という。）に当たっては，利用者及びその家族，指定介護

予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし，特段の事

情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３

月に１回，利用者に面接すること。

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３

月に１回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状

況に著しい変化があったときは，利用者の居宅を訪問し，利用者

に面接すること。

イ 利用者の居宅を訪問しない月（ただし書の規定によりテレビ電

話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）においては，

可能な限り，指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定

介護予防サービス等基準第117条第１項に規定する指定介護予防

通所リハビリテーション事業所をいう。）を訪問する等の方法に

より利用者に面接するよう努めるとともに，当該面接ができない

場合にあっては，電話等により利用者との連絡を実施すること。

イ 利用者の居宅を訪問しない月においては，可能な限り，指定介

護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等

基準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所という。）を訪問する等の方法により利用者に面接す

るよう努めるとともに，当該面接ができない場合にあっては，電

話等により利用者との連絡を実施すること。

ウ 少なくとも１月に１回，モニタリングの結果を記録すること。 ウ 少なくとも１月に１回，モニタリングの結果を記録すること。

エ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって

行うこと。ただし,次のいずれにも該当する場合であって,サービ

スの提供を開始する月の翌月から起算し３月ごとの期間（以下こ

の号において単に「期間」という。）について,少なくとも連続す

る２期間に１回,利用者の居宅を訪問し,面接するときは,利用者

の居宅を訪問しない期間において,テレビ電話装置等を活用して,

利用者に面接することができる。

（追加）

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて,

文書により利用者の同意を得ていること。

（追加）

(イ) サービス担当者会議等において,次に掲げる事項につい

て主治の医師,担当者その他の関係者の合意を得ている

（追加）
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こと。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 （追加）

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通を行うこ

とができること。

（追加）

ｃ 担当職員が,テレビ電話装置等を活用したモニタリング

では把握できない情報について,担当者から提供を受け

ること。

（追加）

オ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変

化があったときは,利用者の居宅を訪問し,利用者に面接するこ

と。

（追加）

(16)～(27) （略） (16)～(27) （略）

(28) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は,法

第115条の30の２第１項の規定により市町村長から情報の提供を求

められた場合には,その求めに応じなければならない。

（追加）

（介護予防支援の提供に当たっての留意点） （介護予防支援の提供に当たっての留意点）

第33条・第34条 （略） 第33条・第34条 （略）

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第35条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる

者は，作成，保存その他これらに類するもののうち，この条例の規定

において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本そ

の他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行う

ことが規定されている又は想定されるもの（第９条（前条において準

用する場合を含む。）及び第32条第25号（前条において準用する場合

を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については，書面に

代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ

り行うことができる。

第35条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる

者は，作成，保存その他これらに類するもののうち，この条例の規定

において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本そ

の他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行う

ことが規定されている又は想定されるもの（第９条（第34条において

準用する場合を含む。）及び第32条第25号（第32条において準用する

場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については，書

面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者 ２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者

-
 
1
8
 
-



は，交付，説明，同意，承諾その他これらに類するもの（以下「交付

等」という。）のうち，この条例の規定において書面で行うことが規

定されている又は想定されるものについては，当該交付等の相手方の

承諾を得て，書面に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方法そ

の他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）による

ことができる。

は，交付，説明，同意，承諾その他これらに類するもの（以下「交付

等」という。）のうち，この条例の規定において書面で行うことが規

定されている又は想定されているものについては，当該交付等の相手

方の承諾を得て，書面に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方

法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）に

よることができる。

（以下略） （以下略）

-
 
1
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-



城里町指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 新旧対照表（第３条関係）

改 正 後 現 行

第１章～第３章 （略） 第１章～第３章 （略）

第３章の２ 地域密着型通所介護 第３章の２ 地域密着型通所介護

第１節～第４節 （略） 第１節～第４節 （略）

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第59条の20の

２・第59条の20の３）

第５節 共生型地域密着型通所介護に関する基準（第59条の20の

２・第59条の20の３）

第６節 （略） 第６節 （略）

第４章～第10章 （略） 第４章～第10章 （略）

第１章 総則 第１章 総則

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」と

いう。）第78条の２第１項及び第４項第１号の規定に基づき指定地域密

着型サービス事業者の指定に関し必要な事項を定めるとともに，法第78

条の２の２第１項各号並びに第78条の４第１項及び第２項の規定に基づ

き指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準に

ついて定めるものとする。

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」と

いう。）第78条の２の２第２項の規定による共生型居宅サービスの事

業及び第78条の４第３項の規定に基づき，指定地域密着型サービスの

事業の人員，設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

（定義） （定義等）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ

当該各号に定めるところによる。

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ

当該各号に定めるところによる。

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略）

(6) 共生型地域密着型サービス 法第78条の２の２第１項の申請に

係る法第42条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着

型サービスをいう。

(6) 共生型地域密着サービス 法第78条の２の２第１項の申請に係

る法第42条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型

サービスをいう。

（削除） (7) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業

所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより，

当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法を

いう。

２ 法第42条の２第１項本文の指定地域密着型サービス事業者に関し, ２ 法第42条の２第１項本文で指定する指定地域密着型サービス事業者

-
 
2
0
 
-



法第78条の２第１項の規定により条例で定める定員は,29人以下とす

る。

について，法第78条の２第４項第１号に規定する条例で定める者は，

法人又は病床を有する診療所を開設している者（複合サービス（看護

小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定の申請に限る。）とす

る。

３ 法第42条の２第１項本文の指定密着型サービス事業者の指定に関

し,法第78条の２第４項第１号の規定により条例で定める者は,法人又

は病床を有する診療所を開設している者（複合型サービス（介護保険

法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。）

第17条の12に規定する小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定

の申請に限る。）とする。

（追加）

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） （指定地域密着型サービスの事業の一般原則）

第３条 （略） 第３条 （略）

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第１節 基本方針等 第１節 基本方針等

（基本方針） （基本方針）

第４条 （略） 第４条 （略）

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護）

第５条 前条に規定する援助等を行うため，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護においては，次に掲げるサービスを提供するものとする。

第５条 前条に規定する援助等を行うため，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護においては，次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に

当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者

（施行規則第22条の23第１項に規定する介護職員初任者研修課程を

修了した者に限る。）をいう。以下この章において同じ。）が，定

期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以下この章

において「定期巡回サービス」という。）

(1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に

当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者

（介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」

という。）第22条の23第１項に規定する介護職員初任者研修課程を

修了した者に限る。）をいう。以下この章において同じ。）が，定

期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以下この章

において「定期巡回サービス」という。）

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略）

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数） （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数）

第６条 （略） 第６条 （略）

-
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-



２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その他町長が定める者（以下

この章において「看護師，介護福祉士等」という。）をもって充てな

ければならない。ただし，利用者の処遇に支障がない場合であって，

提供時間帯を通じて，看護師，介護福祉士等又は前項第４号アの看護

職員との連携を確保しているときは，サービス提供責任者（指定居宅

サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成11年厚生

省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第５条第２

項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。）の業務に１年以上（特

に業務に従事した経験が必要な者として厚生労動大臣が定めるものに

あっては，３年以上）従事した経験を有する者をもって充てることが

できる。

２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その他町長が定める者（以下

この章において「看護師，介護福祉士等」という。）をもって充てな

ければならない。ただし，利用者の処遇に支障がない場合であって，

提供時間帯を通じて，看護師，介護福祉士等又は前項第４号アの看護

職員との連携を確保しているときは，サービス提供責任者（指定居宅

サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成11年厚生

省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第５条第２

項のサービス提供責任者又は指定介護予防サービス等の事業の人員，

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以

下「指定介護予防サービス等基準」という。）第５条第２項のサービ

ス提供責任者をいう。以下同じ。）の業務に１年以上（特に業務に従

事した経験が必要な者として厚生労動大臣が定めるものにあっては，

３年以上）従事した経験を有する者をもって充てることができる。

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に

掲げるいずれかの施設等がある場合において，当該施設等の入所者等

の処遇に支障がない場合は，前項本文の規定にかかわらず，当該施設

等の職員をオペレーターとして充てることができる。

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に

掲げるいずれかの施設等が併設されている場合において，当該施設等

の入所者等の処遇に支障がない場合は，前項本文の規定にかかわらず，

当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

(1) 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準第121条

第１項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第47条第４

項第１号及び第151条第12項において同じ。）

(1) 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準第121条

第１項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第６条第４

項第１号及び第151条第12項において同じ。）

(2) 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サービス等基準第142条

第１項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。第47条第４

項第２号において同じ。）

(2) 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サービス等基準第142条

第１項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。第６条第４

項第２号において同じ。）

(3) 指定特定施設（指定居宅サービス等基準第174条第１項に規定す

る指定特定施設をいう。第47条第４項第３号において同じ。）

(3) 指定特定施設（指定居宅サービス等基準第174条第１項に規定す

る指定特定施設をいう。第６条第４項第３号において同じ。）

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第82条第１項に規定する指

定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第47条第４項第４号にお

いて同じ。）

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第82条第１項に規定する指

定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第６条第４項第４号にお

いて同じ。）

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第110条第１項に規定す (5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第110条第１項に規定す

-
 
2
2
 
-



る指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第47条第４項第５

号，第64条第１項，第65条第1項，第82条第６項，第83条第３項及び

第84条において同じ。）

る指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第６条第４項第５

号，第64条第１項，第65条，第82条第６項第１号，第83条第３項及

び第84条において同じ。）

(6) 指定地域密着型特定施設（第129条第１項に規定する指定地域密

着型特定施設をいう。第47条第４項第６号，第64条第１項，第65条

第１項及び第82条第６項において同じ。）

(6) 指定地域密着型特定施設（第129条第１項に規定する指定地域密

着型特定施設をいう。第６条第４項第６号，第64条第１項，第65条

第１項及び第82条第６項第２号において同じ。）

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設（第150条第１項に規定する指

定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第47条第４項第７号，第64

条第１項，第65条第１項及び第82条第６項において同じ。）

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設（第150条第１項に規定する指

定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第６条第４項第７号，第64

条第１項，第65条第１項及び第82条第６項第３号において同じ。）

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（第191条第１項に規定

する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第47条第４項

第８号及び第５章から第８章までにおいて同じ。）

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（第191条第１項に規定

する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第６条第４項

第８号及び第５章から第８章までにおいて同じ。）

(9)・(10) （略） (9)・(10) （略）

（削除） (11) 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附

則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第１項第３

号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療

施設」という。）

(11) （略） (12) （略）

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は，専ら当該随時訪問サービ

スの提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者の処遇に支

障がない場合は，当該指定定期巡回・随時対応型訪問看護事業所の定

期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指

定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は，専ら当該随時訪問サービ

スの提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者の処遇に支

障がない場合は，当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定

期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指

定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。

７～11 （略） ７～11 （略）

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業

者（指定居宅サービス等基準第60条第１項に規定する指定訪問看護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等

基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合に，指定居宅サー

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業

者（指定居宅サービス等基準第60条第１項に規定する指定訪問看護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等

基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合に，指定居宅サー

-
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-



ビス等基準第60条第１項第１号イに規定する人員に関する基準を満た

すとき（同条第５項の規定に相当する県基準条例の規定により同条第

１項第１号イ及び第２号の規定に相当する県基準条例の規定に規定す

る基準を満たしているものとみなされているとき及び第191条第10項

の規定により同条第４項に規定する基準を満たしているものとみなさ

れているときを除く。）は，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は，第１項第４号アに規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

ビス等基準第60条第１項第１号イの規定に相当する法第74条第１項及

び第２項の規定に基づく茨城県の条例（以下「県基準条例」という。）

の規定に規定する人員に関する基準を満たすとき（同条第５項の規定

に相当する県基準条例の規定により同条第１項第１号イ及び第２号の

規定に相当する県基準条例の規定に規定する基準を満たしているもの

とみなされているとき及び第191条第10項の規定により同条第４項に

規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。）は，

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，第１項第４号

アに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者） （管理者）

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし，当該管理者は，指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は，

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事

し，又は他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとす

る。

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし，当該管理者は，指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は，

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事

し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事すること

ができるものとする。

第８条～第13条 （略） 第８条～第13条 （略）

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握）

第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，計画作成責任者に

よる利用者の面接によるほか，利用者に係る指定居宅介護支援事業者

が開催するサービス担当者会議（城里町指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成30年城里町条例第22

号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。）第14条第９号に

規定するサービス担当者会議をいう。以下この章，第59条の６，第59

条の28及び第59条の29において同じ。）等を通じて，利用者の心身の

状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に努めなければならない。

第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，計画作成責任者に

よる利用者の面接によるほか，利用者に係る指定居宅介護支援事業者

が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第13条第９号に規定

するサービス担当者会議をいう。以下この章，第59条の６，第59条の2

8及び第59条の29において同じ。）等を通じて，利用者の心身の状況，

その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。

（指定居宅介護支援事業者等との連携） （指定居宅介護支援事業者等との連携）

第15条 （略） 第15条 （略）

-
 
2
4
 
-



（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） （法定代理受領サービスの提供を受けるための援助）

第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し，利用申込者が施行

規則第65条の４各号のいずれにも該当しないときは，当該利用申込者

又はその家族に対し，居宅サービス計画（法第８条第24項に規定する

居宅サービス計画をいう。）の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼

する旨を町に対して届け出ること等により，指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることがで

きる旨を説明すること，指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供

することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行

わなければならない。

第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し，利用申込者が介護

保険法施行規則第65条の４各号のいずれにも該当しないときは，当該

利用申込者又はその家族に対し，居宅サービス計画（法第８条第24項

に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成を指定居宅介護支援事

業者に依頼する旨を町に対して届け出ること等により，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受

けることができる旨を説明すること，指定居宅介護支援事業者に関す

る情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必

要な援助を行わなければならない。

第17条～第22条 （略） 第17条～第22条 （略）

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針） （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針）

第23条 （略） 第23条 （略）

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，自らその提供す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い，それら

の結果を公表し，常にその改善を図らなければならない。

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，自らその提供す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行うとともに，

定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常に

その改善を図らなければならない。

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針） （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針）

第24条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の方針は，次に掲げるところによるもの

とする。

第24条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の方針は，次に掲げるところによるもの

とする。

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略）

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

（追加）

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

（追加）
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(10) （略） (8) （略）

(11) （略） (9) （略）

第25条～第31条 （略） 第25条～第31条 （略）

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第32条 （略） 第32条 （略）

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所ごとに，当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に

よって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければなら

ない。ただし，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が，適

切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制

を構築しており，他の指定訪問介護事業所，指定夜間対応型訪問介護

事業所又は指定訪問看護事業所（以下この条において「指定訪問介護

事業所等」という。）との密接な連携を図ることにより当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待すること

ができる場合であって，利用者の処遇に支障がないときは，町長が地

域の実情を勘案し適切と認める範囲内において，定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の事業の一部を，当該他の指定訪問介護事業所等との

契約に基づき，当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることが

できる。

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所ごとに，当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に

よって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければなら

ない。ただし，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が，適

切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制

を構築しており，他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介

護事業所（以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。）

との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て，利用者の処遇に支障がないときは，町長が地域の実情を勘案し適

切と認める範囲内において，定期巡回サービス，随時対応サービス又

は随時訪問サービスの事業の一部を，当該他の指定訪問介護事業所等

との契約に基づき，当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせるこ

とができる。

３～５ （略） ３～５ （略）

第32条の２・第33条 （略） 第32条の２・第33条 （略）

（掲示） （掲示）

第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に，運営規程の概

要，定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下こ

の条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。

第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に，運営規程の概

要，定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，重要事項を記載

した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，前項に規定する

事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事
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付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，

同項の規定による掲示に代えることができる。

業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させるこ

とにより，同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,原則として,重要

事項をウエブサイトに掲載しなければならない。

（追加）

第35条～第38条 （略） 第35条～第38条 （略）

（地域との連携等） （地域との連携等）

第39条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，利用者，利用者の

家族，地域住民の代表者，地域の医療関係者，町の職員又は当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する

法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センターの職員，定期巡

回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。ただし，利用者又はその家族（以下この項，第59条の17第１項及

び第87条において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては，

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければな

らない。）（以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。）

を設置し，おおむね６月に１回以上，介護・医療連携推進会議に対し

て指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し，介

護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに，介護・医療連携

推進会議から必要な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。

第39条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，利用者，利用者の

家族，地域住民の代表者，地域の医療関係者，町の職員又は当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する

法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センターの職員，定期巡

回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。ただし，利用者又はその家族（以下この項，第59条の17第１項及

び第87条において「利用者」という。）が参加する場合にあっては，

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければな

らない。）（以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。）

を設置し，おおむね６月に１回以上，介護・医療連携推進会議に対し

て指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し，介

護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに，介護・医療連携

推進会議から必要な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（事故発生時の対応） （事故発生時の対応）

第40条 （略） 第40条 （略）

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は，前項の事故の状

況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，前項の事故の状

況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

３ （略） ３ （略）

第40条の２・第41条 （略） 第40条の２・第41条 （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第42条 （略） 第42条 （略）
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２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者に対する

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者に対する

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第20条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

(2) 第20条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(3) 第25条第２項の規定による主治の医師による指示の文書 (3) 第25条第２項に規定する主治の医師による指示の文書

(4) 第26条第10項の規定による訪問看護報告書 (4) 第26条第10項に規定する訪問看護報告書

(5) 第28条の規定による町への通知に係る記録 (5) 第28条に規定する町への通知に係る記録

(6) 第38条第２項の規定による苦情の内容等の記録 (6) 第38条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 第40条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(7) 第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員

及び運営に関する基準の特例

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員

及び運営に関する基準の特例

第43条～第46条 （略） 第43条～第46条 （略）

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数）

第47条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者（以下「指定夜間対応

型訪問介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

夜間対応型訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下

「夜間対応型訪問介護従業者」という。）の職種及び員数は，次のと

おりとする。ただし，前条第２項ただし書の規定に基づきオペレーシ

ョンセンターを設置しない場合においては，オペレーションセンター

従業者を置かないことができる。

第47条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者（以下「指定夜間対応

型訪問介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

夜間対応型訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下

「夜間対応型訪問介護従業者」という。）の職種及び員数は，次のと

おりとする。ただし，前条第２項ただし書の規定に基づきオペレーシ

ョンセンターを設置しない場合においては，オペレーションセンター

従業者を置かないことができる。

(1) オペレーションセンター従業者 オペレーター（指定夜間対応型

訪問介護を提供する時間帯を通じて利用者からの通報を受け付ける

業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。）として１

以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として１以上確保され

るために必要な数以上

(1) オペレーションセンター従業者 オペレーター（指定夜間対応型

訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら利用者からの通報を受け付

ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。）とし

て１以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として１以上確保

されるために必要な数以上

(2) （略） (2) （略）
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(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行

う訪問介護員等の員数は，指定夜間対応型訪問介護を提供する時間

帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が１以上

確保されるために必要な数以上

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行

う訪問介護員等の員数は，指定夜間対応型訪問介護を提供する時間

帯を通じて専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が１

以上確保されるために必要な数以上

２ （略） ２ （略）

３ オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし，利用者の処遇に支障がない場合は，当該指定夜間対応型訪問介

護事業所の定期巡回サービス，同一敷地内の指定訪問介護事業所若し

くは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者

以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

３ オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし，利用者の処遇に支障がない場合は，当該夜間対応型訪問介護事

業所の定期巡回サービス，同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外

の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

４ （略） ４ （略）

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は，専ら当該随時訪問サービ

スの提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者の処遇に支

障がない場合には，当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サ

ービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は，専ら当該随時訪問サービ

スの提供の当たる者でなければならない。ただし，利用者の処遇に支

障がない場合には，当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービ

ス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。

６ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーショ

ンセンターサービスの提供に支障がない場合は，第３項本文及び前項

本文の規定にかかわらず，オペレーターは，随時訪問サービスに従事

することができる。

６ 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセ

ンターサービスの提供に支障がない場合は，第３項本文及び前項本文

の規定にかかわらず，オペレーターは，随時訪問サービスに従事する

ことができる。

７ （略） ７ （略）

（管理者） （管理者）

第48条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，指定夜間対応型訪問介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし，当該管理者は，指定夜間対応型訪問介護事業所の管理

上支障がない場合は，当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務

又は他の事業所，施設等（当該指定夜間対応型訪問介護事業者が，指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け，か

つ，当該他の事業所，施設等と一体的に運営している場合に限る。）

の職務に従事することができるものとし，日中のオペレーションセン

ターサービスを実施する場合であって，指定訪問介護事業者（指定居

第48条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，指定夜間対応型訪問介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし，当該管理者は，指定夜間対応型訪問介護事業所の管理

上支障がない場合は，当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務

又は同一敷地内の他の事業所，施設等（当該指定夜間対応型訪問介護

事業者が，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併

せて受け，かつ，当該同一敷地内の他の事業所，施設等と一体的に運

営している場合に限る。）の職務に従事することができるものとし，

日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって，指
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宅サービス等基準第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をい

う。）の指定を併せて受けて，一体的に運営するときは，指定訪問介

護事業所の職務に従事することができるものとする。

定訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準第５条第１項に規定する

指定訪問介護事業者をいう。）の指定を併せて受けて，一体的に運営

するときは，指定訪問介護事業所の職務に従事することができるもの

とする。

第49条～第50条 （略） 第49条～第50条 （略）

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針） （指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針）

第51条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方

針は，次に掲げるところによるものとする。

第51条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方

針は，次に掲げるところによるものとする。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては,当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き,身体的拘束等を行ってはならない。

（追加）

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

（追加）

(7) （略） (5) （略）

(8) （略） (6) （略）

(9) （略） (7) （略）

第52条～第57条 （略） 第52条～第57条 （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第58条 （略） 第58条 （略）

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者に対する指定夜間対応型

訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から

２年間保存しなければならない。

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者に対する指定夜間対応型

訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から

２年間保存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 次条において準用する第20条第２項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録

(3) 第51条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

（追加）

(4) 次条において準用する第28条の規定による町への通知に係る記 (3) 次条において準用する第28条に規定する町への通知に係る記録
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録

(5) 次条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(4) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(6) 次条において準用する第40条第２項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

(5) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録

第59条～第59条の２ （略） 第59条～第59条の２ （略）

（従業員の員数） （従業員の員数）

第59条の３ （略） 第59条の３ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定地域密着型通所介護事業者は，指定地域密着型通所介護の単位

ごとに，第１項第３号の介護職員（前項の適用を受ける場合にあって

は，同項の看護職員又は介護職員。次項及び第７項において同じ。）

を，常時１人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければな

らない。

３ 指定地域密着型通所介護事業者は，指定地域密着型通所介護の単位

ごとに，第１項第３号の介護職員（第２項の適用を受ける場合にあっ

ては，同項の看護職員又は介護職員。次項及び第７項において同じ。）

を，常時１人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければな

らない。

４～７ （略） ４～７ （略）

８ 指定地域密着型通所介護事業者が第１項第３号に規定する第１号通

所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け，かつ，指定地域密着型

通所介護の事業と当該第１号通所事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については，町の定める当該第１号通所事業

の人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。

８ 指定地域密着型通所介護事業者が第１項第３号に規定する第１号通

所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け，かつ，指定地域密着型

通所介護の事業と当該第１号通所事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については，市町村の定める当該第１号通所

事業の人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者） （管理者）

第59条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は，指定地域密着型通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし，指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し，

又は他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。

第59条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は，指定地域密着型通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし，指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し，

又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することがで

きるものとする。

第59条の５ （略） 第59条の５ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）
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４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲

げる設備を利用し，夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサ

ービスを提供する場合に限る。）には，当該サービスの内容を当該サ

ービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指

定を行った町長に届け出るものとする。

４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項の設

備を利用し，夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービス

を提供する場合に限る。）には，当該サービスの内容を当該サービス

の提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行

った町長に届け出るものとする。

５ 指定地域密着型通所介護事業者が第59条の３第１項第３号に規定す

る第１号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

地域密着型通所介護の事業と当該第１号通所事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については，町の定める当該第１

号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって，第１項から第

３項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

５ 指定地域密着型通所介護事業者が第20第１項第３号に規定する第１

号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け，かつ，指定地域密

着型通所介護の事業と当該第１号通所事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については，町の定める当該第１号通所

事業の設備に関する基準を満たすことをもって，第１項から第３項ま

でに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第59条の６～第59条の８ （略） 第59条の６～第59条の８ （略）

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針）

第59条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。

第59条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

(4) 地域密着型通所介護従業者は，指定地域密着型通所介護の提供に

当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に

対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を

行うものとする。

(4) 指定地域密着型通所介護従業者は，指定地域密着型通所介護の提

供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家

族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説

明を行うものとする。

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合

を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

（追加）

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

（追加）

(7) （略） (5) （略）

(8) （略） (6) （略）

（地域密着型通所介護計画の作成） （地域密着型通所介護計画の作成）

第59条の10 （略） 第59条の10 （略）
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２～４ （略） ２～４ （略）

５ 地域密着型通所介護従業者は，それぞれの利用者について，地域密

着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の

記録を行う。

５ 指定地域密着型通所介護従業者は，それぞれの利用者について，地

域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状

況の記録を行う。

第59条の11～第59条の15 （略） 第59条の11～第59条の15 （略）

（衛生管理等） （衛生管理等）

第59条の16 （略） 第59条の16 （略）

２ 指定地域密着型通所介護事業者は，当該指定地域密着型通所介護事

業所において感染症が発生し，又はまん延しないように，次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。

２ 指定地域密着型通所介護事業者は，当該指定地域密着型通所介護事

業所において感染症が発生し，又はまん延しないように，次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以

上開催するとともに，その結果について，地域密着型通所介護従業

者に周知徹底を図ること。

(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防又は

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以

上開催するとともに，その結果について，地域密着型通所介護従業

者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための指針を整備すること。

(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防又は

まん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において，地域密着型通所介

護従業者に対し，感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。

(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において，地域密着型通所介

護従業者に対し，感染症の予防又はまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。

（地域との連携等） （地域との連携等）

第59条の17 （略） 第59条の17 （略）

（事故発生時の対応） （事故発生時の対応）

第59条の18 指定地域密着型通所介護事業者は，利用者に対する指定地

域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は，町，当該利用

者の家族，当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行う

とともに，必要な措置を講じなければならない。

第59条の18 指定地域密着型通所介護事業者は，利用者に対する指定地

域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は，市町村，当該

利用者の家族，当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を

行うとともに，必要な措置を講じなければならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第59条の19 （略） 第59条の19 （略）
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２ 指定地域密着型通所介護事業者は，利用者に対する指定地域密着型

通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し,その完結の

日から２年間保存しなければならない。

２ 指定地域密着型通所介護事業者は，利用者に対する指定地域密着型

通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備しその完結の日

から２年間保存しなければならない。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 第59条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

（追加）

(4) 次条において準用する第28条の規定による町への通知に係る記

録

(3) 次条において準用する第28条に規定する市町村への通知に係る

記録

(5) 次条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(4) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(6) 前条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録

(5) 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

(7) 第59条の17第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記録 (6) 第34条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記録

（準用） （準用）

第59条の20 （略） 第59条の20 （略）

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 第５節 共生型地域密着型通所介護に関する基準

（共生型地域密着型サービスの基準） （共生型地域密着型通所介護の基準）

第59条の20の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス

（以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。）

の事業を行う指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等

の人員，設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号。

以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。）第78

条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。），指定自立訓練（機

能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第156条第１項に規定す

る指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。），指定自立訓練（生活

訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第166条第１項に規定する

指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。），指定児童発達支援事業

者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営

に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指

第59条の20の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス

（以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。）

の事業を行う指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等

の人員，設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号。

以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。）第78

条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。），指定自立訓練（機

能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第156条第１項に規定す

る指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。），指定自立訓練（生活

訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第166条第１項に規定する

指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。），指定児童発達支援事業

者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営

に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指
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定通所支援基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支

援事業者をいい，主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和22年法

律第164号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この

条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（指

定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号に

おいて同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサ

ービス事業者（指定通所支援基準第66条第１項に規定する指定放課後

等デイサービス事業者をいい，主として重症心身障害児を通わせる事

業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第65条に

規定する指定放課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除

く。）が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。

定通所支援基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支

援事業者をいい，主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和22年法

律第164号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この

条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（指

定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号に

おいて同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサ

ービス事業者（指定通所支援基準第66条第１項に規定する指定放課後

等デイサービス事業者をいい，主として重症心身障害者を通わせる事

業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第65条に

規定する指定放課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除

く。）が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第78条第１項

に規定する指定生活介護事業所をいう。），指定自立訓練（機能訓

練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第156条第１項に規定する

指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。），指定自立訓練（生活

訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第166条第１項に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。），指定児童発達支援

事業所（指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定児童発達支

援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通

所支援基準第66条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業

所をいう。）（以下この号において「指定生活介護事業所等」とい

う。）の従業者の員数が，当該指定生活介護事業所等が提供する指

定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生

活介護をいう。），指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サー

ビス等基準第155条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。），

指定自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基準第165条に

規定する指定自立訓練（生活訓練をいう。），指定児童発達支援又

は指定放課後等デイサービス（以下この号において「指定生活介護

等」という。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型

地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合におけ

る当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であるこ

と。

(1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第78条第１項

に規定する指定生活介護事業所をいう。），指定自立訓練（機能訓

練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第156条第１項に規定する

指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。），指定自立訓練（生活

訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第166条第１項に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。），指定児童発達支援

事業所（指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定児童発達支

援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通

所支援基準第66条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業

所をいう。）（以下この号において「指定生活介護事業所等」とい

う。）の従業者の員数が，当該指定生活介護事業所等が提供する指

定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生

活介護をいう。），指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サー

ビス等基準第155条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。），

指定自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基準第165条に

規定する指定自立訓練（生活訓練をいう。），指定児童発達支援又

は指定放課後デイサービス（以下この号において「指定生活介護等」

という。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域

密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当

該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
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(2) （略） (2) （略）

（準用） （準用）

第59条の20の３ 第９条から第13条まで，第15条から第18条まで，第20

条，第22条，第28条，第32条の２，第34条から第38条まで，第40条の

２，第41条，第53条,第59条の２，第59条の４及び第59条の５第４項並

びに前節（第59条の20を除く。）の規定は，共生型地域密着型通所介

護の事業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第3

1条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第59条の12に規定す

る重要事項に関する規程をいう。第34条第１項において同じ。）」と，

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地

域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着型通

所介護従業者」という。）」と，第32条の２第２項，第34条第１項並

びに第40条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と，第5

9条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業

者が第１項に掲げる設備を利用し，夜間及び深夜に指定地域密着型通

所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生

型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設

備を利用し，夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービ

スを提供する場合」と，第59条の９第４号，第59条の10第５項，第59

条の13第３項及び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と，第59条の19第２項第２号中「次条において準用する第2

0条第２項」とあるのは「第20条第２項」と,同項第３号中「次条にお

いて準用する第28条」とあるのは「第28条」と同項第４号中「次条に

おいて準用する第38条第２項」とあるのは「第38条第２項」と読み替

えるものとする。

第59条の20の３ 第９条から第13条まで，第15条から第18条まで，第20

条，第22条，第28条，第32条の２，第34条から第38条まで，第40条の

２，第41条，第53条及び第59条の２，第59条の４，第59条の５第４項

並びに第４節（第59条の20を除く。）の規定は，共生型地域密着型通

所介護の事業について準用する。この場合において，第９条第１項中

「第31条に規定する運営規定」とあるのは「運営規定（第59条の12に

規定する運営規定をいう。第34条第１項において同じ。）」と，「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密

着型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介

護従業者」という。）」と，第32条の２第２項，第34条第１項並びに

第40条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と，第59条

の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者

が第１項に掲げる設備を利用し，夜間及び深夜に指定地域密着型通所

介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型

地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備

を利用し，夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービス

を提供する場合」と，第59条の９第４号，第59条の10第５項，第59条

の13第３項及び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中

「指定地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護従業者」と，第59条の17第４項中「第59条の５指定地域密着型

通所介護」とあるのは「第59条の５第４項の指定地域密着型通所介護」

と，第59条の19第２項中「次条」とあるのは「第59条の20の３」と，

同項第５号中「前条第２項」とあるのは「前条第２項」と，同項第６

号中「第59条の17第２項」とあるのは「第59条の17第２項」と読み替

えるものとする。

（この節の趣旨） （この節の趣旨）

第59条の21 第１節から第４節までの規定にかかわらず，指定療養通所

介護（指定地域密着型通所介護であって，難病等を有する重度要介護

者又はがん末期の者であって，サービス提供に当たり常時看護師によ

第59条の21 第１節から第４節までの規定にかかわらず，指定療養通所

介護（指定地域密着型通所介護であって，難病等を有する重度要介護

者又はがん末期の者であって，サービス提供に当たり常時看護師によ
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る観察が必要なものを対象者とし，第59条の31に規定する療養通所介

護計画に基づき，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の事業の基本方針

並びに人員，設備及び運営に関する基準については，この節に定める

ところによる。

る観察が必要なものを対象者とし，第40条の９に規定する療養通所介

護計画に基づき，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の事業の基本方針

並びに人員，設備及び運営に関する基準については，この節に定める

ところによる。

（基本方針） （基本方針）

第59条の22 （略） 第59条の22 （略）

（従業員の員数） （従業員の員数）

第59条の23 （略） 第59条の23 （略）

（管理者） （管理者）

第59条の24 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。た

だし，指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定

療養通所介護事業所の他の職務に従事し，又は他の事業所，施設等の

職務に従事することができるものとする。

第59条の24 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護事業（新設）

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は，当

該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にあ

る他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

第３款 設備に関する基準 第３款 設備に関する基準

（利用定員） （利用定員）

第59条の25 （略） 第59条の25 （略）

（設備及び備品等） （設備及び備品等）

第59条の26 （略） 第59条の26 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に掲げる設

備を利用し，夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する

場合に限る。）には，当該サービスの内容を当該サービスの提供の開

始前に町長に届け出るものとする。

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に掲げる設

備を利用し，夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する

場合に限る。）には，当該サービスの内容を当該サービスの提供の開

始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った町長に届け出

るものとする。

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第59条の27 （略） 第59条の27 （略）

２ 第９条第２項から第６項までの規定は，前項の規定による文書の交 ２ 第３条の７第２項から第６項までの規定は，前項の規定による文書
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付について準用する。 の交付について準用する。

第59条の28・第59条の29 （略） 第59条の28・第59条の29 （略）

（指定療養通所介護の具体的取扱方針） （指定療養通所介護の具体的取扱方針）

第59条の30 指定療養通所介護の方針は，次に掲げるところによるもの

とする。

第59条の30 指定療養通所介護の方針は，次に掲げるところによるもの

とする。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,

身体的拘束等を行ってはならない。

（追加）

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

（追加）

(5) （略） (3) （略）

(6) （略） (4) （略）

(7) （略） (5) （略）

（療養通所介護計画の作成） （療養通所介護計画の作成）

第59条の31 （略） 第59条の31 （略）

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応）

第59条の32 （略） 第59条の32 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 療養通所介護従業者は，現に指定療養通所介護の提供を行っている

ときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，緊急時

等の対応策に基づき，速やかに主治の医師又は第59条の35第１項に規

定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならない。

３ 療養通所介護従業者は，現に指定療養通所介護の提供を行っている

ときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，緊急時

等の対応策に基づき，速やかに主治の医師又は第40条の13第１項に規

定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならない。

４・５ （略） ４・５ （略）

（管理者の責務） （管理者の責務）

第59条の33 （略） 第59条の33 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）
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５ 指定療養通所介護事業所は，当該指定療養通所介護事業所の従業者

にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

５ 定療養通所介護事業所の管理者は，当該指定療養通所介護事業所の

従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものと

する。

（運営規定） （運営規定）

第59条の34 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護事業所ごと

に，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。

第59条の34 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護事業所ごと

に，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下こ

の節において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

(1)～(10) （略） (1)～(10) （略）

第59条の35・第59条の36 （略） 第59条の35・第59条の36 （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第59条の37 （略） 第59条の37 （略）

２ 指定療養通所介護事業者は，利用者に対する指定療養通所介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，その完結の日から２年間

保存しなければならない。

２ 指定療養通所介護事業者は，利用者に対する指定療養通所介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，その完結の日から２年間

保存しなければならない。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 次条において準用する第20条第２項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録

(4) 第40条の８第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

（追加）

(5) 次条において準用する第28条の規定による町への通知に係る記

録

(4) 次条において準用する第28条に規定する市町村への通知に係る

記録

(6) 次条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(5) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(7) 次条において準用する第59条の18第２項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 次条において準用する第59条の18第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

（準用） （準用）

第59条の38 （略） 第59条の38 （略）

第４章 認知症対応型通所介護 第４章 認知症対応型通所介護

第１節 基本方針 第１節 基本方針
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第60条 （略） 第60条 （略）

第２節 人員及び設備に関する基準 第２節 人員及び設備に関する基準

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認

知症対応型通所介護

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認

知症対応型通所介護

（従業者の員数） （従業者の員数）

第61条 （略） 第61条 （略）

（管理者） （管理者）

第62条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は，単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし，当該管理者は，単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は，当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し，又は他の事業所，施設等の職務に従事することができる

ものとする。

第62条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は，単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし，当該管理者は，単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は，当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事

することができるものとする。

２ （略） ２ （略）

（設備及び備品等） （設備及び備品等）

第63条 （略） 第63条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事

業者が第１項に掲げる設備を利用し,夜間及び深夜に単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）に

は,当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に町長に届け

出るものとする。

（追加）

５ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については，指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第７条第１項から第３項までに規定する設備に関する基

準を満たすことをもって，第１項から第３項までに規定する基準を満

４ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については，指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第７条第１項から第３項までに規定する設備に関する基

準を満たすことをもって，前３項に規定する基準を満たしているもの
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たしているものとみなすことができる。 とみなすことができる。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第64条 （略） 第64条 （略）

（利用定員等） （利用定員等）

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用

型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症

対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。）は，指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第2

0項又は法第８条の２第15項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。）ごとに，指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人

福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（第178条に規

定するユニット型指定密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項に

おいて同じ。）を除く。）においては施設ごとに１日当たり３人以下

とし，ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニッ

トごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の

数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日

当り12人以下となる数とする。

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用

型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症

対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。）は，指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第2

0項又は法第８条の２第15項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。）ごとに，指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人

福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（第178条に規

定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉をいう。以下この項に

おいて同じ。）を除く。）においては施設ごとに１日当たり３人以下

とし，ユニット型指定地域密着型介護老人福祉においてはユニットご

とに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉の入居者の数と当該

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日

当り12以下となる数とする。

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，指定居宅サービス（法

第41条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。），指

定地域密着型サービス，指定居宅介護支援（法第46条第１項に規定す

る指定居宅介護支援をいう。），指定介護予防サービス（法第53条第

１項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。），指定地

域密着型介護予防サービス（法第54条の２第１項に規定する指定地域

密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防

支援（法第58条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事業

又は介護保険施設（法第８条第25項に規定する介護保険施設をいう。

以下同じ。）若しくは健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第83号）第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定

する指定介護療養型医療施設の運営（第82条第７項，第110条第９項及

び第191条第８項において「指定居宅サービス事業等」という。）につ

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，指定居宅サービス（法

第41条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。），指

定地域密着型サービス，指定居宅介護支援（法第46条第１項に規定す

る指定居宅介護支援をいう。），指定介護予防サービス（法第53条第

１項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。），指定地

域密着型介護予防サービス（法第54条の２第１項に規定する指定地域

密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防

支援（法第58条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事業

又は介護保険施設（法第８条第25項に規定する介護保険施設をいう。

以下同じ。）若しくは指定介護療養型医療施設の運営（第82条第７項，

第110条第９項及び第191条第８項において「指定居宅サービス事業等」

という。）について３年以上の経験を有する者でなければならない。

-
 
4
1
 
-



いて３年以上の経験を有する者でなければならない。

（管理者） （管理者）

第66条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，共用型指定認知症

対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし，当該管理者は，共用型指定認知症対

応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は，当該共用型指定認知

症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある

他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。なお，

共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は，

当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，か

つ，他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。

第66条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，共用型指定認知症

対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし，当該管理者は，共用型指定認知症対

応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は，当該共用型指定認知

症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある

他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。なお，

共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は，

当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，か

つ，同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとして

も差し支えない。

２ （略） ２ （略）

第67条及び第68条 （略） 第67条及び第68条 （略）

（指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） （指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針）

第69条 （略） 第69条 （略）

２ 指定認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をい

う。以下同じ。）は，自らその提供する指定認知症対応型通所介護の

質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

２ 指定認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業所をい

う。以下同じ。）は，自らその提供する指定認知症対応型通所介護の

質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） （指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針）

第70条 指定認知症対応型通所介護の方針は，次に掲げるところによる

ものとする。

第70条 指定認知症対応型通所介護の方針は，次に掲げるところによる

ものとする。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

（追加）

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

（追加）

-
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-



(7) （略） (5) （略）

(8) （略） (6) （略）

（認知症対応型通所介護計画の作成） （認知症対応型通所介護計画の作成）

第71条 指定認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所を

いう。以下同じ。）の管理者（第62条又は第66条の管理者をいう。以

下この条において同じ。）は，利用者の心身の状況，希望及びその置

かれている環境を踏まえて，機能訓練等の目標，当該目標を達成する

ための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計

画を作成しなければならない。

第71条 指定認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所を

いう。以下同じ。）の管理者（第62条又は第66条の管理者をいう。以

下この条及び次条において同じ。）は，利用者の心身の状況，希望及

びその置かれている環境を踏まえて，機能訓練等の目標，当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通

所介護計画を作成しなければならない。

２～５ （略） ２～５ （略）

第72条～第74条から第78条まで （略） 第72条～第74条から第78条まで （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第79条 （略） 第79条 （略）

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症対

応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日

から２年間保存しなければならない。

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症対

応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日

から２年間保存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 次条において準用する第20条第２項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(2) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録

(3) 第51条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

（追加）

(4) 次条において準用する第28条の規定による町への通知に係る記

録

(3) 次条において準用する第28条に規定する町への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(4) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(6) 次条において準用する第59条の18第２項の規定による事故の状

況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 次条において準用する第59条の18第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

(7) （略） (6) （略）

（準用） （準用）

-
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第80条 第９条から第13条まで，第15条から第18条まで，第20条，第22

条，第28条，第32条の２，第34条から第38条まで，第40条の２，第41

条，第53条，第59条の６，第59条の７，第59条の11及第59条の13から

第59条の18までの規定は，指定認知症対応型通所介護の事業について

準用する。この場合において，第９条第１項中「第31条に規定する運

営規程」とあるのは「第73条に規定する重要事項に関する規程」と，

同項，第32条の２第２項，第34条第１項並びに第40条の２第１号及び

第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認

知症対応型通所介護従業者」と，第59条の13第３項及び第４項並びに

第59条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」

とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と，第59条の17第１項中

「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症

対応型通所介護について知見を有する者」と，第59条の18第４項中「第

59条の５第４項」とあるのは「第63条第４項」と読み替えるものとす

る。

第80条 第９条から第13条まで，第15条から第18条まで，第20条，第22

条，第28条，第32条の２，第34条から第38条まで，第40条の２，第41

条，第53条，第59条の６，第59条の７，第59条の11及第59条の13から

第59条の18までの規定は，指定認知症対応型通所介護の事業について

準用する。この場合において，第９条第１項中「第31条に規定する運

営規程」とあるのは「第73条に規定する重要事項に関する規程」と，

同項，第32条の２第２項，第34条第１項並びに第40条の２第１号及び

第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認

知症対応型通所介護従業者」と，第59条の13第３項及び第４項並びに

第59条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」

とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と，第59条の17第１項中

「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症

対応型通所介護について知見を有する者」と，第59条の18第４項中「第

59条の５第４項」とあるのは「第63第４項」と読み替えるものとする。

第81条 （略） 第81条 （略）

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第82条 （略） 第82条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各項に定める人員に関する

基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，同表の中欄

に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているとき

は，同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は，同表

の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

６ 指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる

施設等が併設されている場合において，前各項に定める人員に関する

基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，当該各号に

掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているとき

は，当該小規模多機能型居宅介護従業者は，当該各号に掲げる施設等

の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護老人福祉施設

(5) 介護老人保健施設

(6) 指定介護療養型医療施設（医療法（昭和23年法律第205号）第７
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条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限

る。）

(7) 介護医療院

７ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所（指定小規模多機能型居宅介護事業所であって，指定居宅

サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年

以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る

支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）との

密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪

問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者について

は，本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは，

１人以上とすることができる。

７ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所（指定小規模多機能型居宅介護事業所であって，指定居宅

サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年

以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合

型サービス事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サー

ビス事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して

指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この

章において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営され

るものをいう。以下この章において同じ。）に置くべき訪問サービス

の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については，本体事業

所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは，１人以上とす

ることができる。

８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所については，夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所に

おいて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模

８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所については，夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所に

おいて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は複合型サー

(1) 当該指定小規模

多機能型居宅介護

事業所に中欄に掲

げる施設等のいず

れかが併設されて

いる場合

指定認知症対応型共同生活介護事

業所，指定地域密着型特定施設，

指定地域密着型介護老人福祉施

設，指定介護老人福祉施設，介護

老人保健施設，指定介護療養型医

療施設（医療法（昭和23年法律第2

05号）第7条第2項第4号に規定する

療養病床を有する診療所であるも

のに限る。）又は介護医療院

介護職員

(2) 当該指定小規模

多機能型居宅介護

事業所の同一敷地

内に中欄に掲げる

施設等のいずれか

がある場合

(1)の項中欄に掲げる施設等，指定

居宅サービスの事業を行う事業

所，指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所，指定地域密着

型通所介護事業所又は指定認知症

対応型通所介護事業所

看護師又は

准看護師
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多機能型居宅介護従業者（第191条第１項に規定する看護小規模多機能

型居宅介護従業者をいう。）により当該サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められると

きは，夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型

居宅介護従業者を置かないことができる。

ビス従業者（第191条第１項に規定する複合型サービス従業者をいう。）

により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の処遇が適切に行われると認められるときは，夜間及び深夜の時間帯

を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないこ

とができる。

９ （略） ９ （略）

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者に係る居宅サービス

計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援

専門員を置かなければならない。ただし，当該介護支援専門員は，利

用者の処遇に支障がない場合は，当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所の他の職務に従事し，又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所に併設する第６項の表(1)の項中欄に掲げる施設等の職務に従事す

ることができる。

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者に係る居宅サービス

計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援

専門員を置かなければならない。ただし，当該介護支援専門員は，利

用者の処遇に支障がない場合は，当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所の他の職務に従事し，又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所に併設する第６項各号に掲げる施設等の職務に従事することができ

る。

11～13 （略） 11～13 （略）

（管理者） （管理者）

第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居

宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし，当該管理者は，指定小規模多機能型居宅介護

事業所の管理上支障がない場合は，当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所の他の職務に従事し，又は他の事業,施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。

第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居

宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし，当該管理者は，指定小規模多機能型居宅介護

事業所の管理上支障がない場合は，当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所の他の職務に従事し，又は当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所に併設する前条第６項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷

地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が，指定夜間対応型訪問

介護事業者，指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併

せて受け，一体的な運営を行っている場合には，これらの事業に係る

職務を含む。）に従事することができるものとする。

２ （略） ２ （略）

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンタ

ー（老人福祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。），介護老人保健施設，介護医療院，指定小規模

多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事業所，指

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンタ

ー（老人福祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。），介護老人保健施設，介護医療院，指定小規模

多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事業所，指
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定複合型サービス事業所（第193条に規定する指定複合型サービス事業

所をいう。次条において同じ。）等の従業者又は訪問介護員等（介護

福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。次条，

第111条第３項，第112条,第192条第３項及び第193条において同じ。）

として３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であ

って，別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければ

ならない。

定複合型サービス事業所（第193条に規定する指定複合型サービス事業

所をいう。次条において同じ。）等の従業者又は訪問介護員等（介護

福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。次条，

第111条第３項，第112条及び第193条において同じ。）として３年以上

認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって，別に厚生

労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） （指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者）

第84条 （略） 第84条 （略）

第３節 設備に関する基準 第３節 設備に関する基準

（登録定員及び利用定員） （登録定員及び利用定員）

第85条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は，その登録定員（登録者

の数（当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定小規模多機

能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，登

録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第１項

に規定する登録者の数の合計数）の上限をいう。以下この章において

同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては，18人）以下とする。

第85条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は，その登録定員（登録者

の数（当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定小規模多機

能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，登

録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第１項

に規定する登録者の数の合計数）の上限をいう。以下この章において

同じ。）を25人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては，18人）以下とする。

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所は，次に掲げる範囲内において，

通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用者の数の上

限をいう。以下この章において同じ。）を定めるものとする。

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所は，次に掲げる範囲内において，

通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用者の数の上

限をいう。以下この章において同じ。）を定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を

超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，登録定員に

応じて，次の表に定める利用定員，サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては，12人）まで

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から15人（サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，12人）まで

（追加）登録定員 利用定員

26人又は27人 16人

28人 17人
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(2) （略） (2) （略）

第86条～第90条 （略） 第86条～第90条 （略）

（指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） （指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針）

第91条 （略） 第91条 （略）

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，自らその提供する指定小規

模多機能型居宅介護の質の評価を行い，それらの結果を公表し，常に

その改善を図らなければならない。

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，自らその提供する指定小規

模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに，定期的に外部の者に

よる評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなけ

ればならない。

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） （指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針）

第92条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。

第92条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略）

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,身体的拘束等の適正化

を図るため,次に掲げる措置を講じなければならない。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に

１回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の

従業者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。

（追加）

(8) （略） (7) （略）

(9) （略） (8) （略）

(10) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所における業務の効率化,介護サービスの質の向上

その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため,当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

（追加）

29人 18人
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る。）を定期的に開催しなければならない。

（居宅サービス計画の作成） （居宅サービス計画の作成）

第93条 （略） 第93条 （略）

２ 介護支援専門員は，前項に規定する居宅サービス計画の作成に当た

っては，介護保険法に基づき指定居宅介護支援等基準条例第14条各号

に掲げる具体的取扱方針に沿って行うものとする。

２ 介護支援専門員は，前項に規定する居宅サービス計画の作成に当た

っては，介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準等を定める条例（平成26年茨城県条例第56号）第16条

各号に掲げる具体的取扱方針に沿って行うものとする。

第94条～第100条 （略） 第94条～第100条 （略）

（定員の遵守） （定員の遵守）

第101条 （略） 第101条 （略）

２ 前項本文の規定にかかわらず，過疎地域その他これに類する地域に

おいて，地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅

介護の効率的運営に必要であると町が認めた場合は，指定小規模多機

能型居宅介護事業者は，町が認めた日から町介護保険事業計画（法第1

17条第１項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項に

おいて同じ。）の終期まで（町が次期の町介護保険事業計画を作成す

るに当たって，新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規

模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認め

た場合にあっては，次期の町介護保険事業計画の終期まで）に限り，

登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指

定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。

２ 前項本文の規定にかかわらず，過疎地域その他これに類する地域に

おいて，地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅

介護の効率的運営に必要であると町が認めた場合は，指定小規模多機

能型居宅介護事業者は，町が認めた日から町介護保険事業計画（法第1

17条第１項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項に

おいて同じ。）の終期まで（町が次期の町介護保険事業計画を作成す

るに当たって，新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規

模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認め

た場合にあっては，次期の町介護保険事業計画の終期まで）に限り，

登録定員並びに通いサービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型

居宅介護の提供を行うことができる。

第102条～第106条 （略） 第102条～第106条 （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第107条 （略） 第107条 （略）

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定小規模

多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結

の日から２年間保存しなければならない。

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定小規模

多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結

の日から２年間保存しなければならない。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 次条において準用する第20条第２項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録
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(4) 第92条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第92条第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 次条において準用する第28条の規定による町への通知に係る記

録

(5) 次条において準用する第28条に規定する町への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(6) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(7) 次条において準用する第40条第２項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録

(8) （略） (8) （略）

（準用） （準用）

第108条 第９条から第13条まで，第20条，第22条，第28条，第32条の２，

第34条から第38条まで，第40条から第41条まで，第59条の11，第59条

の13，第59条の16及び第59条の17までの規定は，指定小規模多機能型

居宅介護の事業について準用する。この場合において，第９条第１項

中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第100条に規定する重要

事項に関する規程」と，同項，第32条の２第２項，第34条第１項並び

に第40条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と，第59条

の11第２項中「この節」とあるのは「第５章第４節」と，第59条の13

第３項及び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中「地域

密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅会介護従業

者」と，第59条の17第１項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する

者」と，「６月」とあるのは「２月」と，「活動状況」とあるのは「通

いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替える

ものとする。

第108条 第９条から第13条まで，第20条，第22条，第28条，第32条の２，

第34条から第38条まで，第40条から第41条まで，第59条の11，第59条

の13，第59条の16及び第59条の17までの規定は，指定小規模多機能型

居宅介護の事業について準用する。この場合において，第９条第１項

中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第100条に規定する重要

事項に関する規程」と，同項，第32条の２第２項，第34条第１項並び

に第40条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と，第59条

の11第２項中「この節」とあるのは「第５章第４節」と，第59条の13

第３項及び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中「地域

密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅会介護従業

者」と，第59条の17第１項中「６月」とあるのは「２月」と，「地域

密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能

型居宅介護について知見を有する者」と，「活動状況」とあるのは「通

いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替える

ものとする。

第109条 （略） 第109条 （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第110条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「指定認

知症対応型共同生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。）ごとに置

第110条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「指定認

知症対応型共同生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。）ごとに置
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くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者（以下「介

護従業者」という。）の員数は，当該事業所を構成する共同生活住居

ごとに，夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同

生活介護の提供に当たる介護従業者を，常勤換算方法で，当該共同生

活住居の利用者（当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者（指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第71条第１項に規定する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，

指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共

同生活介護（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第70条に規定

する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は，当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第113条にお

いて同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１以上とするほか，

夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の

勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）を

いう。以下この項において同じ。）を行わせるために必要な数以上と

する。ただし，当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共

同生活住居の数が３である場合において，当該共同生活住居が全て同

一の階において隣接し，介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速

やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって，当該指定認

知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ，利用者の

安全性が確保されていると認められるときは，夜間及び深夜の時間帯

に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき従業者の員数

は夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜

の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者（以下「介

護従業者」という。）の員数は，当該事業所を構成する共同生活住居

ごとに，夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同

生活介護の提供に当たる介護従業者を，常勤換算方法で，当該共同生

活住居の利用者（当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者（指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第71条第１項に規定する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，

指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共

同生活介護（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第70条に規定

する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は，当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第113条にお

いて同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１以上とするほか，

夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の

勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）を

いう。以下この項において同じ。）を行わせるために必要な数以上と

する。ただし，当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共

同生活住居の数が３である場合において，当該共同生活住居がすべて

同一の階において隣接し，介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び

速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって，当該指定

認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ，利用者

の安全性が確保されていると認められるときは，夜間及び深夜の時間

帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるため

に必要な数以上とすることができる。

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業所に，指定小規模多機能型居宅

介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されて

いる場合において，前３項に定める員数を満たす介護従業者を置くほ

か，第82条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関す

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業所に，指定小規模多機能型居宅

介護事業所又は指定複合型サービス事業所が併設されている場合にお

いて，前３項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか，第82条に

定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満た
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る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は

第191条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関

する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いていると

きは，当該介護従業者は，当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又

は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することがで

きる。

す小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第191条に定

める指定複合型サービス事業所の人員に関する基準を満たす複合型サ

ービス従業者を置いているときは，当該介護従業者は，当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の職務に従

事することができる。

５・６ （略） ５・６ （略）

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は，介護支援専門員をも

って充てなければならない。ただし，併設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援

専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護

事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって，利用者

の処遇に支障がないときは，これを置かないことができるものとする。

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は，介護支援専門員をも

って充てなければならない。ただし，併設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の介護支援専門員との連

携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果

的な運営を期待することができる場合であって，利用者の処遇に支障

がないときは，これを置かないことができるものとする。

８ （略） ８ （略）

９ 第７項本文の規定にかかわらず，サテライト型指定認知症対応型共

同生活介護事業所（指定認知症対応型共同生活介護事業所であって，

指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業につ

いて３年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者に

より設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定

認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同

生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る

支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）との

密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）については，

介護支援専門員である計画作成担当者に代えて，第６項の別に厚生労

働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。

９ 第７項本文の規定にかかわらず，サテライト型指定認知症対応型共

同生活介護事業所（指定認知症対応型共同生活介護事業所であって，

指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業につ

いて３年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者に

より設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指

定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの（以下この

章において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営され

るものをいう。以下同じ。）については，介護支援専門員である計画

作成担当者に代えて，第６項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了

している者を置くことができる。

10 （略） 10 （略）

11 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定認知症対応型共

同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条第１項から第10項まで

11 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定認知症対応型共

同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条第１項から第９項まで
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に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。

12 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第130条第１項

第２号アの規定の適用については,当該規定中「１」とあるのは,「0.

9」とする。

(1) 第149条において準用する第92条第10号に規定する委員会におい

て,利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を

行い,及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

ア 利用者の安全及びケアの質の確保

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

ウ 緊急時の体制整備

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号

において「介護機器」という。）の定期的な点検

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修

(2) 介護機器を複数種類活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行

っていること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が

行われていると認められること。

（追加）

（管理者） （管理者）

第111条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，共同生活住居ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，当該管理者は，共同生活住居の管理上支障がない場合は，当該共

同生活住居の他の職務に従事し，又は他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。

第111条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，共同生活住居ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，当該管理者は，共同生活住居の管理上支障がない場合は，当該共

同生活住居の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，

施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは

指定複合型サービス事業所の職務に従事することができるものとす

る。

２・３ （略） ２・３ （略）
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第112条～第120条 （略） 第112条～第120条 （略）

（管理者による管理） （管理者による管理）

第121条 共同生活住居の管理者は，同時に介護保険施設，指定居宅サー

ビス，指定地域密着型サービス（サテライト型指定認知症対応型共同

生活介護事業所の場合は，本体事業所が提供する指定認知症対応型共

同生活介護を除く。），指定介護予防サービス若しくは指定地域密着

型介護予防サービスの事業を行う事業所，病院，診療所又は社会福祉

施設を管理する者であってはならない。ただし，当該共同生活住居の

管理上支障がない場合は，この限りでない。

第121条 共同生活住居の管理者は，同時に介護保険施設，指定居宅サー

ビス，指定地域密着型サービス（サテライト型指定認知症対応型共同

生活介護事業所の場合は，本体事業所が提供する指定認知症対応型共

同生活介護を除く。），指定介護予防サービス若しくは地域密着型介

護予防サービスの事業を行う事業所，病院，診療所又は社会福祉施設

を管理する者であってはならない。ただし，これらの事業所，施設等

が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がな

い場合は，この限りでない。

第122条～第124条 （略） 第122条～第124条 （略）

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第125条 （略） 第125条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の規定に基づき協力

医療機関を定めるに当たっては,次に掲げる要件を満たす協力医療機

関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において,医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を,常時確保していること。

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において,診療を行う体制を,常時確保していること。

（追加）

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,１年に１回以上,協力医療

機関との間で,利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとと

もに,協力医療機関の名称等を,当該指定認知症対応型共同生活介護事

業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。

（追加）

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成10 年法律第114号）第６条第1

7項に規定する第２種協定指定医療機関（以下「第２種協定指定医療機

関」という。）との間で,新興感染症（同条第７項に規定する新型イン

フルエンザ等感染症,同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９

項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を取り

（追加）
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決めるように努めなければならない。

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,協力医療機関が第２種協

定指定医療機関である場合においては,当該第２種協定指定医療機関

との間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければ

ならない。

（追加）

８ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に,当該利用者の病状が軽快し,退院が可

能となった場合においては,再び当該指定認知症対応型共同生活介護

事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならな

い。

（追加）

（支援居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） （居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止）

第126条 （略） 第126条 （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第127条 （略） 第127条 （略）

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対する指定認知

症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から２年間保存しなければならない。

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対する指定認知

症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から２年間保存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第115条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

(2) 第115条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(3) 第117条第６項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第117条第６項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第28条の規定による町への通知に係る記

録

(4) 次条において準用する第28条に規定する町への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(5) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(6) 次条において準用する第40条第２項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

(6) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録

(7) （略） (7) （略）

（準用） （準用）
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第128条 第９条，第10条，第12条，第13条，第22条，第28条，第32条の

２，第34条から第36条まで，第38条，第40条から第41条まで，第59条

の11，第59条の16，第59条の17第１項から第４項まで，第99条，第10

2条及び第104条の規定は，指定認知症対応型共同生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において，第９条第１項中「第31条に規定す

る運営規程」とあるのは「第122条に規定する重要事項に関する規程」

と，同項，第32条の２第２項，第34条第１項並びに第40条の２第１号

及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「介護従業者」と，第59条の11第２項中「この節」とあるのは「第

６章第４節」と，第59条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と，第59条の17第１項中

「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症

対応型共同生活介護について知見を有する者」と，「６月」とあるの

は「２月」と，第99条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と，第102条中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」

とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるも

のとする。

第128条 第９条，第10条，第12条，第13条，第22条，第28条，第32条の

２，第34条から第36条まで，第38条，第40条から第41条まで，第59条

の11，第59条の16，第59条の17第１項から第４項まで，第99条，第10

2条及び第104条の規定は，指定認知症対応型共同生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において，第９条第１項中「第31条に規定す

る運営規程」とあるのは「第122条に規定する重要事項に関する規程」

と，同項，第32条の２第２項，第34条第１項並びに第40条の２第１号

及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「介護従業者」と，第59条の11第２項中「この節」とあるのは「第

６章第４節」と，第59条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と，第59条の17第１項中

「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症

対応型共同生活介護について知見を有する者」と，「６月」とあるの

は「２月」と，第99条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と，第101条中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」

とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるも

のとする。

第129条 （略） 第129条 （略）

第130条 （略） 第130条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 第１項第１号，第３号及び第４号並びに前項の規定にかかわらず，

サテライト型特定施設の生活相談員，機能訓練指導員又は計画作成担

当者については，次に掲げる本体施設の場合には，次の各号に掲げる

区分に応じ，当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設

の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置かな

いことができる。

７ 第１項第１号，第３号及び第４号並びに前項の規定にかかわらず，

サテライト型特定施設の生活相談員，機能訓練指導員又は計画作成担

当者については，次に掲げる本体施設の場合には，次の各号に掲げる

区分に応じ，当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設

の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置かな

いことができる。

(1) （略） (1) （略）

（削除） (2) 病院 介護支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）

(2) （略） (3) （略）

８ （略） ８ （略）

９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は ９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は
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指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合におい

ては，当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか，

第82条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基

準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第19

1条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する

基準を満たす複合型サービス従業者を置いているときは，当該指定地

域密着型特定施設の従業者は，当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事すること

ができる。

指定複合型サービス事業所が併設されている場合においては，当該指

定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか，第82条に定

める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす

小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第191条に定め

る指定複合型サービス事業所の人員に関する基準を満たす複合型サー

ビス従業者を置いているときは，当該指定地域密着型特定施設の従業

者は，当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービ

ス事業所の職務に従事することができる。

10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については，併設される

指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利

用者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置かないこ

とができる。

10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については，併設される

指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の

介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が

適切に行われると認められるときは，これを置かないことができる。

（管理者） （管理者）

第131条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密

着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければな

らない。ただし，当該管理者は，指定地域密着型特定施設の管理上支

障がない場合は，当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従

事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等若しくは本体施設の

職務（本体施設が病院又は診療所の場合は，管理者としての職務を除

く。）若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができ

るものとする。

第131条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密

着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければな

らない。ただし，当該管理者は，指定地域密着型特定施設の管理上支

障がない場合は，当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従

事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等若しくは本体施設の

職務（本体施設が病院又は診療所の場合は，管理者としての職務を除

く。）若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは

指定複合型サービス事業所の職務に従事することができるものとす

る。

第132条～第137条 （略） 第132条～第137条 （略）

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針） （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針）

第138条 （略） 第138条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，身体的拘束等の

適正化を図るため，次に掲げる措置を講じなければならない。

６ 指定地域密着型特定入所者生活介護事業者は，身体的拘束等の適正

化を図るため，次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電
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話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに，その結果について，介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに，その結果について，介護従業者その他の従

業者に周知徹底を図ること。

(2) （略） (2) （略）

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。

７ （略） ７ （略）

第139条～第146条 （略） 第139条～第146条 （略）

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第147条 （略） 第147条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前項の規定に基

づき協力医療機関を定めるに当たっては,次に掲げる要件を満たす協

力医療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を,常時確保していること。

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療

の求めがあった場合において診療を行う体制を,常時確保している

こと。

（追加）

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,一年に一回以上,

協力医療機関との間で,利用者の病状が急変した場合等の対応を確認

するとともに,協力医療機関の名称等を,当該指定地域密着型特定施設

入居者生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければ

ならない。

（追加）

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,第二種協定指定

医療機関との間で,新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。

（追加）

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,協力医療機関が

第二種協定指定医療機関である場合においては,当該第二種協定指定

医療機関との間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わ

（追加）

-
 
5
8
 
-



なければならない。

７ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者が協力医

療機関その他の医療機関に入院した後に,当該利用者の病状が軽快し,

退院が可能となった場合においては,再び当該指定地域密着型特定施

設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

（追加）

（記録の整備） （記録の整備）

第148条 （略） 第148条 （略）

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第136条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

(2) 第136条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(3) 第138条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第138条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第146条第３項の規定による結果等の記録 (4) 第146条第３項に規定する結果等の記録

(5) 次条において準用する第28条の規定による町への通知に係る記

録

(5) 次条において準用する第28条に規定する町への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(6) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(7) 次条において準用する第40条第２項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録

(8)・(9) （略） (8)・(9) （略）

（準用） （準用）

第149条 第12条，第13条，第22条，第28条，第32条の２，第34条から第

38条まで，第40条から第41条まで，第59条の11，第59条の15，第59条

の16，第59条の17第１項から第４項まで,第92条第10号及び第99条の規

定は，指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用す

る。この場合において，第32条の２第２項，第34条第１項並びに第40

条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

第149条 第12条，第13条，第22条，第28条，第32条の２，第34条から第

38条まで，第40条から第41条まで，第59条の11，第59条の15，第59条

の16，第59条の17第１項から第４項まで及び第99条の規定は，指定地

域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合

において，第32条の２第２項，第34条第１項並びに第40条の２第１号

及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの
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者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と，第59条の11第２項

中「この節」とあるのは「第７章第４節」と，第59条の16第２項第１

号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着

型特定施設従業者」と，第59条の17第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活

介護について知見を有する者」と，「６月」とあるのは「２月」と読

み替えるものとする。

は「地域密着型特定施設従業者」と，第59条の11第２項中「この節」

とあるのは「第７章第４節」と，第59条の16第２項第１号及び第３号

中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従

業者」と，第59の17第１項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知

見を有する者」と，「６月」とあるのは「２月」と読み替えるものと

する。

第８章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第８章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第１節 基本方針 第１節 基本方針

第150条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護」という。）の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設（以

下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。）は，地域密着型施

設サービス計画（法第８条第22項に規定する地域密着型施設サービス

計画をいう。以下同じ。）に基づき，可能な限り，居宅における生活

への復帰を念頭に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援

助，社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，

健康管理及び療養上の世話を行うことにより，入所者がその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指

すものでなければならない。

第150条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護」という。）の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設（以

下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。）は，地域密着型施

設サービス計画（法第８条第21項に規定する地域密着型施設サービス

計画をいう。以下同じ。）に基づき，可能な限り，居宅における生活

への復帰を念頭に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援

助，社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，

健康管理及び療養上の世話を行うことにより，入所者がその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指

すものでなければならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第151条 （略） 第151条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項第１号の規定にかかわらず，サテライト型居住施設（当該施

設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老

人福祉施設，指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施

設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び

第17項，次条第１項第６号並びに第180条第１項第３号において同

じ。），介護老人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診療所であ

って当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この章において「本

４ 第１項第１号の規定にかかわらず，サテライト型居住施設（当該施

設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老

人福祉施設，指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施

設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第８条第１項及び

第17項，次条第１項第６号並びに第180条第１項第３号において同

じ。），介護老人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診療所であ

って当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この章において「本
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体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ，本体施設とは別の

場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同

じ。）の医師については，本体施設の医師により当該サテライト型居

住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは，こ

れを置かないことができる。

体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ，本体施設とは別の

場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同

じ。）の医師については，本体施設の医師により当該サテライト型居

住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは，こ

れを置かないことができる。

５～７ （略） ５～７ （略）

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定にかかわらず，サテ

ライト型居住施設の生活相談員，栄養士若しくは管理栄養士，機能訓

練指導員又は介護支援専門員については，次に掲げる本体施設の場合

には，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める職員により当

該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められ

るときは，これを置かないことができる。

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定にかかわらず，サテ

ライト型居住施設の生活相談員，栄養士若しくは管理栄養士，機能訓

練指導員又は介護支援専門員については，次に掲げる本体施設の場合

には，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める職員により当

該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められ

るときは，これを置かないことができる。

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

生活相談員，栄養士若しくは管理栄養士，機能訓練指導員又は介護

支援専門員

(1) 指定介護老人福祉施設 生活相談員，栄養士若しくは管理栄養

士，機能訓練指導員又は介護支援専門員

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略）

９～11 （略） ９～11 （略）

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又

は指定介護予防サービス等の事業の人員､設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成18年厚生労働省令第35号）第129条第１項に規定する指定

介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業

所等」という。）が併設される場合においては，当該指定短期入所生

活介護事業所等の医師については，当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康

管理が適切に行われると認められるときは，これを置かないことがで

きる。

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又

は指定介護予防サービス等基準第129条第１項に規定する指定介護予

防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所等」

という。）が併設される場合においては，当該指定短期入所生活介護

事業所等の医師については，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の

医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が

適切に行われると認められるときは，これを置かないことができる。

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所（指定居宅

サービス等基準第93条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。）

指定短期入所生活介護事業所等，指定地域密着型通所介護事業所又は

併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所（指定居宅

サービス等基準第93条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。）

指定短期入所生活介護事業所等，指定地域密着型通所介護事業所又は

併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地
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域密着型介護予防サービス基準条例第５条第１項に規定する併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場

合においては，当該併設される事業所の生活相談員，栄養士又は機能

訓練指導員については，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活

相談員，栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事

業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置

かないことができる。

域密着型介護予防サービス基準条例第５条第１項に規定する併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場

合においては，当該併設される事業所の生活相談員，栄養士若しくは

管理栄養士又は機能訓練指導員については，当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の生活相談員，栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練

指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められ

るときは，これを置かないことができる。

14 （略） 14 （略）

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事

業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合に

おいては，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員に

ついては，当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指

定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認

められるときは，これを置かないことができる。

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事

業所又は指定複合型サービス事業所が併設される場合においては，当

該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については，当

該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サー

ビス事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置

かないことができる。

16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事

業所，指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第44条第１項に規定する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所

等」という。）が併設される場合においては，当該指定地域密着型介

護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を

置くほか，当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第82条若しく

は第191条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条に定

める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは，当該指

定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事

業所，指定複合型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第44条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）

が併設される場合においては，当該指定地域密着型介護老人福祉施設

が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか，当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第82条若しくは第191条又は

指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条に定める人員に関す

る基準を満たす従業者が置かれているときは，当該指定地域密着型介

護老人福祉施設の従業者は，当該指定小規模多機能型居宅介護事業所

等の職務に従事することができる。

17 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は，サテ

ライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設

であって，当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置

かない場合にあっては，指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の

数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として

算出しなければならない。この場合において，介護支援専門員の数は，

（追加）
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同号の規定にかかわらず，１以上（入所者の数が100又はその端数を増

すごとに１を標準とする。）とする。

第152条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は，次のとおり

とする。

第152条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は，次のとおり

とする。

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略）

(6) 医務室 (6) 医務室

医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第２項に規定する診療

所とすることとし，入所者を診療するために必要な医薬品及び医療

機器を備えるほか，必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただ

し，本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人

福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせ

ず，入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほ

か，必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし，入所

者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要

に応じて臨床検査設備を設けること。ただし，本体施設が指定介護

老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要

とせず，入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備え

るほか，必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとす

る。

(7)～(9) （略） (7)～(9) （略）

２ （略） ２ （略）

第153条～第156条 （略） 第153条～第156条 （略）

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針）

第157条 （略） 第157条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適正化を図る

ため，次に掲げる措置を講じなければならない。

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適正化を図る

ため，次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに，その結果について，介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに，その結果について，介護従業者その他の従

業者に周知徹底を図ること。

(2) （略） (2) （略）

(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。

７ （略） ７ （略）

第158条～第165条 （略） 第158条～第165条 （略）
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（緊急時の対応） （緊急時の対応）

第165条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，現に指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の

病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため，あらかじめ，第15

1条第１項第１号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て,当該医

師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応

方法を定めておかなければならない。

第165条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，現に指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の

病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため，あらかじめ，第15

1条第１項第１号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等におけ

る対応方法を定めておかなければならない。

（管理者による管理） （管理者による管理）

第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は，専ら当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければなら

ない。ただし，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障が

ない場合は，他の事業所，施設等又は本体施設の職務（本体施設が病

院又は診療所の場合は，管理者としての職務を除く。）に従事するこ

とができる。

第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は，専ら当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければなら

ない。ただし，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障が

ない場合は，同一敷地内にある他の事業所，施設等又は本体施設の職

務（本体施設が病院又は診療所の場合は，管理者としての職務を除く。）

に従事することができる。

（計画担当介護支援専門員の責務） （計画担当介護支援専門員の責務）

第167条 計画担当介護支援専門員は，第158条に規定する業務のほか，

次に掲げる業務を行うものとする。

第167条 計画担当介護支援専門員は，第158条に規定する業務のほか，

次に掲げる業務を行うものとする。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

(5) 第157条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するこ

と。

(5) 第157条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際

の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するこ

と。

(6) 第177条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容

等を記録すること。

(6) 第177条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等

を記録すること。

(7) 第175条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った

処置について記録すること。

(7) 第175条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置について記録すること。

第 168 条～第 171 条 （略） 第168条～第171条 （略）

（協力病院等） （協力病院等）

第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の病状の急変等に

備えるため,あらかじめ,次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関

（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を

第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入院治療を必要とする入

所者のために，あらかじめ，協力病院を定めておかなければならない。
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定めておかなければならない。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を,常時確保していること。

（追加）

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を,常時確保していること。

（追加）

(3) 入所者の病状が急変した場合等において,当該指定地域密着型介

護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が

診療を行い,入院を要すると認められた入所者の入院を原則として

受け入れる体制を確保していること。

（追加）

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は,１年に１回以上,協力医療機関

との間で,入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに,

協力医療機関の名称等を,当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係

る指定を行った市町村長に届け出なければならない。

（追加）

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は,第２種協定指定医療機関との

間で,新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければ

ならない。

（追加）

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は,協力医療機関が第２種協定指

定医療機関である場合においては,当該第２種協定指定医療機関との

間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければなら

ない。

（追加）

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者が協力医療機関その他

の医療機関に入院した後に,当該入所者の病状が軽快し,退院が可能と

なった場合においては,再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に

速やかに入所させることができるように努めなければならない。

（追加）

６ （略） ２ （略）

第173条～第175条 （略） 第173条～第175条 （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第176条 （略） 第176条 （略）

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対する指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対する指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を
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整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない。 整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第155条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

(2) 第155条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(3) 第157条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第157条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際

の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第28条の規定による町への通知に係る記

録

(4) 次条において準用する第28条に規定する町への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(5) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(6) 前条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録

(6) 前条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

(7) 次条において準用する第59条の17第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録

(7) 次条において準用する第34条第２項に規定する報告，評価，要望，

助言等の記録

（準用） （準用）

第177条 第９条，第10条，第12条，第13条，第22条，第28条，第32条の

２，第34条，第36条，第38条，第40条の２，第41条，第59条の11，第5

9条の15及び第59条の17第１項から第４項までの規定は，指定地域密着

型介護老人福祉施設について準用する。この場合において，第９条第

１項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第168条に規定する

重要事項に関する規程」と，同項，第32条の２第２項，第34条第１項

並びに第40条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「従業者」と，第13条第１項中「指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し，」とあるのは「入

所の際に」と，同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認めるときは，要介護認定」と

あるのは「要介護認定」と，第59条の11第２項中「この節」とあるの

は「第８章第４節」と，第59条の17第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について知見を有する者」と，「６月」とあるのは「２

月」と読み替えるものとする。

第177条 第９条，第10条，第12条，第13条，第22条，第28条，第32条の

２，第34条，第36条，第38条，第40条の２，第41条，第59条の11，第5

9条の15及び第59条の17第１項から第４項までの規定は，指定地域密着

型介護老人福祉施設について準用する。この場合において，第９条第

１項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第168条に規定する

重要事項に関する規程」と，同項，第32条の２第２項，第34条第１項

並びに第40の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「従業者」と，第13条第１項中「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し，」とあるのは「入

所の際に」と，同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認めるときは，要介護認定」と

あるのは「要介護認定」と，第59条の11第２項中「この節」とあるの

は「第８章第４節」と，第59条の17第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について知見を有する者」と，「６月」とあるのは「２

月」と読み替えるものとする。
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第５節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方

針並びに設備及び運営に関する基準

第５節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方

針並びに設備及び運営に関する基準

第178条・第179条 （略） 第178条・第179条 （略）

（設備） （設備）

第180条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は，

次のとおりとする。

第180条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は，

次のとおりとする。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 医務室 (3) 医務室

医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし，入居

者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要

に応じて臨床検査設備を設けること。ただし，本体施設が指定介護

老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライ

ト型居住施設については医務室を必要とせず，入居者を診療するた

めに必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じて臨床検

査設備を設けることで足りるものとする。

医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし，入居

者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要

に応じて臨床検査設備を設けること。ただし，本体施設が指定介護

老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要

とせず，入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備え

るほか，必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとす

る。

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略）

２ （略） ２ （略）

第３款 運営に関する基準 第３款 運営に関する基準

（利用料等の受領） （利用料等の受領）

第181条 （略） 第181条 （略）

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針）

第182条 （略） 第182条 （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適

正化を図るため，次に掲げる措置を講じなければならない。

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適

正化を図るため，次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに，その結果について，介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに，その結果について，介護従業者その他の従

業者に周知徹底を図ること。

(2) （略） (2) （略）
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(3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。

９ （略） ９ （略）

第183条～第186条 （略） 第183条～第186条 （略）

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第187条 （略） 第187条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は,ユニット

型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

（追加）

（定員の遵守） （定員の遵守）

第188条 （略） 第188条 （略）

（準用） （準用）

第189条 第９条，第10条，第12条，第13条，第22条，第28条，第32条の

２，第34条，第36条，第38条，第40条の２，第41条，第59条の11，第5

9条の15，第59条の17第１項から第４項まで，第153条から第155条まで，

第158条，第161条，第163条から第167条まで及び第171条から第176条

までの規定は，ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について

準用する。この場合において，第９条第１項中「第31条に規定する運

営規程」とあるのは「第186条に規定する重要事項に関する規程」と，

同項，第32条の２第２項，第34条第１項並びに第40条の２第１号及び

第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従

業者」と，第13条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供の開始に際し，」とあるのは「入居の際に」と，同条第２項中

「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であっ

て必要と認めるときは，要介護認定」とあるのは「要介護認定」と，

第59条の11第２項中「この節」とあるのは「第８章第５節」と，第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を

有する者」と，「６月」とあるのは「２月」と，第167条中「第158条」

とあるのは「第189条において準用する第158条」と，同条第５号中「第

157条第５項」とあるのは「第182条第７項」と，同条第６号中「第17

第189条 第９条，第10条，第12条，第13条，第22条，第28条，第32条の

２，第34条，第36条，第38条，第40条の２，第41条，第59条の11，第5

9条の15，第59条の17第１項から第４項まで，第153条から第155条まで，

第158条，第161条，第163条から第167条まで及び第171条から第176条

までの規定は，ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について

準用する。この場合において，第９条第１項中「第31条に規定する運

営規程」とあるのは「第186条に規定する重要事項に関する規程」と，

同項，第32条の２第２項，第34条第１項並びに第40条の２第１号及び

第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従

業者」と，第13条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供の開始に際し，」とあるのは「入居の際に」と，同条第２項中

「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であっ

て必要と認めるときは，要介護認定」とあるのは「要介護認定」と，

第59条の11第２項中「この節」とあるのは「第８章第５節」と，第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護について知見を

有する者」と，「６月」とあるのは「２月」と，第167条中「第158条」

とあるのは「第189条において準用する第158条」と，同条第５号中「第

157条第５項」とあるのは「第182条第７項」と，同条第６号中「第17
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7条」とあるのは「第189条」と，同条第７号中「第175条第３項」とあ

るのは「第189条において準用する第175条第３項」と，第176条第２項

第２号中「第155条第２項」とあるのは「第189条において準用する第1

55条第２項」と，同項第３号中「第157条第５項」とあるのは「第182

条第７項」と，同項第４号及び第５号中「次条」とあるのは「第189

条」と，同項第６号中「前条第３項」とあるのは「第189条において準

用する前条第３項」と読み替えるものとする。

7条」とあるのは「第189条」と，同条第７号中「第175条第３項」とあ

るのは「第189条において準用する第175条第３項」と，第176条第２項

第２号中「第155条第２項」とあるのは「第189条において準用する第1

55条第２項」と，同項第３号中「第157条第５項」とあるのは「第182

条第７項」と，同項第４号及び第５号中「次条」とあるのは「第189

条」と，同項第６号中「前条第３項」とあるのは「第189条において準

用する前条第３項」と読み替えるものとする。

第190条 （略） 第190条 （略）

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ご

とに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者

（以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。）の員数は，

夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介

護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については，常

勤換算方法で，通いサービス（登録者（指定看護小規模多機能型居宅

介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録

を受けた者をいう。以下同じ。）を指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下

同じ。）の提供に当たる者をその利用者の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上及び訪問サービス（看護小規模多機能型居宅介護従業者

が登録者の居宅を訪問し，当該居宅において行う指定看護小規模多機

能型居宅介護（第82条第７項に規定する本体事業所である指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予

防サービス基準条例第44条第７項に規定するサテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所（第６項において「サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の登録者，第

８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては，当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定す

第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ご

とに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者

（以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。）の員数は，

夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介

護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については，常

勤換算方法で，通いサービス（登録者（指定看護小規模多機能型居宅

介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録

を受けた者をいう。以下同じ。）を指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下

同じ。）の提供に当たる者をその利用者の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上及び訪問サービス（看護小規模多機能型居宅介護従業者

が登録者の居宅を訪問し，当該居宅において行う指定看護小規模多機

能型居宅介護（第82条第７項に規定する本体事業所である指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予

防サービス基準第44条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所（第６項において「サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の登録者，第８項

に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては，当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録並びに同項に規定するサテ
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るサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，

当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項

に規定する本体事業所，当該本体事業所に係る他の同項に規定するサ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業

所に係る第82条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居

宅介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。）の提供に当た

る者を２以上とし，夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多

機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては，夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤

務（宿直勤務を除く。）をいう。第６項において同じ。）に当たる者

を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とす

る。

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，当該サ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定

する本体事業所，当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係

る第82条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護

を含む。）をいう。以下この章において同じ。）の提供に当たる者を

２以上とし，夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者について

は，夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿

直勤務を除く。）をいう。第６項において同じ。）に当たる者を１以

上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲

げる施設等が併設されている場合において，前各項に定める人員に関

する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，当

該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いてい

るときは，当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は，当該各号に掲

げる施設等の職務に従事することができる。

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲

げる施設等が併設されている場合において，前各項に定める人員に関

する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，当

該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いてい

るときは，当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は，当該各号に掲

げる施設等の職務に従事することができる。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

（削除） (4) 指定介護療養型医療施設（医療法第７条第２項第４号に規定する

療養病床を有する診療所であるものに限る。）

(4) （略） (5) （略）

８～12 （略） ８～12 （略）

13 第11項の規定にかかわらず，サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所については，本体事業所の介護支援専門員により当該

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対し

て居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは，介護支援専門員

に代えて，看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前

項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者（第199条におい

13 第11項に規定にかかわらず，サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所については，本体事業所の介護支援専門員により当該

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対し

て居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは，介護支援専門員

に代えて，看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前

項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者（第199条におい
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て「研修修了者」という。）を置くことができる。 て「研修修了者」という。）を置くことができる。

14 指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービスに該当する複

合型サービス（以下「指定複合型サービス」という。）の事業を行う

者をいう。以下同じ。）が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け，

かつ，指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に，指定居宅

サービス等基準第60条第１項第１号イに規定する人員に関する基準を

満たすとき（同条第４項の規定により同条第１項第１号イ及び第２号

に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第６条

第12項の規定により同条第１項第４号アに規定する基準を満たしてい

るものとみなされているときを除く。）は，当該指定複合型サービス

事業者は，第４項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。

14 指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービスに該当する複

合型サービス（以下「指定複合型サービス」という。）の事業を行う

者をいう。以下同じ。）が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け，

かつ，指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に，指定居宅

サービス等基準第60条第１項第１号イの規定に相当する県基準条例の

規定に規定する人員に関する基準を満たすとき（同条第４項の規定に

相当する県基準条例の規定により同条第１項第１号イ及び第２号の規

定に相当する県基準条例の規定に規定する基準を満たしているものと

みなされているとき及び第６条第12項の規定により同条第１項第４号

アに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。）

は，当該指定複合型サービス事業者は，第４項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。

（管理者） （管理者）

第192条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし，当該管理者は，指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，又は他の事業所,施設等

の職務に従事することができるものとする。

第192条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし，当該管理者は，指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある

他の事業所，施設等若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等の職務に従事すること

ができるものとする。

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の管理者は，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンタ

ー，介護老人保健施設，介護医療院，指定小規模多機能型居宅介護事

業所，指定認知症対応型共同生活介護事業所，指定複合型サービス事

業所等の従業者若しくは訪問介護員等として３年以上認知症である者

の介護に従事した経験を有する者であって，別に指定地域密着型サー

ビスの人員，設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34

号）の厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若し

３ 前項の管理者は，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンター，

介護老人保健施設，介護医療院，指定小規模多機能型居宅介護事業所，

指定認知症対応型共同生活介護事業所，指定複合型サービス事業所等

の従業者若しくは訪問介護員等として３年以上認知症である者の介護

に従事した経験を有する者であって，別に指定地域密着型サービスの

人員，設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）の

厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看
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くは看護師でなければならない。 護師でなければならない。

（指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） （指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者）

第193条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は，特別養護

老人ホーム，老人デイサービスセンター，介護老人保健施設，介護医

療院，指定小規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応型共同生

活介護事業所，指定複合型サービス事業所（指定複合型サービスの事

業を行う事業所をいう。）等の従業者，訪問介護員等として認知症で

ある者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若

しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって，別に

厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看

護師でなければならない。

第193条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は，特別養護

老人ホーム，老人デイサービスセンター，介護老人保健施設，介護医

療院，指定小規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応型共同生

活介護事業所，指定複合型サービス事業所（指定複合型サービスの事

業を行う事業所をいう。）等の従業者，訪問介護員等として認知症で

ある者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若

しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって，別に

指定地域密着型サービスの人員，設備及び運営に関する基準（平成18

年厚生労働省令第34号）の厚生労働大臣が定める研修を修了している

もの又は保健師若しくは看護師でなければならない。

（登録定員及び利用定員） （登録定員及び利用定員）

第194条 （略） 第194条 （略）

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は，次に掲げる範囲内にお

いて，通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用

者の数の上限をいう。以下この章において同じ。）を定めるものとす

る。

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は，次に掲げる範囲内にお

いて，通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用

者の数の上限をいう。以下この章において同じ。）を定めるものとす

る。

(1) （略） (1) （略）

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人（サ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，６

人）まで

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人（サ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業者にあっては，６

人）まで

（設備及び備品等） （設備及び備品等）

第195条 （略） 第195条 （略）

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準

（指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） （指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針）

第196条 （略） 第196条 （略）

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） （指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針）

第197条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は，次に掲げるところ 第197条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は，次に掲げるところ

-
 
7
2
 
-



によるものとする。 によるものとする。

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は，利用者が住み慣れた地域で

の生活を継続することができるよう，利用者の病状，心身の状況，

希望及びその置かれている環境を踏まえて，通いサービス，訪問サ

ービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより，当該利

用者の居宅において,又はサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間

宿泊させ,日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は

必要な診療の補助を妥当適切に行うものとする。

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は，利用者が住み慣れた地域で

の生活を継続することができるよう，利用者の病状，心身の状況，

希望及びその置かれている環境を踏まえて，通いサービス，訪問サ

ービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより，療養上

の管理の下で妥当適切に行うものとする。

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は,身体的拘束等の適正

化を図るため,次に掲げる措置を講じなければならない。

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を三月に

一回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の

従業者に周知徹底を図ること。

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し,身体的拘束等の適

正化のための研修を定期的に実施すること。

（追加）

(8) （略） (7) （略）

(9) （略） (8) （略）

(10) （略） (9) （略）

(11) （略） (10) （略）

(12) （略） (11) （略）

第198条・第199条 （略） 第198条・第199条 （略）

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応）

第200条 看護小規模多機能型居宅介護従業者は，現に指定看護小規模多

機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は，速やかに主治の医師への連絡を行う等の

必要な措置を講じなければならない。

第200条 看護小規模多機能型居宅介護従業者は，現に指定複合型サービ

スの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は，速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。

２ （略） ２ （略）
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（記録の整備） （記録の整備）

第201条 （略） 第201条 （略）

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定看

護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，

その完結の日から２年間保存しなければならない。

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定看

護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，

その完結の日から５年間保存しなければならない。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 第197条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第197条第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略）

(6) 次条において準用する第20条第２項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(6) 次条において準用する第20条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録

(7) 次条において準用する第28条の規定による町への通知に係る記

録

(7) 次条において準用する第28条に規定する町への通知に係る記録

(8) 次条において準用する第38条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(8) 次条において準用する第38条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(9) 次条において準用する第40条第２項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

(9) 次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録

(10) （略） (10) （略）

（準用） （準用）

第202条 第９条から第13条まで，第20条，第22条，第28条，第32条の２，

第34条から第38条まで，第40条から第41条まで，第59条の11，第59条

の13，第59条の16，第59条の17，第87条から第90条まで，第93条から

第95条まで，第97条，第98条，第100条から第104条まで及び第106条の

規定は，指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

この場合において，第９条第１項中「第31条に規定する運営規程」と

あるのは「第202条において準用する第100条に規定する重要事項に関

する規程」と，同項，第32条の２第２項，第34条第１項並びに第40条

の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と，第59条の11第

２項中「この節」とあるのは「第９章第４節」と，第59条の13第３項

第202条 第９条から第13条まで，第20条，第22条，第28条，第32条の２，

第34条から第38条まで，第40条から第41条まで，第59条の11，第59条

の13，第59条の16，第59条の17，第87条から第90条まで，第93条から

第95条まで，第97条，第98条，第100条から第104条まで及び第106条の

規定は，指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

この場合において，第９条第１項中「第31条に規定する運営規程」と

あるのは「第202条において準用する第100条に規定する重要事項に関

する規程」と，同項，第32条の２第２項，第34条第１項並びに第40条

の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問看護従業者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と，第59条の11第２

項中「この節」とあるのは「第９章第４節」と，第59条の13第３項及
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及び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

と，第59条の17第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する

者」と，「６月」とあるのは「２月」と，「活動状況」とあるのは「通

いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と第87条中「第

82条第12項」とあるのは「第191条第13項」と，第89条及び第97条中「小

規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と，第106条中「第82条第６項」とあるのは「第191条第

７項各号」と読み替えるものとする。

び第４項並びに第59条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型通

所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と，

第59条の17第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」

と，「６月」とあるのは「２月」と，「活動状況」とあるのは「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と第87条中「第8

2条第12項」とあるのは「第191条第13項」と，第89条及び第97条中「小

規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と，第106条中「第82条第６項」とあるのは「第191条第

７項各号」と読み替えるものとする。

第10章 雑則 第10章 雑則

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第203条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービス

の提供に当たる者は，作成，保存その他これらの類するもののうち，

この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，

副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第12条第１

項（第59条，第59条の20，第59条の20の３，第59条の38，第80条，第1

08条，第128条，第149条，第177条，第189条及び前条において準用す

る場合を含む。），第115条第１項，第136条第１項及び第155条第１項

（第189条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するもの

を除く。）については，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。）により行うことができる。

第203条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービス

の提供に当たる者は，作成，保存その他これに類するもののうち，こ

の条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，

副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されているもの（第12条

第１項（第59条，第59条の20，第59条の20の３，第59条の38，第80条，

第108条，第128条，第149条，第177条，第189条及び第202条において

準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）につい

ては，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）により行うことができる。

２ （略） ２ （略）

（以下略） （以下略）
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城里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 新旧対照表（第４条関係）

改 正 後 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」と

いう。）第115条の12第２項第１号の規定に基づき指定地域密着型介護予

防サービス事業者の指定に関し必要な事項を定めるとともに，法第115

条の14第１項及び第２項の規定に基づき指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定め

るものとする。

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」と

いう。）第115条の14第１項及び第２項の規定に基づき，指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準について定めるものとする。

（定義） （定義等）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ

当該各号に定めるところによる。

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ

当該各号に定めるところによる。

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第８条の２第12項に規定

する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第８条の２第14項に規

定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）

（削除） ２ 法第54条の２第１項本文で指定する指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者について，法第115条の12第２項第１号に規定する条例で定め

る者は，法人であるものとする。

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定）

第２条の２ 法第54条の２第１項本文の指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者の指定に関し，法第115条の12第２項第１号の規定により条例

で定める者は，法人とする。

（追加）

第３条～第５条 （略） 第３条～第５条 （略）

（管理者） （管理者）

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専ら

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専ら
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その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，

当該管理者は，単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，又は他の事業所，施

設等の職務に従事することができるものとする。

その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，

当該管理者は，単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にあ

る他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。

２ （略） ２ （略）

（設備及び備品等） （設備及び備品等）

第７条 （略） 第７条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し,夜間及び深夜に単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供

する場合に限る。）には,当該サービスの内容を当該サービスの提供の

開始前に町長に届け出るものとする。

（追加）

５ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，か

つ，単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については，指定地域密着型サービス

基準条例第63条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を

満たすことをもって，第１項から第３項までに規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。

４ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，か

つ，単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については，指定地域密着型サービス

基準条例第63条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を

満たすことをもって，前３項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。

（従業者の員数） （従業者の員数）

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型サービ

ス基準条例第110条第１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護

事業所をいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所（第71条第１項に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所をいう。次条第１項において同じ。）の居間若し

くは食堂又は指定地域密着型特定施設（指定地域密着型サービス基準

条例第129条第１項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条第

１項及び第44条第６項において同じ。）若しくは指定地域密着型介護

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型サービ

ス基準条例第110条第１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護

事業所をいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所（第71条第１項に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所をいう。次条第１項において同じ。）の居間若し

くは食堂又は指定地域密着型特定施設（指定地域密着型サービス基準

条例第129条第１項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条第

１項及び第44条第６項第２号において同じ。）若しくは指定地域密着
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老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第150条第１項に規定

する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条第１項及び第44条

第６項において同じ。）の食堂若しくは共同生活室において，これら

の事業所又は施設（第10条第１項において「本体事業所等」という。）

の利用者，入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型

通所介護（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。）

の事業を行う者（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所」という。）に置くべき従業者の員数

は，当該利用者，当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護の利用者（当該共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者

（指定地域密着型サービス基準条例第64条第１項に規定する共用型指

定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて

受け，かつ，共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用

型指定認知症対応型通所介護（同項に規定する共用型指定認知症対応

型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては，当該事業所における共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介

護の利用者。次条第１項において同じ。）の数を合計した数について，

第71条又は指定地域密着型サービス基準条例第110条，第130条若しく

は第151条の規定を満たすために必要な数以上とする。

型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第150条第１項

に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条第１項及び

第44条第６項第３号において同じ。）の食堂若しくは共同生活室にお

いて，これらの事業所又は施設（第10条第１項において「本体事業所

等」という。）の利用者，入居者又は入所者とともに行う指定介護予

防認知症対応型通所介護（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護」という。）の事業を行う者（以下「共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。）に置

くべき従業者の員数は，当該利用者，当該入居者又は当該入所者の数

と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者（当該共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応

型通所介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第64条第１項に

規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け，かつ，共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護（同項に規定する共用型

指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合にあっては，当該事業所に

おける共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知

症対応型通所介護の利用者。次条第１項において同じ。）の数を合計

した数について，第71条又は指定地域密着型サービス基準条例第110

条，第130条若しくは第151条の規定を満たすために必要な数以上とす

る。

２ （略） ２ （略）

（利用定員等） （利用定員等）

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員

（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時

に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいう。）は，指定認知症対応型共同生活介護

事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては

共同生活住居（法第８条第20項又は法第８条の２第15項に規定する共

同生活を営むべき住居をいう。）ごとに，指定地域密着型特定施設又

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員

（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時

に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることがで

きる利用者の数の上限をいう。）は，指定認知症対応型共同生活介護

事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては

共同生活住居（法第８条第20項又は法第８条の２第15項に規定する共

同生活を営むべき住居をいう。）ごとに，指定地域密着型特定施設又
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は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第178条に規定するユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項におい

て同じ。）を除く。）においては施設ごとに１日当たり３人以下とし，

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごと

に当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当

該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１

日当たり12人以下となる数とする。

は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第178条に規定するユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同

じ。）を除く。）においては施設ごとに１日当たり３人以下とし，ユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに

当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数と当該

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日

当り12人以下となる数とする。

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定居宅サー

ビス（法第41条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。），指定

地域密着型サービス（法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型

サービスをいう。），指定居宅介護支援（法第46条第１項に規定する

指定居宅介護支援をいう。），指定介護予防サービス（法第53条第１

項に規定する指定介護予防サービスをいう。），指定地域密着型介護

予防サービス若しくは指定介護予防支援（法第58条第１項に規定する

指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８条第25

項に規定する介護保険施設をいう。）若しくは健康保険法等の一部を

改正する法律（平成18年法律第83号）第26条の規定による改正前の法

第48条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設の運営（同条

第７項及び第71条第９項において「指定居宅サービス事業等」という。）

について３年以上の経験を有する者でなければならない。

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定居宅サー

ビス（法第41条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。），指定

地域密着型サービス（法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型

サービスをいう。），指定居宅介護支援（法第46条第１項に規定する

指定居宅介護支援をいう。），指定介護予防サービス（法第53条第１

項に規定する指定介護予防サービスをいう。），指定地域密着型介護

予防サービス若しくは指定介護予防支援（法第58条第１項に規定する

指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８条第25

項に規定する介護保険施設をいう。）若しくは指定介護療養型医療施

設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則

第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた

同法第26条の規定による改正前の法第48条第１項第３号に規定する指

定介護療養型医療施設をいう。第44条第６項第４号において同じ。）

の運営（同条第７項及び第71条第９項において「指定居宅サービス事

業等」という。）について３年以上の経験を有する者でなければなら

ない。

（管理者） （管理者）

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし，当該管理者は，共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は，当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し，又はにある他の事業所，施設等の職務に従事することが

できるものとする。なお，共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし，当該管理者は，共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は，当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職

務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事

することができるものとする。なお，共用型指定介護予防認知症対応
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事業所の管理上支障がない場合は，当該共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の他の職務に従事し，かつ，他の本体事業所等の

職務に従事することとしても差し支えない。

型通所介護事業所の管理上支障がない場合は，当該共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，かつ，同一敷地

内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えな

い。

２ （略） ２ （略）

第11条～第15条 （略） 第11条～第15条 （略）

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握）

第16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供に当たっては，利用者に係る介護予防支援

事業者が開催するサービス担当者会議（城里町指定介護予防支援事業

者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例（平成27年城里町条例第16号、以

下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第32条第９号に規定す

るサービス担当者会議をいう。以下この章において同じ。）等を通じ

て，利用者の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

第16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供に当たっては，利用者に係る介護予防支援

事業者が開催するサービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号）第30条

第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章において同

じ。）等を通じて，利用者の心身の状況，その置かれている環境，他

の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけ

ればならない。

第17条～第30条 （略） 第17条～第30条 （略）

（衛生管理等） （衛生管理等）

第31条 （略） 第31条 （略）

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，当該指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し，又はまん延しな

いように，次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，当該指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し，又はまん延しな

いように，次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症

の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回

以上開催するとともに，その結果について，介護予防認知症対応型

通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症

の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置その他情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回

以上開催するとともに，その結果について，介護予防認知症対応型

通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) （略） (2) （略）
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(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において，介護予

防認知症対応型通所介護従業者に対し，感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において，介護予

防認知症対応型通所介護従業者に対し，感染症及びまん延の防止の

ための研修及び訓練を定期的に実施すること。

（掲示） （掲示）

第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に，運営規程の概要，介護

予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において

単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。

第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に，運営規程の概要，介護

予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，重要事項を記載した

書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け，か

つ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，前項の規

定による掲示に代えることができる。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，前項に規定する事項

を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備

え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，

同項の規定による掲示に代えることができる。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,原則として,重要事項

をウエブサイトに掲載しなければならない。

（追加）

第33条～第36条 （略） 第33条～第36条 （略）

（事故発生時の対応） （事故発生時の対応）

第37条 （略） 第37条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,第７条第４項の単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供

により事故が発生した場合は,第１項及び第２項の規定に準じた必要

な措置を講じなければならない。

（追加）

第37条の２・第38条 （略） 第37条の２・第38条 （略）

（地域との連携等） （地域との連携等）

第39条 （削除） 第39条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営

に当たっては，地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を

行う等の地域との交流を図らなければならない。

（削除） ２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当

たっては，提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用
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者からの苦情に関して，町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業

その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

（略） ３ （略）

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，前項の報告，評価，

要望，助言等についての記録を作成するとともに，当該記録を公表し

なければならない。

（追加）

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当

たっては，地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う

等の地域との交流を図らなければならない。

（追加）

４ （略） ４ （略）

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に

対して指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合には，当該建

物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を行うよう努めなければならない。

（追加）

（記録の整備） （記録の整備）

第40条 （略） 第40条 （略）

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第21条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

(2) 第21条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(3) 第42条第11号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間,その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

（追加）

(4) 第24条の規定による町への通知に係る記録 (3) 第24条に規定する町への通知に係る記録

(5) 第36条第２項の規定による苦情の内容等の記録 (4) 第36条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 第37条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(5) 第37条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録
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(7) 前条第２項の規定による報告,評価,要望,助言等の記録 （追加）

第４節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第４節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針） （指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針）

第41条 （略） 第41条 （略）

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） （指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針）

第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は，第４条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げると

ころによるものとする。

第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は，第４条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げると

ころによるものとする。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は，既に介護予防サービス計

画が作成されている場合は，当該介護予防サービス計画の内容に沿

って作成しなければならない。

(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は，既に介護予防サービス計

画が作成されている場合は，当該計画の内容に沿って作成しなけれ

ばならない。

(4)～(9) （略） (4)～(9) （略）

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。

（追加）

(11) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

（追加）

(12) （略） (10) （略）

(13) （略） (11) （略）

(14) （略） (12) （略）

(15) （略） (13) （略）

(16) 第１号から第14号までの規定は，前号に規定する介護予防認知

症対応型通所介護計画の変更について準用する。

(14) 第１号から第12号までの規定は，前号に規定する介護予防認知

症対応型通所介護計画の変更について準用する。

第43条 （略） 第43条 （略）

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第44条 （略） 第44条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）
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６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各項に定める人員に関する

基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか，同

表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いて

いるときは，同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者は，同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができ

る。

６ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれか

に掲げる施設等が併設されている場合において，前各項に定める人員

に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置く

ほか，当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは，当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にお

ける介護職員は，当該各号に掲げる施設等の職務に従事することがで

きる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護老人福祉施設

(5) 介護老人保健施設

(6) 指定介護療養型医療施設（医療法（昭和23年法律第205号）第７

条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限

る。）

(7) 介護医療院

７～９ （略） ７～９ （略）

10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者に係る指定

介護予防サービス等（法第８条の２第16項に規定する指定介護予防サ

ービス等をいう。以下同じ。）の利用に係る計画及び介護予防小規模

多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かな

ければならない。ただし，当該介護支援専門員は，利用者の処遇に支

障がない場合は，当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

他の職務に従事し，又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所に併設する第６項の表(1)の項中欄に掲げる施設等の職務に従事

10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者に係る指定

介護予防サービス等（法第８条の２第18項に規定する指定介護予防サ

ービス等をいう。以下同じ。）の利用に係る計画及び介護予防小規模

多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かな

ければならない。ただし，当該介護支援専門員は，利用者の処遇に支

障がない場合は，当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

他の職務に従事し，又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所に併設する第６項各号に掲げる施設等の職務に従事することがで

(1) 当該指定介護予

防小規模多機能型居

宅介護事業所に中欄

に掲げる施設等のい

ずれかが併設されて

いる場合

指定認知症対応型共同生活介護

事業所,指定地域密着型特定施

設,指定地域密着型介護老人福

祉施設,指定介護老人福祉施設,

介護老人保健施設,指定介護療

養型医療施設（医療法（昭和23

年法律第205号）第7条第2項第4

号に規定する療養病床を有する

診療所であるものに限る。）又

は介護医療院

介護職員

(2) 当該指定介護予

防小規模多機能型居

宅介護事業所の同一

敷地内に中欄に掲げ

る施設等のいずれか

がある場合

(1)の項中欄に掲げる施設等,指

定居宅サービスの事業を行う事

業所,指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所,指定地域

密着型通所介護事業所又は指定

認知症対応型通所介護事業所

看護師又は

准看護師

-
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することができる。 きる。

11～13 （略） 11～13 （略）

（管理者） （管理者）

第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし，当該管理者は，指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，又は

他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし，当該管理者は，指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，又は

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第６

項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６

条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を

いう。）の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（同項に規定す

る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。）が，指定

夜間対応型訪問介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第47条

第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。），指定訪

問介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関

する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」

という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。）又

は指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第60条第１項に規定

する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，

一体的な運営を行っている場合には，これらの事業に係る職務を含

む。）に従事することができるものとする。

２ 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条例第192条第１項の規

定にかかわらず，指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は，サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の管理者は，本体事業所の管理者をもって充てることがで

きるものとする。

２ 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条例第192条第１項本文

の規定にかかわらず，指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は，サテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の管理者は，本体事業所の管理者をもって充てること

ができるものとする。

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンタ

ー（老人福祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンター

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンタ

ー（老人福祉法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセンター

-
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をいう。以下同じ。），介護老人保健施設，介護医療院，指定認知症

対応型共同生活介護事業所，指定複合型サービス事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第193条に規定する指定複合型サービス事業所

をいう。次条において同じ。），指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２

項に規定する政令で定める者をいう。次条，第72条第３項及び第73条

において同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事した経

験を有する者であって，別に町長が定める研修を修了しているもので

なければならない。

をいう。以下同じ。），介護老人保健施設，介護医療院，指定認知症

対応型共同生活介護事業所，指定複合型サービス事業所，指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護

福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者（介護保険法施

行規則（平成11年厚生省令第36条。以下「施行規則」という。）第22

条の23第１項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限

る。）をいう。次条，第72条第３項及び第73条において同じ。）とし

て３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であっ

て，別に町長が定める研修を修了しているものでなければならない。

第46条 （略） 第46条 （略）

（登録定員及び利用定員） （登録定員及び利用定員）

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は，その登録定員

（登録者の数（当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指

定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定介

護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護

の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっ

ては，登録者の数及び指定地域密着型サービス基準条例第82条第１項

に規定する登録者の数の合計数）の上限をいう。以下この章において

同じ。）を29人（サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては，18人）以下とする。

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は，その登録定員

（登録者の数（当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指

定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定介

護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護

の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっ

ては，登録者の数及び指定地域密着型サービス基準条例第82条第１項

に規定する登録者の数の合計数）の上限をいう。以下この章において

同じ。）を25人（サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては，18人）以下とする。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は，次に掲げる範囲内

において，通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当た

りの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。）を定める

ものとする。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は，次に掲げる範囲内

において，通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当た

りの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。）を定める

ものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を

超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，登

録定員に応じて，次の表に定める利用定員。サテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，12人）まで

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から15人（サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，12人）まで

登録定員 利用定員

26人又は27人 16人
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(2) （略） (2) （略）

第48条～第52条 （略） 第48条～第52条 （略）

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止）

第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，

身体的拘束等を行ってはならない。

第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。

２ （略） ２ （略）

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,身体的拘束等の適

正化を図るため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者

に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

（追加）

第54条～第61条 （略） 第54条～第61条 （略）

（削除） （地域との連携等）

第62条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，利用者，利用者の家族，

地域住民の代表者，町の職員又は当該指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第１項に規定

する地域包括支援センターの職員，介護予防小規模多機能型居宅介護

について知見を有する者等により構成される協議会（以下この項にお

いて「運営推進会議」という。）を設置し，おおむね２月に１回以上，

運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活

動状況を報告し，運営推進会議による評価を受けるとともに，運営推

28人 17人

29人 18人
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進会議から必要な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，前項の報告，評価，

要望，助言等についての記録を作成するとともに，当該記録を公表し

なければならない。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，その事業の運営に

当たっては，地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行

う等の地域との交流を図らなければならない。

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，その事業の運営に

当たっては，提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関する

利用者からの苦情に関して，町等が派遣する者が相談及び援助を行う

事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならな

い。

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利

用者に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する場合に

は，当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければならない。

（居住機能を担う併設施設等への入居） （居住機能を担う併設施設等への入居）

第62条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，可能な限り，

利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提

としつつ，利用者が第44条第６項に掲げる施設等その他の施設へ入所

等を希望した場合は，円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう，必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第63条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，可能な限り，

利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提

としつつ，利用者が第44条第６項各号に掲げる施設等その他の施設へ

入所等を希望した場合は，円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう，

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（記録の整備） （記録の整備）

第63条 （略） 第64条 （略）

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 次条において準用する第21条第２項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第21条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録

-
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(4) 第53条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第53条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 次条において準用する第24条の規定による町への通知に係る記

録

(5) 次条において準用する第24条に規定する町への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第36条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(6) 次条において準用する第36条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(7) 次条において準用する第37条第２項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録

(8) 次条において準用する第39条第１項の規定による報告，評価，要

望，助言等の記録

(8) 第62条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記録

（準用） （準用）

第64条 第11条から第15条まで，第21条，第23条，第24条，第26条，第2

8条,第28条の２及び第31条から第39条まで（第37条第４項を除く。）

の規定は，指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用

する。この場合において，第11条第１項中「第27条に規定する運営規

程」とあるのは「第57条に規定する重要事項に関する規程」と，同項，

第28条第３項及び第４項，第28条の２第２項，第31条第２項第１号及

び第３号，第32条第１項並びに第37条の２第１号及び第３号中「介護

予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者」と，第26条第２項中「この節」とあるのは「第

３章第４節」と，第39条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介

護について知見を有する者」と，「６月」とあるのは「２月」と，「活

動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の

活動状況」と読み替えるものとする。

第65条 第11条から第15条まで，第21条，第23条，第24条，第26条，第2

8条及び第31条から第39条まで（第37条第４項を除く。）の規定は，指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場

合において，第11条第１項中「第27条に規定する運営規程」とあるの

は「第57条に規定する重要事項に関する規程」と，同項，第28条第３

項及び第４項，第28条の２第２項，第31条第２項第１号及び第３号，

第32条第１項並びに第37条の２第１号及び第３号中「介護予防認知症

対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者」と，第26条第２項中「この節」とあるのは「第３章第４節」

と，第39条第３項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知

見を有する者」と，「６月」とあるのは「２月」と，「活動状況」と

あるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と読み替えるものとする。

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） （指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針）

第65条 （略） 第66条 （略）

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，自らその提供する

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い，それらの結

果を公表し，常にその改善を図らなければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，自らその提供する

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに，定

期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にそ

の改善を図らなければならない。
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３～５ （略） ３～５ （略）

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） （指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針）

第66条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は，第43条に規定

する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げる

ところによるものとする。

第67条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は，第43条に規定

する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げる

ところによるものとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 介護支援専門員は，前号に規定する利用者の日常生活全般の状況

及び希望を踏まえて，指定介護予防支援等基準条例第32条各号に掲

げる具体的取扱方針及び指定介護予防支援等基準条例第33条各号に

掲げる留意点に沿って，指定介護予防サービス等の利用に係る計画

を作成するものとする。

(2) 介護支援専門員は，前号に規定する利用者の日常生活全般の状況

及び希望を踏まえて，城里町指定介護予防支援事業者の指定に関し

必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例（平成27年城里町条例第16号）第32条各号

に掲げる具体的取扱方針及び同条例第33条各号に掲げる留意点に沿

って，指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものと

する。

(3)～(15) （略） (3)～(15) （略）

（介護等） （介護等）

第67条 （略） 第68条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化,介護サービス

の質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため,当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全

並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催しなければならない。

（追加）

（社会生活上の便宜の提供等） （社会生活上の便宜の提供等）

第68条 （略） 第69条 （略）

第69条 （略） 第70条 （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第70条 （略） 第71条 （略）
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２～８ （略） ２～８ （略）

９ 第７項本文の規定にかかわらず，サテライト型指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所（指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所であって，指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉

に関する事業について３年以上の経験を有する指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

に対して当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支

援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）との密

接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）については，介

護支援専門員である計画作成担当者に代えて，第６項の別に厚生労働

大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。

９ 第７項本文の規定にかかわらず，サテライト型指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所（指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所であって，指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉

に関する事業について３年以上の経験を有する指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供

に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）

との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）について

は，介護支援専門員である計画作成担当者に代えて，第６項の別に厚

生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。

10 （略） 10 （略）

11 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型

共同生活介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指

定地域密着型サービス基準条例第110条第１項から第10項までに規定

する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。

11 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型

共同生活介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指

定地域密着型サービス基準条例第110条第１項から第９項までに規定

する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。

（管理者） （管理者）

第71条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，共同生活住

居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，当該管理者は，共同生活住居の管理上支障がない場合は，

当該共同生活住居の他の職務に従事し，又は他の事業所，施設等の職

務に従事することができるものとする。

第 72条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，共同生活住

居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし，当該管理者は，共同生活住居の管理上支障がない場合は，

当該共同生活住居の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業

所，施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務

に従事することができるものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） （指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者）

第72条 （略） 第73条 （略）
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第73条 （略） 第74条 （略）

（入退居） （入退居）

第74条 （略） 第75条 （略）

（サービスの提供の記録） （サービスの提供の記録）

第75条 （略） 第76条 （略）

（利用料等の受領） （利用料等の受領）

第76条 （略） 第77条 （略）

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止）

第77条 （略） 第78条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，身体的拘束等の

適正化を図るため，次に掲げる措置を講じなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，身体的拘束等の

適正化を図るため，次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに，その結果について，介護従業者その他の従

業者に周知徹底を図ること。

(1) 身体的拘束等の適正化のための施策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回

以上開催するとともに，その結果について，介護従業者その他の従

業者に周知徹底を図ること。

(2) （略） (2) （略）

(3) 介護従業者その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。

(3) 介護従業者その他の授業者に対し，身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。

（管理者による管理） （管理者による管理）

第78条 共同生活住居の管理者は，同時に介護保険施設，指定居宅サー

ビス，指定地域密着型サービス，指定介護予防サービス若しくは指定

地域密着型介護予防サービス（サテライト型指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所の場合は，本体事業所が提供する指定介護予防

認知症対応型共同生活介護を除く。）の事業を行う事業所，病院，診

療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし，当

該共同生活住居の管理上支障がない場合は，この限りでない。

第79条 共同生活住居の管理者は，同時に介護保険施設，指定居宅サー

ビス，指定地域密着型サービス，指定介護予防サービス若しくは地域

密着型介護予防サービス（サテライト型指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所の場合は，本体事業所が提供する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護を除く。）の事業を行う事業所，病院，診療所

又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし，これら

の事業所，施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居

の管理上支障がない場合は，この限りでない。

（運営規程） （運営規程）

第79条 （略） 第80条 （略）
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（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第80条 （略） 第81条 （略）

（定員の遵守） （定員の遵守）

第81条 （略） 第82条 （略）

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第82条 （略） 第83条 （略）

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の規定に基

づき協力医療機関を定めるに当たっては,次に掲げる要件を満たす協

力医療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を,常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療

の求めがあった場合において診療を行う体制を,常時確保している

こと。

（追加）

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,１年に１回以上,

協力医療機関との間で,利用者の病状が急変した場合等の対応を確認

するとともに,協力医療機関の名称等を,当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければ

ならない。

（追加）

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第

６条第１項に規定する第２種協定指定医療機関（次項において「第２

種協定指定医療機関」という。）との間で,新興感染症（同条第七項に

規定する新型インフルエンザ等感染症,同条第８項に規定する指定感

染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

（追加）

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,協力医療機関が

第２種協定指定医療機関である場合においては,当該第２種協定指定

医療機関との間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わ

なければならない。

（追加）

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者が協力医 （追加）
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療機関その他の医療機関に入院した後に,当該利用者の病状が軽快し,

退院が可能となった場合においては,再び当該指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所に速やかに入所させることができるように務

めなければならない。

７ （略） ２ （略）

８ （略） ３ （略）

（介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止） （介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止）

第83条 （略） 第84条 （略）

（記録の整備） （記録の整備）

第84条 （略） 第85条 （略）

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対する

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対する

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第76条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

(2) 第76条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(3) 第78条第２項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第78条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第24条の規定による町への通知に係る記

録

(4) 次条において準用する第24条に規定する町への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第36条第２項の規定による苦情の内容等

の記録

(5) 次条において準用する第36条第２項に規定する苦情の内容等の

記録

(6) 次条において準用する第37条第２項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

(6) 次条において準用する第37条第２項に規定する事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第39条第２項に規定する報告，評価，要望，

助言等の記録

(7) 次条において準用する第62条第２項に規定する報告，評価，要望，

助言等の記録

（準用） （準用）

第85条 第11条，第12条，第14条，第15条，第23条，第24条，第26条，

第28条の２，第31条から第34条まで，第36条から第39条まで,（第37

条第４項及び第39条第５項を除く。）第56条，第59条及び第61条の規

第86条 第11条，第12条，第14条，第15条，第23条，第24条，第26条，

第28条の２，第31条から第34条まで，第36条から第39条（第37条第４

項及び第39条第５項を除く。）まで，第56条，第59条及び第61条の規

-
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定は，指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用す

る。この場合において，第11条第１項中「第27条に規定する運営規程」

とあるのは「第80条に規定する重要事項に関する規程」と，同項，第2

8条の２第２項，第31条第２項第１号及び第３号，第32条第１項並びに

第37条の２第１号及び第３号中「介護予防認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と，第26条第２項中「この節」とある

のは「第４章第４節」と第39条第１項中「介護予防認知症対応型通所

介護について知見を有する者」とあるのは介護予防認知症対応型共同

生活介護について知見を有する者」と，「６月」とあるのは「２月」

と，第56条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と，第59条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」

と読み替えるものとする。

定は，指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用す

る。この場合において，第11条第１項中「第27条に規定する運営規程」

とあるのは「第80条に規定する重要事項に関する規程」と，「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と，第26

条第２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」と第39条第３項中

「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるの

は「介護従業者」と，「６月」とあるのは「２月」と，第56条中「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と，

第59条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは

「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるもの

とする。

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針） （指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針）

第86条 （略） 第87条 （略）

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，自らその提供す

る指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うととも

に，定期的に次の各号に掲げるいずれかの評価を受けて，それらの結

果を公表し，常にその改善を図らなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，自らその提供す

る指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うととも

に，定期的に次の各号に掲げるいずれかの評価を受けて，それらの結

果を公表し，常にその改善を図らなければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 前条において準用する第39条第１項に規定する運営推進会議に

おける評価

(2) 前条において準用する第39条第３項に規定する運営推進会議に

おける評価

３～５ （略） ３～５ （略）

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針） （指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針）

第87条 （略） 第88条 （略）

（介護等） （介護等）

第88条 （略） 第89条 （略）

（社会生活上の便宜の提供等） （社会生活上の便宜の提供等）

第89条 （略） 第90条 （略）

-
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第５章 雑則 第５章 雑則

（電磁的記録等） （電磁的記録等）

第90条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介

護予防サービスの提供に当たる者は，作成，保存その他これらに類す

るもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄

本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定される

もの（第14条第１項（第65条及び第86条において準用する場合を含む。）

及び第76条第１項並びに次項に規定するものを除く。）については，

書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。

第91条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介

護予防サービスの提供に当たる者は，作成，保存その他これらに類す

るもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄

本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙その他有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるも

の（第14条第１項（第65条及び第86条において準用する場合を含む。）

及び第76条第１項並びに次項に規定するものを除く。）については，

書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。

２ （略） ２ （略）

（以下略） （以下略）
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議案第１０号

城里町地元茶等による乾杯の推進に関する条例の制定について

城里町地元茶等による乾杯の推進に関する条例を別紙のとおり定める。

令和６年 ３月 ５日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和６年 月 日
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令和６年城里町条例第 号

城里町地元茶等による乾杯の推進に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、城里町（以下「町」という。）産の茶葉を原料とした緑茶及び紅茶

等の飲料(以下「地元茶等」という。)による乾杯を推進することにより、地元茶等の

普及促進を図り、もって町内産業の活性化に寄与することを目的とする。

（町の役割）

第２条 町は、地元茶等による乾杯の推進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（事業者の役割）

第３条 地元茶等の生産及び販売等に関する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、

地元茶等による乾杯を推進するために主体的に取り組むとともに、町及び他の事業者

と相互に協力するよう努めるものとする。

（町民の協力）

第４条 町民は、町及び事業者が行う地元茶等による乾杯を推進するための取組に協力

するよう努めるものとする。

（嗜好等への配慮）

第５条 町、事業者及び町民は、この条例の施行に当たり、個人の嗜好及び意思を尊重

するよう配慮するものとする。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

- 2 -



議案第１１号 

 

 

 

　　　水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する 

条例の制定について 

 

　水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のと

おり定める。 

 

 

 

 

 

　　　　　　令和６年　３月　５日　提　出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　城里町長　上遠野　　修 

 

 

 

 

 

　　　　　　令和６年　　月　　日
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令和６年城里町条例第 号 

 

水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（城里町水道事業給水条例の一部を改正する条例） 

第１条 城里町水道事業給水条例（平成17年城里町条例第151号）の一部を次のように

改正する。 

第７条第１項及び第23条第５号ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に

改める。 

  第28条第２項中「第１項」を「前項」に改める。 

（城里町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例の一部を改正する条例） 

第２条 城里町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例（平成25年城里町条例第10号）の一部を次のように改める。 

第４条第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日より施行する。 

- 2 -



 



城里町水道事業給水条例の一部を改正する条例　新旧対照表（第１条関係） 
 改　正　後 現　　　行

 第１条～第６条　（略） 第１条～第６条　（略）
 （給水装置の新設等の申込み） （給水装置の新設等の申込み）
 第７条　給水装置の新設，改造，修繕（法第16条の２第３項の国土交通

省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去しようとする

者は，町長の定めるところにより，あらかじめ町長に申し込み，その

承認を受けなければならない。

第７条　給水装置の新設，改造，修繕（法第16条の２第３項の厚生労働

省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去しようとする

者は，町長の定めるところにより，あらかじめ町長に申し込み，その

承認を受けなければならない。
 ２　（略） ２　（略）
 第８条～第22条　（略） 第８条～第22条　（略）
 （給水の停止） （給水の停止）
 第23条　町長は，次の各号のいずれかに該当するときは，その理由の継

続する間，給水を停止することができる。

第23条　町長は，次の各号のいずれかに該当するときは，その理由の継

続する間，給水を停止することができる。
 (1)～(4)　（略） (1)～(4)　（略）
 (5)　水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施

工した給水装置工事に係るものでないときは，その者の給水契約の

申込みを拒み，又はその者に対する給水を停止することができる。

ただし，法第16条の２第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽

微な変更であるとき，又は当該給水装置の構造及び材質がその基準

に適合していることを確認したときは，この限りでない。

(5)　水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施

工した給水装置工事に係るものでないときは，その者の給水契約の

申込みを拒み，又はその者に対する給水を停止することができる。

ただし，法第16条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽

微な変更であるとき，又は当該給水装置の構造及び材質がその基準

に適合していることを確認したときは，この限りでない。
 第24条～第27条　（略） 第24条～第27条　（略）
 （給水料金の額） （給水料金の額）
 第28条　（略） 第28条　（略）
 ２　前項に規定する表の区分により難いときの料金は，その都度町長が

定める。

２　第１項に規定する表の区分により難いときの料金は，その都度町長

が定める。
 （以下略） （以下略）

議案第１１号　説明資料

-
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城里町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

新旧対照表（第２条関係） 
 改　正　後 現　　　行

 第１条～第３条　（略） 第１条～第３条　（略）
 （水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格）
 第４条　法第19条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者の資格

は，次の各号のいずれかに該当するものとする。

第４条　法第19条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者の資格

は，次の各号のいずれかに該当するものとする。
 (1)～(5)　（略） (1)～(5)　（略）
 (6)　国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理

に関する講習の課程を修了した者

(6)　厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習

の課程を修了した者
 （以下略） （以下略）

-
 
2
 
-



 
 

議案第１２号 
 
 
 
   東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会を組織する地方公共団体の数の 
   増加及び東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会規約の変更について 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、令和６

年４月１日から、茨城県央環境衛生組合を加入させることにより、下記のとおり東茨城

郡内町村及び一部事務組合公平委員会規約を変更することに関し、関係地方公共団体と

協議することについて、同条第３項の規定において準用する同法第２５２条の２の２第

３項本文の規定により議会の議決を求める。 
 
 
 
 
 

令和６年 ３月 ５日 提 出 
 
                  城里町長 上遠野  修 
 
 
 
 
 

令和６年  月  日 
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東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会規約の一部を改正する規約 

 

 東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会規約（昭和５０年規約第１号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「茨城県市町村総合事務組合」の次に「，茨城県央環境衛生組合」を加える。 

   附 則 

 この規約は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１２号 説明資料 

東茨城郡内町村及び一部事務組合公平委員会規約の一部を改正する規約新旧対照表 

改 正 後 現   行 

本則 本則 

（設置） （設置） 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第７条第４項の規

定に基づき，次に掲げる町及び一部事務組合は，共同して公平委員会

を設置する。 

  茨城町，大洗町，城里町，大洗、鉾田、水戸環境組合，茨城地方広

域環境事務組合，茨城県市町村総合事務組合，茨城県央環境衛生組合 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第７条第４項の規

定に基づき，次に掲げる町及び一部事務組合は，共同して公平委員会

を設置する。 

  茨城町，大洗町，城里町，大洗、鉾田、水戸環境組合，茨城地方広

域環境事務組合，茨城県市町村総合事務組合，茨城県央環境衛生組合 

（以下略） （以下略） 

   附 則  

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

 -
 
1
 
-



議案第１３号

公の施設の広域利用に関する協議について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３第２項の規定に基づき、城里

町と水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町及び東海村と

の間において、公の施設の広域利用に関する協議をするため、同条第３項の規定により

議決を求める。

令和６年 ３月 ５日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和６年 月 日
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公の施設の広域利用に関する協定書

- 2 -



公の施設の広域利用に関する協定書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の３第２項の規定に基づき，水戸市，笠間市，ひたちな

か市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町及び東海村（以下「協定市町村」という。）は，協定

市町村が設置する公の施設を協定市町村の住民が相互に利用すること（以下「広域利用」という。）につ

いて，次の条項により協定する。

（対象施設）

第１条 広域利用の対象となる公の施設（以下「対象施設」という。）は，別表に掲げるとおりとする。

（対象者）

第２条 広域利用の対象となる者は，協定市町村に住所を有し，かつ，余暇等を利用してスポーツ，レク

リエーション，教養文化活動その他の活動をするために対象施設を利用する者とする。

（利用の手続）

第３条 広域利用による対象施設の利用の手続は，当該施設を設置する市町村の住民と同じ手続とする。

（使用料）

第４条 広域利用による対象施設の使用料の額は，当該施設を設置する市町村の住民と同じ額とする。

（経費負担）

第５条 対象施設の維持管理及び運営に要する経費は，当該施設を設置する市町村の負担とする。

（協定書の廃止等）

第６条 令和４年４月１日付けで締結した公の施設の広域利用に関する協定書（以下「原協定書」という。）

は，令和６年３月31日限り，廃止する。ただし，同日以前に，原協定書の規定に基づき利用の手続がな

されたものについては，なお従前の例による。

（定めのない事項）

第７条 この協定に定めのない事項については，協定市町村が協議して定めるものとする。
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別表（第１条関係）

市町村名 施設名 所在地

水 戸 市 千波公園 テニスコート 水戸市2509 番地の１

青柳公園 屋内プール 水戸市水府町 864 番地の６

市民体育館

総合運動公園 市民球場 水戸市見川町 2256 番地

軟式球場

体育館

テニスコート

相撲場

大塚池公園 野球場 水戸市大塚町 1827 番１

東町運動公園 体育館 水戸市緑町２丁目３番 10号

テニスコート

東部公園 サッカー場 水戸市渋井町 406 番地の２

水戸市大串貝塚ふれあい公園 テニスコート 水戸市塩崎町 1064 番地の１

プール

田野市民運動場 水戸市田野町 1307 番

元石川市民運動場 水戸市元石川町 1687 番

水戸市小吹運動公園 屋内プール 水戸市小吹町 820 番地の２

体育館

野球場

水戸市立競技場 主競技場 水戸市小吹町 2058 番地の１

補助競技場

水戸市常澄運動場 野球場 水戸市大場町 468 番１

陸上競技場

水戸市常澄健康管理トレーニ

ングセンター

体育館 水戸市塩崎町 1200 番地の１

テニスコート

水戸市立サッカー・ラグビー場 水戸市河和田町 3438 番地の１

水戸市内原ヘルスパーク 健康増進センター 水戸市内原町 1384 番地の２

テニスコート

野外ステージ

水戸市下入野健康増進センタ

ー

屋内プール 水戸市下入野町 1944 番地の１

トレーニング室

多目的室

会議室

温浴施設

グラウンドゴルフ場

水戸市立中央図書館 水戸市大町３丁目３番 20号

水戸市立東部図書館 水戸市元吉田町 1973 番地の 27
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水戸市立西部図書館 水戸市堀町 2311 番地の１

水戸市立見和図書館 水戸市見和２丁目 500 番地の２

水戸市立常澄図書館 水戸市大串町 2134 番地

水戸市立内原図書館 水戸市内原町 1497 番地の 16

水戸市少年自然の家 水戸市全隈町 80番地の１

水戸芸術館 塔 水戸市五軒町１丁目６番８号

植物公園 植物園 水戸市小吹町 504 番地

笠 間 市 笠間芸術の森公園スケートパ

ーク

スケート広場 笠間市笠間 2345 番地

休憩施設

笠間市立笠間図書館 笠間市石井 2023 番地１

笠間市立友部図書館 笠間市平町 2084 番地

笠間市立岩間図書館 笠間市下郷 5140 番地

ひたちなか市 ひたちなか市総合運動公園 市民球場 ひたちなか市新光町 49番地

総合体育館

陸上競技場

テニスコート

レクリエーション広場

スポーツ広場

ひたちなか市那珂湊運動公園 第一野球場 ひたちなか市新光町 552 番地 40

テニスコート

多目的運動広場

相撲場

ひたちなか市松戸体育館 ひたちなか市松戸町２丁目６番１号

ひたちなか市那珂湊体育館 ひたちなか市鍛冶屋窪 3566 番地

ひたちなか市那珂湊第二野球場 ひたちなか市西十三奉行 11652 番地の２

津田運動ひろば ひたちなか市大字津田 701 番地

佐野運動ひろば ひたちなか市大字高野 2456 番地

石川運動ひろば ひたちなか市石川町 10番地

六ツ野スポーツの杜公園 グランド ひたちなか市中根字六ツ野 4880番地 2

東石川第４公園 グランド ひたちなか市石川町 25番地

西原公園 グランド ひたちなか市足崎字西原 1476 番地１

ひたちなか市立中央図書館 ひたちなか市元町５番３号

ひたちなか市立那珂湊図書館 ひたちなか市鍛冶屋窪 3566 番地

ひたちなか市立佐野図書館 ひたちなか市大字高場 1362 番地の１

那 珂 市 那珂総合公園 アリーナ 那珂市戸崎 428 番地２

サブアリーナ

会議室

テニスコート

多目的広場
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野球場

中谷原公園 テニスコート 那珂市戸 6000 番地

ふれあいの杜公園 多目的広場 那珂市中里 1246 番地

芝生広場

テニスコート

瓜連体育館 アリーナ 那珂市古徳 310 番地

神崎グラウンド 那珂市横堀 1721 番地

神崎テニスコート 那珂市横堀 1721 番地

那珂市立図書館 那珂市菅谷 2995 番地１

小 美 玉 市 希望ヶ丘公園 野球場 小美玉市中台 418 番地

多目的広場

テニスコート

玉里運動公園 野球場 小美玉市栗又四ケ 2315番地１

多目的広場

テニスコート

小美玉市小川運動公園 体育館 小美玉市与沢 532 番地１

野球場

多目的広場

テニスコート

小美玉市小川海洋センター プール 小美玉市野田 269 番地１

小美玉市玉里海洋センター 体育館 小美玉市栗又四ケ 2406番地４

プール

トレーニングルーム

艇庫

小美玉市小川図書館 小美玉市小川 1664 番地２

小美玉市玉里図書館 小美玉市高崎 291 番地３

小美玉市やすらぎの里小川 小美玉市中延 1508 番地１

茨 城 町 運動公園 多目的広場 茨城町大字越安 1397 番地

野球場

テニスコート

プール

ターゲットバードゴル

フコース

フォレストぬまさきグラウンド 茨城町大字宮ケ崎 1443番地外

茨城町総合福祉センター「ゆ

うゆう館」

図書館 茨城町大字小堤 1037 番地１

大 洗 町 大洗町総合運動公園 体育館 大洗町成田町 1626 番地

多目的広場

野球場
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この協定の成立を証するため，本書９通を作成し，協定市町村が記名押印の上，各１通を保有する。

令和６年４月１日

陸上競技場

大洗町ビーチテニスクラブ 大洗町磯浜町 8231 番地の 20

大洗町漁村センター 大洗町磯浜町 6881 番地の 88

城 里 町 城里町常北運動公園 野球場 城里町大字上青山 10番地

運動広場

テニスコート

城里町上古内多目的運動広場 城里町大字上古内 1101番地

城里町健康管理トレーニングセンター 城里町大字下青山１番地の１

城里町桂体育館 城里町大字阿波山 167 番地

城里町大桂公園 城里町大字阿波山河川敷

城里町下赤沢運動広場 城里町大字下赤沢 613 番地の１

城里町塩子運動広場 城里町大字塩子 3696 番地

城里町立桂図書館 城里町大字阿波山 173 番地の２

グリーン桂うぐいすの里 テニスコート 城里町大字錫高野 2391番地

野球場

コミュニティセンター城里 ホール 城里町大字石塚 1428 番地の１

和室

サークル室

研修室

図書室

東 海 村 東海村総合体育館 主競技場 東海村大字船場 749 番地３

サブ競技場

柔剣道場

弓道場

東海村テニスコート 東海村大字船場 534 番地５

阿漕ヶ浦公園 野球場 東海村大字村松 141 番地３

ホッケー場

東海村立図書館 東海村大字船場 774 番地５

東海文化センター ホール 東海村大字船場 768 番地 15

楽屋

会議室

ステージ

ホワイエロビー

展示室

東海駅コミュニティ施設 東海村舟石川駅西一丁目 1番 1号
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水戸市中央１丁目４番１号

水戸市

水戸市長 高 橋 靖

笠間市中央三丁目２番１号

笠間市

笠間市長 山 口 伸 樹

ひたちなか市東石川２丁目 10番１号

ひたちなか市

ひたちなか市長 大 谷 明

那珂市福田 1819 番地５

那珂市

那珂市長 先 﨑 光

小美玉市堅倉 835 番地

小美玉市

小美玉市長 島 田 幸 三

東茨城郡茨城町大字小堤 1080 番地

茨城町

茨城町長 小 林 宣 夫

東茨城郡大洗町磯浜町 6881 番地の 275

大洗町

大洗町長 國 井 豊

東茨城郡城里町大字石塚 1428 番地の 25

城里町

城里町長 上遠野 修

那珂郡東海村東海三丁目７番１号

東海村

東海村長 山 田 修
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議案第１３号 説明資料

公の施設の広域利用に関する協定の一部改正 新旧対照表

改 正 後 現 行

（本則略） （本則略）

別表第１（第１条関係） 別表第１（第１条関係）

市町村名 施設名 所在地

水戸市 （略）

東町運動公園 体育館 水戸市緑町２丁目３番 10

号テニスコート

東部公園 サッカー場 水戸市渋井町 406 番地の

２

水戸市大串貝

塚ふれあい公

園

テニスコート 水戸市塩崎町1064番地の

１
プール

（略）

笠間市 笠間芸術の森

公園スケート

パーク

スケート場 笠間市笠間 2345 番地

休憩施設

笠間市立笠間図書館 笠間市石井 2023 番地１

（以下略）

市町村名 施設名 所在地

水戸市 （略）

東町運動公園 体育館 水戸市緑町２丁目３番 10

号テニスコート

（追加）

水戸市大串貝

塚ふれあい公

園

テニスコート 水戸市塩崎町1064番地の

１
プール

（略）

笠間市 笠間芸術の森

公園スケート

パーク

スケート場 笠間市笠間 2345 番地

（追加）

笠間市立笠間図書館 笠間市石井 2023 番地１

（以下略）

-
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公の施設の広域利用に関する協定の変更について

１ 公の施設の広域利用に関する協定書の見直しについて

(1) 理由

県央地域９市町村においては、それぞれの市町村が設置する公の施設を住民が相

互に利用することについて、令和４年４月１日付けで協定を締結しているところで

あるが、このたび、協定対象施設に変更が生じたため、協定書を見直すものである。

(2) 見直し内容

次の施設の追加を行う。

(3) 施設の詳細について

別紙のとおり（追加施設１、追加施設２）

(4) 協定締結予定日及び新たな協定書に基づく広域利用の開始日

令和６年４月１日

市町村名 施設名 所在地 理由

水戸市 東部公園 サッカー場

水戸市渋井町

４０６番地の

２

令和６年４月１日

供用開始

笠間市

笠間芸術の森

公園スケート

パーク

休憩施設
笠間市笠間２

３４５番地

令和５年９月３０日

供用開始
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追加施設１

東部公園サッカー場について

東部公園は、健康の増進と自然環境との共生をコンセプトに、区域の西側をスポー

ツ・レクリエーションゾーン、東側を自然公園ゾーンに分け、全体面積約１８．９ヘク

タールの規模を有する総合公園です。そのうち、市民ニーズの高いスポーツ・レクリエ

ーションゾーンを先行し、年次的、計画的に整備を進めており、多くの市民より早期の

供用開始を期待されているサッカー場２面のうち１面について令和６年４月よりオー

プン（暫定）することになりました。

管理運営については、水戸市公園緑地課が（公財）水戸市スポーツ振興協会に委託す

ることとし、受益者負担の考えから、利用者から料金を徴取することとします。

（施設概要）

〇サッカー場１面 （大人１面、子供２面）

面積：Ａ=１０，１４０㎡

構造：ロングパイル人工芝

充填材：自然素材チップ（メイン材料 ヤシ）

パイル長さ：約５０ｍｍ

アンダーパット：有

〇多目的広場 面積 Ａ=７，０００㎡

〇サブトイレ 男子小２基＋大１基、女子大２基、多目的１基

〇サブ駐車場（砕石駐車場） 台数１６１台

（使用時間及び休日）

〇使用期間 １月４日から１２月２８日まで

〇使用時間 午前９時から午後５時まで

〇休日 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合はその翌日）

〇照明 無

（有料公園施設の使用）

都市公園

の名称

有料公園

施設の名称

利用時間

区分

午前９時から

午後１時まで

午後１時から

午後５時まで

東部公園 サッカー場
グラウンド

（１面につき）

小中高生 ３，６００円 ３，６００円

一般 ６，０００円 ６，０００円
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東部公園計画図（参考）

スポーツ・レクリエーションゾーン

自然公園ゾーン
多目的広場 A

多目的広場 B

0 50 100 150 200(m)

（ ）

+ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場

スポーツ・レクリエーションゾーン １３ｈａ

自然公園ゾーン ５．９ｈａ

合計 １８．９ｈａ国道 6 号

新川

-
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サッ カー場１ 面

サブト イレ

サブ駐車場

令和６ 年度 メ イント イ レ

管理棟整備

照明通信設備

令和８ 年度 サッ カー場整備

令和９ 年度 ナイター整備

令和１ ０ 年度 ナイター整備

令和１ １ 年度 ナイター整備

園路整備

駐車場整備

令和５ 年度末完了

令和７ 年度

令和１ ２ 年度

サブト イレ

サブ駐車場

(161台)

管理棟

メ イント イ レ

メ イン駐車場

(151台)

-
 
5
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追加施設２

ムラサキパークかさま休憩施設について

令和３年４月に開園したムラサキパークかさまにおいて、現在多くの方に利用され楽

しまれており、なかでも保護者と同伴で来園する子どもが多い状況である。しかし、近

年の連日に渡る猛暑日や寒波の影響による異常気象が続く中、当パークには雨風寒暖を

凌げる施設がなく、利用者から多くの要望が出ている状況である。そのようなことから、

さらなる利用者の快適性向上を図るため、スケート広場の観覧機能を備えた休憩施設を

新たに整備しました。

管理運営については、指定管理者である(株)ムラサキスポーツが行うこととし、受益

者負担の考えから、利用者から料金を徴収することとします。

（施設概要）

○面積 １階 13㎡

２階 27㎡

○構造 重量鉄骨造

○設備 ・冷暖房

・カウンターテーブル×５台

・カウンターチェアー×１０脚

・音響

・電子レンジ

・ポット

○収容人数 最大３０人（１階：５人×２室、２階２０人）

（使用時間及び休日）

○使用期間 １月２日から１２月３０日

○使用時間 平日 １２：００～２１：００

土曜 １０：３０～２１：００

日祝 １０：３０～２０：００

○休日 １月１日、１２月３１日
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（有料公園施設の使用）

○専用使用（独占して使用する場合）

○個人使用の場合

施設 使用区分 使用時間 金額

休
憩
施
設

し
な
い
催
物

営
利
・
宣
伝
を
目
的
と

(

１
室
ご
と
に)

１
階

平日

（供用時間ない）
１，４００円

土日祝日及びハイシーズン

（供用時間ない）
２，３８０円

１時間までごとに ２２０円

２
階

平日（供用時間ない） ２，９１０円

土日祝日及びハイシーズン

（供用時間ない）
４，９５０円

１時間までごとに ４６０円

す
る
催
物

営
利
・
宣
伝
を
目
的
と

(

１
室
ご
と
に)

１
階

平日

（供用時間ない）
２，８００円

土日祝日及びハイシーズン

（供用時間ない）
４，７６０円

１時間までごとに ４４０円

２
階

平日

（供用時間ない）
５，８２０円

土日祝日及びハイシーズン

（供用時間ない）
９，９００円

１時間までごとに ９３０円

施設 使用区分 単位 金額

休
憩
施
設

一般
平日 １日 ２００円

土日祝日 １日 ３５０円

定期利用券

（一般）

市内区分
１月 １，５００円

１年 １５，０００円

市外区分
１月 ２，０００円

１年 ２０，０００円
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【位置図】
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【イメージパース】




